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【開催日】 令和５年３月１４日（火） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後６時４１分 

【出席委員】 

分科会長 長谷川 知 司 副分科会長 宮 本 政 志 

委員 伊 場  勇 委員 岡 山  明 

委員 笹 木 慶 之 委員 古 豊 和 惠 

委員 前 田 浩 司   

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 川 地   諭 

税務課長 矢 野   徹 税務課課長補佐兼固定資産税係長  桑 原   睦 

税務課収納係長 永 谷 真 史 税務課市民税係長 山 根 和 之 

税務課市民税係主任 林   美由紀 税務課固定資産税係主任 光 永 正 志 

企画部長 和 西 禎 行 企画課長 工 藤   歩 

企画課主幹 池 田 哲 也 企画課政策調整係長 藤 井 貴 大 

企画課行政経営係長 福 田 淑 子 財政課長 山 本   玄 

財政課主幹兼調整係長 別 府 隆 行 財政課財政係長 野 原 崇 史 

財政課調整係主任 江 本 洋 治 財政課管財係長 磯 山   聡 

企画部次長兼情報管理課長  山 根 正 幸 情報管理課課長補佐兼情報政策係長  村 上 信 一 

シティセールス課長 杉 山 洋 子 シティセールス課課長補佐  道 元 健太郎 

シティセールス課定住促進係長 水 野 雅 弘 シティセールス課観光振興係長 渋 谷 桂 介 

シティセールス課広報係長  原 野 裕 美 デジタル推進室長 九 島 美 波 

デジタル推進室室長補佐 佐 貫 政 彰 デジタル推進室主任 山 下   弘 

監理室長 井 上 岳 宏 監理室副室長 藤 岡 富士雄 
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監理室契約係長 野 田 記 代 出納室会計管理者 岩 佐 清 彦 

教育長 長谷川   裕 教育部長 藤 山 雅 之 

教育総務課長 浅 川   縁 教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い  熊 野 貴 史 

教育総務課総務係長 福 田 麻奈美 学校教育課長 長 友 義 彦 

学校教育課主幹 佐 野 崇 幸 学校教育課主査 三 藤 恵 子 

学校教育課指導係長 近 江 誠一郎 学校教育課学務係長 三 浦 泰 平 

埴生幼稚園長 桶 谷 美 和 学校給食センター所長 和 田 英 樹 

学校給食センター主査 日 浦   操 学校給食センター栄養指導係長 木 村 晶 子 

社会教育課長 舩 林 康 則 社会教育課主幹 亀 田 由紀枝 

社会教育課社会教育係長 柿 並 健 吾 社会教育課人権教育係長 來 嶋 孝 明 

社会教育課文化財係長 安 藤 知 恵 中央図書館長 山 本 安 彦 

中央図書館副館長 増 冨 久 之 中央図書館主査 銭 谷 幸 子 

歴史民俗資料館長 若 山 さやか 選挙管理委員会事務局長 亀 田 政 徳 

選挙管理委員会事務局次長  渡 邉 俊 浩 監査委員事務局長 石 田   隆 

山陽総合事務所長 篠 原 正 裕 地域活性化室主任 河 田 佳代子 

市民窓口課長 梶 間 純 子 市民窓口課主幹 藤 上 尚 美 

【事務局出席者】 

事務局次長 島 津 克 則 庶務調査係長 田 中 洋 子 

【審査内容】 

１ 議案第９号 令和５年度山陽小野田市一般会計予算について 

 （総務文教常任委員会所管分） 

 

午前９時 開会 

 

長谷川知司分科会長 おはようございます。ただいまから一般会計予算決算常

任委員会総務文教分科会を開催いたします。審査内容はお手元にある資

料のとおりですが、本日は審査番号⑧から行いたいと思います。予算書

２５０ページから２５３ページに行きたいと思います。２５１ページか

ら２５３ページの間で質疑のある委員の質疑を受け付けます。 
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藤山教育部長 この部分については、２５３ページの教育文化振興基金積立金

のところだけでございます。あとは後ほど、教育総務課と学校教育とい

うことでよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 ２４節の積立金だけでいいですか。２５３ページ、積立

金のところで質疑のある方いらっしゃいますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）次行きましょう。２６４から２８５ページまで、最初に２６４ペー

ジの幼稚園費から行きたいと思います。 

 

伊場勇委員 令和５年度の幼稚園の園児の数の見込みを教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 令和５年度の園児数ですけれども、４月は年長が４名、年

中も４名、年少が５名、４月はそのようになっております。今時点で５

月の入園予定も入っておりますので、５月に関しては、年々少が１名入

る予定です。ですので、４月に関しましては１３名です。 

 

伊場勇委員 令和４年の予算では、会計年度任用職員が２名の９名体制だった

と思うんですが、令和５年度は１名になっておりますが、１名減らした

理由等々あれば教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 会計年度職員につきましては、現在１名です。調理員のほ

うが１名です。 

 

伊場勇委員 令和４年度の予算で２名になっていたのでお聞きしたんですが、

１名ということなんで承知しました。それと１２節委託料のところで、

令和４年度は栄養管理ソフトをシステム利用料で使われていたんですけ

れども、令和５年度もそのまま使われるんですか。その予算がどこに反

映されているのかなと思って、その辺いかがですか。 
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三藤学校教育課主査 令和４年度に導入して、導入時のみ費用が生じておりま

す。令和５年度以降は、１２節委託料のシステム保守委託料のほうで維

持管理を行っていくものになります。 

 

古豊和惠委員 ２節の給料７人分となっておりますけれども、年長、年中、年

少のそれぞれの内訳、それからこの中に給食の先生とか入っているのか

どうか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 ７名の職員につきましては、正規職員が５名。（発言する

者あり）正規職員は、園長、主任、それから５歳児担任、それから３、

４歳児、今は混合クラスにしておりますけれども、それが１名、それか

ら、もう１名は栄養士が入っておりまして、５名という形です。あと２

名につきましては、任期付職員、これは教諭のほうになります。もう１

名が会計年度職員の給食調理員となっております。 

 

笹木慶之委員 １０節需用費の賄材料費１３２万円がありますが、この仕組み

を教えてください。多分おやつだと思うんですけど。 

 

桶谷埴生幼稚園長 賄材料費というのは、給食代になっております。おやつは

幼稚園にはありませんので、全てが給食代になっております。この中に

今まで負担金と言って援助されていた方のお金も全て入っている形にな

っております。 

 

笹木慶之委員 よく分からないんですが、もう一度きちんと説明してください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 説明不足で申し訳ございません。給食の食材の調理費にな

っております。購入費になっております。 

 

岡山明委員 通園者の閉じ込めということで、その費用がどこに入っているか、

確認しようと思ったんですけど、車にそういったお金を使っていると思



 5 

うんです。 

 

桶谷埴生幼稚園長 幼稚園では通園バスはございません。 

 

岡山明委員 そうすると、ほとんどの方が地元、埴生の方で、父兄が自分たち

の車で通園しているということですね。 

 

桶谷埴生幼稚園長 おっしゃるとおりで自家用車若しくは徒歩で来られており

ます。それから今言われた全員が埴生地区かということに関しましては、

１名のみ厚狭小校区から来られております。 

 

岡山明委員 よその地区から来られるということで、そのときは自家用車とい

うことですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 はい、自家用車です。埴生地区の方も自家用車で来られて

おられる方が多数です。 

 

岡山明委員 幼稚園では、そういう通園に使用する車両は持ってないというこ

とでいいですか。そうすると子供たちが使う車両はないということです

か。 

 

桶谷埴生幼稚園長 もし事故とかけががあって病院に連れて行くときのための

予算はついております。自動車借上料です。 

 

岡山明委員 園でそういう車を持っているということですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 園では公用車は持っておりませんので、この費用に関しま

してはタクシー代となっております。 

 

前田浩司委員 ２６９ページの１５節原材料費はどういった内容になるんでし
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ょうか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 原材料費につきましては、真

砂土や砂の購入費といったものに充てております。 

 

古豊和惠委員 １９節扶助費、私立幼稚園障害児教育費３９万３，０００円は

どういうお金になりますか。 

 

長谷川知司分科会長 扶助費は民福になります。 

 

前田浩司委員 ２６９ページの１７節備品購入費の中の園用器具費若しくは公

用器具費の内容がもし分かれば教えてください。 

 

桶谷埴生幼稚園長 公用器具費に関しましては、運動会とかで使用します鼓隊

のマーチングのキャリー、また、太鼓を購入する予定でございます。園

用器具費に関しましては、鉄棒の下とかに安全面を考えて人工芝マット

を敷きたいと思っています。 

 

岡山明委員 昨日もちょっと出たんですけど、テレビ受信料ということでここ

にも１万５，０００円入っているんですけど、どういう金額ですか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い 埴生幼稚園にテレビが１台あ

りますので、ＮＨＫにテレビの受信料をお支払しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）確

認で一つ聞かせてください。園のトイレに洋式は何基ありますか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 女の子のほうのトイレが四つあるんですけれども、和式が

二つで、洋式が二つございます。男の子のほうは立って行う小便器が五

つあります。 
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長谷川知司分科会長 洋式か和式かはどうですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 和式でございます。 

 

長谷川知司分科会長 洋式が２個あるだけですね。 

 

桶谷埴生幼稚園長 おっしゃるとおりでございます。 

 

長谷川知司分科会長 園児は和式でトイレすることは可能ですか。 

 

桶谷埴生幼稚園長 やはり年々少、年少におきましては洋式を使用しておりま

すし、今の家庭はトイレが洋式になっておりますので、比較的洋式が多

いです。しかし、就学を見据えて和式のほうを指導しておりますので、

年中、年長の女の子は和式を使用しております。これは強制ではござい

ませんが、そのように使用しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は幼稚園費は終わりまして、先ほど２５２、２５３ページで積立金があ

りまして、ちょっと聞き漏らしたことがありますので。 

 

宮本政志副分科会長 ２５３ページの教育文化振興基金積立金、これ具体的に

どのような積立金かお聞きします。 

 

舩林社会教育課長 教育文化振興基金積立金は基金を造成しておりまして、基

金利息、預金利息とあとは山口銀行（後刻「山口放送」に訂正）の株式

を保有しております配当金を基金に積立てをしております。これは基金

に積立てた後に、同額を取崩しまして、社会教育振興補助金、いわゆる

社会教育団体の活動の助成金として活用しております。 
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宮本政志副分科会長 普通会計の基金で、令和３年度、４年度、５年度、全部

これ同額で行っていますよね。この理由は何ですか。 

 

舩林社会教育課長 予算上１２万２，０００円を積み立てるようにしておりま

すが、令和５年度で入る予定のお金ですが、入ったお金をそのまま同額

ほど取崩して、そして、財源に充てるということをしておりますので、

積立て基金の残高は毎年変わらない。増額はしないということになりま

す。 

 

宮本政志副分科会長 僕が聞いたのは、３年度も積立金１２万２，０００円、

取崩し１２万２，０００円、全部一緒ですよね。令和３年度、４年度、

５年度は何で３年間、金額が一緒なのかなと思う。 

 

舩林社会教育課長 実際の決算額は違ってきますけれども、予算上は１２万２，

０００円を入ってきた額と想定しまして、それを取崩しするということ

にしております。 

 

長谷川知司分科会長 いいですかね。ほかには質問ございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 

舩林社会教育課長 失礼しました。今間違えて言ってしまったようで、山口銀

行と言ってしまったかもしれません。山口放送の誤りでございます。申

し訳ございません。 

 

長谷川知司分科会長 続きまして２６８ページ、教育費の社会教育費ですが、

これは目ごとに進めたいと思います。社会教育総務費から行きたいと思

います。これについて質疑を受け付けます。２７４、２７５ページまで

です。ページを見ますと、２７１まで行きましょう。 

 

伊場勇委員 社会教育推進事業というのをされていると思うんですけれども、
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予算書のどこで聞いたらいいか分からなくて、いろんなところの予算に

多分組み込まれていると思うんですよ。重点プロジェクトの一つとして、

人づくりのところだと思うんですけれども、地域交流センターでやられ

ている社会教育推進事業ですかね。それについて、どの程度計画されて、

令和５年度取り組まれるのか。４２１万７，０００円と概要に出ていま

したけれども、内容が分かれば。 

 

舩林社会教育課長 社会教育推進事業４２１万７，０００円というのは、２７

１ページの７節報償費、講師謝礼の４４８万７，０００円のうちの地域

交流センター分、地域交流センターの講師謝礼分４２１万７，０００円

になります。これは、１１センターございます。１１センターに主催講

座の講師の方の謝礼として配分しておるものでございます。公民館時代

から予算額としては同額を確保し、社会教育推進事業を継続して行って

おります。 

 

伊場勇委員 その講演回数は、どれぐらいの数されているんですか。センター

ごとに違うのかもしれませんけど。 

 

柿並社会教育課公民館係長 各センター主催の事業というところで、４００万

円ぐらいの予算というところなんですけど、各センターにおいてそれを

分配して、おおよそ３０回から４０回ぐらいの予算でさせていただいて

いるんですけど、講師の謝礼とかがおおよそ一人当たり１万円とか７，

０００円とかになります。それを蓄積した回数という形になりますので、

何回とかというのは各課によってまた違ってくるんですけれども、３０

万円を例えば、一人１万円の講習をやっているとかということになれば

３０回とか、そういった形でのお金の支出をしておるところです。あと

は市の出前講座といったものを活用しながら、各センター、主催講座を

進めておるという状況です。 

 

伊場勇委員 地域交流センターになって、社会教育しっかり取り組まれたとこ
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ろが手薄になってしまったり、例えば、社会教育事業しにくくなったり

するところをすごく懸念していましたので、令和５年度に向けても例年

と変わらず取り組まれている方、もちろん中で市民の方も動いていただ

いているところあると思うんですけれども、それはもう変わらずに続い

ているということでいいんですかね。 

 

舩林社会教育課長 我々としても、そのところを非常に懸念しておりますので、

その部分に力を注いでいるところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 この予算上は、１１センター全て満遍なく回数を振り分

けての予算ですか。どこかに偏っているということはないですよね。予

算ですからね。 

 

舩林社会教育課長 以前は多少の偏りがあったのは否めないと思いますけれど

も、そこをうまく配分して、それからセンターの来年度の計画とにらみ

ながら、予算を配分しておりますので、満遍なくさせていただいている

と思っております。 

 

宮本政志副分科会長 満遍なく１１センターで、先ほど３０回から４０回と言

われたんですか。３０から４０って言われたんで、数は言われたけど、

そのあと、何回というのを言われてないけど、さっきおっしゃったのは

３０回から４０回を想定ということでいいんですか。先ほどの答弁は数

字だけだったんで。 

 

柿並社会教育課社会教育係長 回数にしたら３０回から４０回、全体の中のお

金で大体講師一人当たりがそのくらいの値段という話になりますので。

ただ、お金を使わない講座とかも先ほど説明したように出前講座等、あ

と消費者センターとかの講座とかも無料でさせていただいたりできます

ので、そういったところを鑑みると、更に多くの回数というのがそれぞ

れの館によって、多少ばらつきがありますけれども、開催をしておると
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いうところです。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると偏ったらいけないという前提でしょう。先ほ

どの舩林課長の答弁は偏ってもいいという前提かな。それをお聞きした

いんですけど。 

 

舩林社会教育課長 ゼロというところはございませんが、大きな館で地域のキ

ャパが多いところは、多めの予算であったり、あるいは来年度の講座の

組立てを見ても、先ほど柿並が申しましたように、無料とか格安ででき

る講座をしっかり組み立てているところは、それほどの予算が必要ない

というところもありますので、そういったところをにらみながら予算配

分をしているというところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 ちなみに１１交流センターで、どれぐらいの回数、予算

配分があるんですか。もうとにかく１１交流センターで、トータルで３

０回から先ほどおっしゃったような回数ですか。 

 

舩林社会教育課長 それぞれのセンターで３０回ないし４０回程度の主催講座

を行う。（発言するものあり）そういうことでございます。 

 

笹木慶之委員 山陽小野田市史の編さんですよね。これの担当というと、一応、

教育委員会ということになりますが、違いますか。 

 

長谷川教育長 山陽小野田市史のお話がありました。一般質問の中でも、議員

から御質問があって、教育部長のほうで答えさせていただいたんですが、

この市史の編さんにつきましては、教育委員会だけで行えるものではご

ざいません。これは議員も御承知のとおりだと思います。窓口が教育委

員会で、今、教育委員会が答弁していますけれども、もうそれは決まっ

たということではないということはここで申し上げておきたいと思いま

す。教育委員会だけにこれを任されても、実際ちょっと荷が重過ぎると
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思っています。 

 

笹木慶之委員 私があえて申し上げたのは、教育委員会が答弁されたから言っ

たわけで、そうなれば、予算費目は当然、社会教育費辺りでないと、こ

の文化財関係の予算がありますから、それそのものじゃありませんが、

リンクさせればそうなるかなと思ったわけです。ですから、教育長が言

われれば、これはもちろんフラットにしましょう。元立ち戻ってですね。

だから、私はもともと総務のほうだと思っているんです。無理がある。

ところが今までの経緯がね、教育委員会でそういう質問に答えておられ

るから、あえて確認したわけですが、結構です。私が尋ねたのは、この

社会教育費の中に文化財の保護関係が全部書いてあるんです。市史の編

さんとなれば、この文化財そのものじゃありませんが、リンクさせた考

え方が出てくるということがあるので、強いて言うならば、ここで予算

化の話があるかなと思ったんだけど。今、教育長が言われたように、こ

れ市全体ということになれば、当然、総務のほうで予算を組むようにな

りますから、こちらではないので質問は差し控えます。 

 

藤山教育部長 私が一般質問で回答しました。今回、教育委員会が答弁したの

は、二、三年前に議員からの質問があって、教育委員会がお答えしたと

いう経緯があったので、それからのことを踏まえて回答したところです。

市史というのをいろいろと調べましたら、タイミング的には何周年記念

事業とかいうのでやってらっしゃる市が多くございまして、うちももし

やるのであれば、何周年事業でやるのが、それが常識といいますか、相

当だろうと。まだ何周年記念というのが先になりますので、現時点での

タイミングに至っておりませんから、議論は全然行ってないところが現

状です。教育長が申しましたように、教育委員会だけではできません。

横断的な委員会、編集委員会とかが必要ですので、それについて、庁内

で何周年記念事業のときにそういった市史の編さんが上がった場合にど

こでやるかという議論が始まるのではないかと推察しております。 
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宮本政志副分科会長 今は予算書２７１ページで分科会長が質疑を求めている

んですけど、議員個人の一般質問に関する、この予算書２７１ページに

関係ない質疑もあったし、それへの答弁ってよく意味が分からないんだ

けど。笹木委員が言われた質疑は、２７１ページの予算書の中に何か関

連するものがあるんですか。 

 

藤山教育部長 ございません。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、先ほどの笹木委員の質疑は、市史に関して

この２７１ページの中の予算書に何か盛り込まれているかという質疑で、

私は受け止めたんですね。一般質問に対する、過去にどうだった、答弁

がどうだったということは、全く予算書に関係ないので、２７１ページ

には先ほど笹木委員が質疑された関係の予算は含まれてないということ

で、もう１回確認しますけど、よろしいですね。 

 

藤山教育部長 含まれておりません。 

 

笹木慶之委員 私がお尋ねしたのは、文化財の関係、いわゆる文化財の環境整

備委託料であるとか、あるいは文化財の管理補助金であるとか、文化財

の保存うんぬんといろいろ項目ありますね。これを市史に携わるならば、

この辺りからの連想するような話になってくるんじゃないかということ

です。教育長はありませんと言われたら、それで結構だと。内容を言わ

れるからおかしくなるんです。 

 

宮本政志副分科会長 ２６９ページの委員報酬についてですけど、ここに四つ、

社会教育委員、生涯学習推進協議会委員、人権教育推進協議会委員、文

化財審議会委員がありますね。この四つそれぞれどういったことをする

んでしょうか。 

 

舩林社会教育課長 まず社会教育委員につきましては、社会教育法にのっとっ
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て設置されている団体組織でございます。社会教育に関する総合的な議

論をここで年３回行っております。生涯学習推進協議会というのは、生

涯学習推進協議会規則に基づいて設置をしております。これについては、

生涯学習の推進に関して協議が必要となった場合に開催しますので、昨

年は開催をしていないという状況でございます。続きまして、人権教育

推進協議会委員については、人権教育推進協議会規則に基づいて設置を

しております。人権教育に関わる関係協議を年３回行っております。文

化財審議会委員につきましては、文化財審議会規則に基づいて設置をし

ております。文化財保護に関すること、文化財の活用に関することにつ

いて、年２回開催をしております。 

 

宮本政志副分科会長 続いて、それぞれ１１人、２４人、１９人、６人と人数

がありますよね。これは何を根拠にこの人数が出ているんでしょうか。 

 

舩林社会教育課長 規則等の中で定員は定められておりますが、現状でいらっ

しゃる人数を基に予算を計上しておるところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 それぞれの構成メンバーはどういった形ですか。 

 

柿並社会教育課社会教育係長 社会教育委員に関してなんですけれども、社会

教育の実践者というところもございまして、家庭教育支援チームの方や

放課後子供教室のコーディネーターの方、また、小中の校長先生や地域

交流センター長等の委員のメンバーで構成をしております。 

 

來嶋社会教育課人権教育係長 人権のほうは小学校中学校の校長先生であった

り、それから保護司会の代表、子供会の代表ＰＴＡの会長、それから各

地域の地域から推薦された方、こういったメンバーで編成をされており

ます。以上です。 

 

安藤社会教育課文化財係長 文化財審議会委員の構成メンバーですけれども、
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より専門性を求められる審議会の議事になりますので、各専門の部門か

ら大学の先生や文書館の職員。昨年の４月からは、山陽小野田市の歴史

により関わることとなります古文書や考古学の先生にも委員になってい

ただいて構成をしております。 

 

舩林社会教育課長 最後に生涯学習推進協議会ですが、教育関係者、生涯学習

の関係の方、学識経験の方、そして、公募により選出された方の構成で

設置することになっております。 

 

宮本政志副分科会長 今説明はあったんですけど、資料を請求しても出せます

よね。人数も人数ですし、分科会で資料請求をしたいんですけど。 

 

長谷川知司分科会長 ここで一応資料請求するということでいいですか。では、

これは今すぐではなく、後でいただきたいということでお願いします。 

 

伊場勇委員 家庭教育支援についてお聞きしたいんですが、予算が７１ページ

で、核家族化が進んで、家庭が孤立していて、家庭教育というところの

サポートもすごく大事になってくると思うんですけども、支援チームを

作られていると思うんですが、相談とか対応というのは、令和５年度は

どのような体制でやっていくのか、どのように見込んでいるのか。予算

のところもですけど、内容についてお知らせください。 

 

來嶋社会教育課人権教育係長 家庭教育支援チーム、令和５年度に向けてとい

うことでございますが、令和４年度、今現在、市の家庭教育支援チーム

が小野田チームと山陽チーム、１チームずつ。それから厚陽地区に厚陽

ＰＴＡ家庭教育支援チーム、そして、小野田中学校区に小野田中学校区

家庭教育支援チーム、４チームございます。主には、就学時健康診断の

最中に保護者の方が待たれている間に、保護者に集まっていただいて、

入学前につながりづくりをしたりとか、それから支援チームの方、これ

主に民生児童委員の方が多いんですが、子育ての先輩の保護者の方が座



 16 

談会を催して、そこで入学前の保護者の方にこういうふうにしておくと

いいですよというアドバイスを送られたり、先ほど申したように、入学

前に事前につながりを作ってあげるためのサポートをしております。そ

の中で、今年度もアンケートの裏に何か御不安なこと等ありましたら、

家庭教育支援チームに御相談くださいということで、アンケートの裏に

自由記述欄を作っておりまして、そこに相談があった場合は、学校と調

整をしながら、支援チームの方から連絡を差し上げるというような相談

事業は行っております。今話したのは、市の支援チームの件ですので、

あと厚陽のＰＴＡ、それから小野田中学校区のほうは、これとは別に、

例えば、仮入学前に入学の準備としてこういうことをしておくといいで

すよというようなアドバイスをしたり、小野田中学校区のほうでは、須

恵小学校と小野田小学校が、子供たちもやっぱりその中１ギャップとい

う問題を抱えて、なかなかいろんなストレスを抱えて入学してくるわけ

ですけど、保護者もやっぱり不安になっているということで、事前に保

護者同士もつなげるというような事業を行っております。相談等に関し

ては、主にそういった座談会であったりとか、ちょっとした雑談の中で

聞き取ったりとかしてお返しするようなことをしている形になります。 

 

伊場勇委員 分かりました。市のチームというのは２チームあるということで、

予算が４１万５，０００円取られていると思うんですけど、それがどこ

に入っているのか、まず教えてもらっていいですか。 

 

柿並社会教育課公民館係長 家庭教育の先ほど申した家庭教育支援チームの方

たちへの子育て講座の際の謝金ということで、報償費の中に１７万６，

０００円入っている。それから、就学時健診をサポートするお立場の方

たちもいらっしゃって、その方たちへの報償金ということで、また１０

万円を補償費の中に入れております。そのほかには切手代ということで、

通信運搬費の中に１万６，０００円入っていたり、あと支援チームの研

修等を行うために講師謝礼ということで２万５，０００円を報償費の中

に入れております。 
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伊場勇委員 市の２チームのほうにその予算が行っているんですか。それとも、

４チームあると言われましたけど、そのＰＴＡと厚陽と小野田中学校、

そちらにも行っているんですか。４チームの予算になっているんですか。

その辺どうですか。 

 

來嶋社会教育課人権教育係長 市の支援チームのほうには、先ほど申したよう

に、謝礼金ということで１時間８００円お支払をさせていただいていま

す。小野田中学校区のほうには活動費ということで、事業、イベントを

行いますので、その予算を取っておりますし、立ち上げが平成３０年と

いうことで比較的最近ですので、チラシを作る印刷費も取っております。

厚陽ＰＴＡのほうはＰＴＡと学校がメインで動かれていますので、我々

のほうで特に予算をということはやらずにもう自走されているというか、

独自で活動されている団体になります。 

 

長谷川知司分科会長 ２７１ページまでほかにはございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）４０分経ちましたので、ここで１０分ほど休憩したいと

思います。暫時休憩いたします。 

 

午前９時４１分 休憩 

 

午前９時４８分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして分科会を再開いたします。予算書２７

２ページから２７５ページの図書館費の前まで。 

 

伊場勇委員 令和５年度に山下記念館を解体されるということで、そのスケジ

ュール等々を教えてください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 山下記念館解体ですけれども、今年度、解体工事
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に伴う実施設計業務を委託し完了しております。年度明けまして早々に

境界確定をまず委託をしまして、事前家屋調査業務も併せて実施し、秋

頃から本体の解体工事に入る予定でスケジュールを組んでおります。 

 

伊場勇委員 解体した後とかというのはまだ決まってないんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 まだ決まっておりません。 

 

長谷川知司分科会長 今の関連ですけど、山下記念館の中に貴重なものとかは

別にありませんか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 もう数年前から館内の清掃等を行う中で、貴重な

ものは既に安全な場所へ確保させていただいておりまして、中にはもう

何も入っていない状況でございます。 

 

宮本政志副分科会長 今の安全な場所ってどこですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 一部は歴史民俗資料館のほうに行ったものもござ

いますが、青年の家のほうに保管をしております。 

 

岡山明委員 古式行事の状況が分かれば。１８節の下から２番目、古式の部分

です。 

 

安藤社会教育課文化財係長 状況といいますのは活動状況ということでよろし

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり）ここ２年間はコロナ禍の影響で、

秋祭りで毎年披露しておりましたけれども、２年間はできておりません

が、昨年の１０月に伝統芸能全国大会が山口市で開かれまして、山口県

の代表として古式行事も参加させていただきました。久しぶりの披露で

して、大行事だけの参加にはなりましたけれども、とてもいい環境の中

で披露させていただけたことにとても感謝しております。 
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岡山明委員 それで支援している団体は何団体ぐらいありますか。そういう古

式に関わるグループとか団体の数は分かりますか。 

 

安社会教育課文化財係長藤 古式行事というのは、山陽小野田市古式行事保存

会という団体が１団体でございます。 

 

宮本政志副分科会長 さっきの伊場委員の質疑で、家屋調査業務があるという

のは２７３ページの６７９万円のことですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 おっしゃるとおりでございます。 

 

長谷川知司分科会長 これは前調査と後調査を含んで、２回分でしょうね。 

 

安藤社会教育課文化財係長 今年度の予算では事前家屋調査となっております。

事後は令和６年度で予算要求する予定でございます。 

 

宮本政志副分科会長 この家屋調査の委託先というのは、予定では市内の業者

ですか。それとも県外の業者とかになるんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 今精査中でございます。 

 

伊場勇委員 学校支援地域本部業務委託料については、令和４年度から半額程

度になっておりますが、それは内容が変わったんでしょうか。それを教

えてください。 

 

柿並社会教育課公民館係長 学校支援地域本部業務委託料ですけれども、今年

度から、この委託料の中の２００万円分というものを報償費の中に入れ

てやっておる。というのが、委託料の中にコーディネーターへの謝金と

いうものを合わせて委託を昨年度までしておったんですけれども、地域
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学校協働活動の推進員ということでコーディネーターから推進員という

ことで、令和４年度から教育委員会が委嘱をさせいただくようになりま

した。その関係もあって、もう市から直接協働活動推進員への謝金とし

てお支払させていただくということもあって、金額は変わらないんです

けれども、節を変えたということにしております。 

 

岡山明委員 先ほど古式行事の話を聞いたけど、この保存会はどういう形態か

よく分からないんです。どういう形で、どう予算を組まれて、どういう

体系なのか教えていただきたいんです。消防だと古式が出初式に出てく

るんですが、そういう形の保存会ですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 古式行事は、山陽小野田市の中で無形民俗文化財

の指定を受けております。その関係で、社会教育課のほうで事務局を持

たせていただいておりますが、管理補助金要綱に沿って、無形民俗文化

財に指定されている団体に対しての補助ということで予算化しておりま

す。 

 

岡山明委員 そういう無形文化財のグループだったですね。具体的にどういう

グループなのか、踊りとかそれだけ教えていただきたいです。 

 

安藤社会教育課文化財係長 古式行事というのは、大行事、小行事という隊列

を成して踊り歩くんですけれども、その所作や歴史が古くから厚狭の町

に根づいている行事ということで指定させていただいております。 

 

舩林社会教育課長 すみません。補足で説明させていただきますが、いわゆる

大名行列のようなものでございまして、古くから厚狭地域、加藤地域に

主に伝わっていると言われておりますが、昔から大行事、大人の大名行

列をしておりましたが、近年、子供の行列も加わって、大行事、小行事

ということで、厚狭の秋祭りのときに毎年披露しております。 
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前田浩司委員 ２７３ページの１２節委託料の中に文化財環境整備並びに保存

処理業務というのがあります。具体的にどういった内容なのか、お示し

ください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 文化財の環境整備委託料でございますが、こちら

は該当が２か所ございまして、竜王中学校の傍にございます塚の川古墳

の清掃の業務委託料と、あと高泊にございます勘場屋敷の管理委託料と

なっております。続きまして、文化財保存処理業務委託料でございます

が、こちらは、出土品、古墳や経塚から出ております出土品が大変貴重

なものが旧山陽地域にはございます。それらの出土品の鉄製品を今後、

長く継続して守っていくために保存処理をしていくための業務委託料と

なっております。 

 

宮本政志副分科会長 今のは厚狭条里跡に限定ですか。それとも全域対象です

か。 

 

安藤社会教育課文化財係長 優先的に保存状態があまりよろしくないものから

やっておりますが、厚狭条里跡限定ではございません。 

 

宮本政志副分科会長 同じ２７３ページの委託料で、草刈りが昨年２０万円か

らかなり大きくなっているんですけど、原因というか、理由は何ですか。 

 

舩林社会教育課長 こちらは、２月末で休館になりましたきらら交流館の管理

を社会教育課のほうで、令和５年度持つようになります。きらら交流館

周辺の芝等の管理業務が含まれております。 

 

宮本政志副分科会長 ２７１ページの光熱費も昨年２万１，０００円が７４万

円まで一気に上がっているんですけど、これもきらら交流館の関係です

か。 
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舩林社会教育課長 おっしゃるとおりでございます。きらら交流館の電気料、

水道料を含んでおります。 

 

長谷川知司分科会長 では２７４ページの２目図書館費に入りたいと思います。

ページ指定しませんので、２７８、２７９ページの上段まで。 

 

伊場勇委員 電子ブックの取組を進めていただいていると思うんですけど、ど

れぐらいの数があるかとか全体の何割ぐらいあるかとか、その辺の状況

を教えてください。 

 

山本中央図書館長 電子図書館の利用状況ということですけれども、２月末ま

での数字が出ていますので、それをお伝えしたいと思います。登録者数

は６６４人でございます。そして、貸出し点数は４，５８３点。どうい

う年代が一番よく利用されているかというと、３０代の方が全体の２割

を示しております。そして、男女別では女性が６４％なので、女性のほ

うが利用が高いという結果になっています。そして、ジャンル別で見ま

すと、児童向けの電子書籍が全体の２４％で一番高くなっていて、次い

で、家事育児料理のジャンルの電子書籍がよく利用されているというこ

とになっております。電子書籍の点数ですけれども、令和３年度末で２，

６０９点。令和４年度で約４，０００点になる見込みでございます。 

 

伊場勇委員 令和５年度に向けては、どういった計画で進められるか。 

 

山本中央図書館長 電子書籍のシステムは、令和３年１０月に開始しました。

そこから令和３年度は予算として９９０万円、電子書籍の購入費をいた

だいて整備したところですけれども、令和４年度は７００万円。この２

年間で初期投資ということで、重点を置いて電子書籍の整備を進めてき

たところですが、令和５年度からは３００万円ということで、電子書籍

の充実を図ってまいりたいと思っています。ですので、これまでどおり

点数が増加していくということでなくて、コンスタントに需要動向を見
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極めながら電子書籍を購入していくということにしております。 

 

岡山明委員 電子書籍と紙媒体の割合はどのくらいか分かりますか。 

 

山本中央図書館長 割合といいますのは、点数の割合でしょうか。 

 

岡山明委員 本の数とか貸出しの割合とか、電子化することで利便性が増えた、

何か目安のようなものがあればと思うんです。 

 

山本中央図書館長 紙の貸出し点数につきましては、令和３年度は全体で３６

万冊貸出しがあるわけです。先ほど電子書籍の数字を申し上げましたけ

れども、貸出点数は４，５８３点ですので、紙の貸出しと比べると、も

う全然違いますが、紙のよさと電子書籍のよさ双方があると思いますの

で、両方使い分けて利用していただければと考えております。電子書籍

のよさは、自宅に居ながら図書館に行かなくても読めるということと自

動的に返却ができますので、返しに行かなくてもいいということ。そし

て、文字を拡大したりできる。そして、読み上げ機能もあるというよう

な、紙にない特徴がございます。そういう特徴を活かした読書というの

がこれから少しずつ広がっていくんじゃないかなと考えております。も

ちろん紙もずっと使われて読まれていくと思いますけれども、双方の特

徴を活かした利用というのがこれから考えられると思っております。 

 

宮本政志副分科会長 今の岡山委員の質疑は、これ決算じゃないので、予算で

すから、３年度、４年度の実績を踏まえた上で、今の御答弁は、この５

年度の予算に反映されておりますという答弁でよろしいんですよね。 

 

山本中央図書館長 そのとおりです。 

 

笹木慶之委員 子供読書活動の推進計画は、検討委員会が設けられております

が、これについて説明してください。 
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山本中央図書館長 子供読書活動推進計画につきましては、現在、第３次計画

の最終年度でございます。今月末に第４次計画を策定予定ということで

動いております。令和５年度からは、第４次計画に基づいて事業を実施

していく予定になっております。この検討委員会ということですけれど

も、第４次計画の進捗状況であるとか課題であるとかというようなもの

を集まって協議していただいて、それをまた事業に反映させていくとい

うことで、この委員に会議に出ていただくということを考えております。 

 

笹木慶之委員 私も流れは理解しておりますが、この６人の委員の選出母体と

いいますか、どういう方がなっておられるかを確認します。 

 

山本中央図書館長 小学校の校長会、中学校の校長会、学識経験者、そして、

ボランティア団体などの方から選出されております。 

 

岡山明委員 移動図書館という、車で移動している図書館があると思うんです

けど、現状どうなったかお聞きします。 

 

山本中央図書館長 移動図書館はございません。公用車で回っているというの

はございますけれども、いわゆる移動図書館車というのがあって、その

中に大量の本を積んで回るというのは、本市でやっておりません。 

 

岡山明委員 マイクロバスを所有されていますよね。あれは、どこで本を貸し

出されて、スケジュールはどうなっているか分かれば教えてください。 

 

山本中央図書館長 厚狭図書館と中央図書館にそれぞれ公用車がございます。

それぞれが図書館の地域、厚狭図書館は厚狭地区、小野田図書館は小野

田地域、それだけに限定されないんですけれども、主にというところで、

そこの地域交流センターとかにそれぞれブックポストが置いてあります。

そこに本の回収に行ったり、本を届けたりということで、巡回をしてお
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ります。 

 

岡山明委員 宇部市には移動図書館というのはありますよね。知り合いからそ

ういう話を聞いたときに、６０か所ぐらい車で回って、本の貸出しをし

ていますという話があって、本市にも大きめのワンボックスがあるけど、

車で幼稚園かどこかに図書を何か貸出しというような状況じゃないとい

うことですね。 

 

山本中央図書館長 宇部市とか山口市とか長門市もそうですけど、そういう形

で移動図書館が市内を巡回しているということではございません。ステ

ーションも設けておりません。 

 

岡山明委員 移動図書館は、今回の予算書の中には入ってないということです

よね。宇部市はやっているという状況がありますが、今後の考え方とし

てはどうなのか、最後にお聞きしたいんですけど。 

 

山本中央図書館長 現在のところではございません。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。図書館費よろしいですか。（「い

いです」と呼ぶ者あり）では図書館費終わりまして、３目民俗資料館費

に行きましょう。２８１ページの上段です。 

 

伊場勇委員 令和５年度は館内の展示ケースをＬＥＤ化すると聞いております

ので、それについて、いつ頃されるのか等々、内容について教えてくだ

さい。 

 

若山歴史民俗資料館長 館内にある展示ケースのＬＥＤの交換になります。交

換というか、改修になります。現在はＬＥＤを使っておりません。この

展示ケースは、全てではなく、１５台ほど、のぞきケースといって、一

番小さい展示ケースですけれども、上からのぞき見るような形の細長い
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展示ケースがあります。そちらの展示ケースの照明をＬＥＤに交換いた

します。 

 

伊場勇委員 先ほどの予算５７万７，０００円に入っているんだろうと思いま

すが、続いて企画展についてですね。令和５年度の企画展について、ど

れぐらいの予算で、どういう予定があるかを教えてください。 

 

若山歴史民俗資料館長 まず企画展の内容についてですが、令和５年度は、見

て楽しむ歴史をテーマに企画展を三つほど考えております。一つ目は、

洞玄寺所蔵十六羅漢像。厚狭毛利家菩提寺でもある洞玄寺が所蔵する十

六羅漢像を紹介するものです。初めての仏教美術の展示となりますので、

新しいお客様の開拓といいますか、来館につながるのではないかと考え

ております。二つ目の企画展は仮題ですが、絵はがきで旅をするという

ことで、絵はがきの展示をします。こちらは、大正から昭和にかけて観

光ブームがあったときに各地で文化財や観光資源の発掘がされて、絵は

がきが作られたという経緯があります。そちらの観光地で求められた絵

はがきを通して、文化財や観光資源について考える機会となるように市

内の絵はがきも展示をする予定です。三つ目が古文書展でして、惣社八

幡宮の古文書を令和３年度に寄託を受けております。そちらの資料の解

読調査を進めておりますので、そちらの成果を公開する企画展となって

おります。予算としましては、全て企画展や講演会関連講演会も含めま

して１２７万８，０００円となっております。 

 

長谷川知司分科会長 今の１２７万８，０００円はどこにありますか。 

 

若山歴史民俗資料館長 消耗品や印刷製本費といった細かいものが、経常と一

緒になって出ております。企画展だけ申し上げます。講師謝礼が３万円、

消耗品費が６６万４，０００円、印刷製本費が５１万３，０００円、通

信運搬費が７万１，０００円の計１２７万８，０００円となります。 
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伊場勇委員 とても面白そうな企画だなと思いますが、小学校とかの方が来ら

れて、何かコラボレーションとか、そういうのはどういうふうに考えら

れていますか。 

 

若山歴史民俗資料館長 小学生対象の体験教室は、埴輪づくり体験教室などを

開催します。 

 

伊場勇委員 分かりました。それでは別の話で、２８１ページの工事請負費、

エレベーター更新と聞いております。使えなくなる期間は市民の方に我

慢していただかなきゃいけないわけですが、そのスケジュールやどうい

うふうに変わるのかを教えてください。 

 

安藤社会教育課文化財係長 歴史民俗資料館のエレベーターの取替工事の時期

ですけれども、スケジュール的には１１月ぐらいを目途に、年度明けま

して工事業者を決定し、約５０日間ぐらいの予定で取替えを行うという

スケジュールでございます。 

 

伊場勇委員 何を取り替えるんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 現在、エレベーターが油圧式のエレベーターがつ

いておりますので、そちらをロープ式に変えます。庫内をそのまま使い

ますので、エレベーターの中の部分だけ交換といいますか、更新する形

です。 

 

宮本政志副分科会長 今の関連で、１１月頃に工事業者決定ということで、入

札はいつぐらいから入るんですか。 

 

安藤社会教育課文化財係長 具体的にはまだ決まっておりませんけれども、恐

らく６、７月ぐらいじゃないかと思います。 
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舩林社会教育課長 補足をいたします。後のスケジュールを考えますと、７月

までには工事業者を決定し、それから発注して、製造の期間も必要です

ので、製造をして１１月頃に本体工事といいますか、現場での工事とい

うことは考えられます。 

 

岡山明委員 昨年は予算として挙げられたのが１，１００万円ぐらいですね。

油圧式をロープ式に移行という工事で、この秋にはできるということで

すが、利用者に不利益を被ることなく新しくなる状況で、１，１００万

円使うんですから、きちんと対応されたということでいいですか。 

 

舩林社会教育課長 今おっしゃった１，１００万円というのは、設計委託料の

ことかと思います。今回の工事請負費については、２，７００万円です。

中身がごっそり変わりますので、機能的にはエレベーターですので同じ

なんですが、油圧式がもう製造されませんので、それをロープ式の最新

のものに変えるということでございます。 

 

岡山明委員 １２節委託料の調査委託料にＰＣＢという項目が入っておるんで

すけど、そういうものがあるということ自体に疑問を持ったんですけど、

あるのはあるということですね。 

 

安藤社会教育課文化財係長 業者に確認をとりまして、エレベーター内のＰＣ

Ｂ含有については、可能性が否定できない機械について確認が取れたと

いう報告を受けております。それに伴って、エレベーターを止めてみな

いと実際分からないということで、今回予算を計上しております。 

 

宮本政志副分科会長 ＰＣＢとは何ですか。 

 

長谷川教育長 ポリ塩化ビニールでございます。 

 

長谷川知司分科会長 主に蛍光灯の安定器ですかね。そういうものに含まれて
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いる場合が多いですね。 

 

笹木慶之委員 職員手当の中で、会計年度任用職員の時間外勤務手当が少し他

の部署に比べて多いようですが、この実態を教えてください。 

 

舩林社会教育課長 歴史民俗資料館は３人の職員がおりますが、現在、そのう

ちの２人が会計年度任用職員となっております。企画展もさることなが

ら、社会教育に関する事業であったり、今回は文化財関係の浜五挺唐樋

の保存活用計画のほうにも古文書の解読などで協力していただいており

ますので、その関係で少し会計年度も時間外を取っておるところでござ

います。 

 

笹木慶之委員 説明がよく分かりませんが、通常であれば、正規の勤務時間内

で業務を行うことが通例ですよね。時間外で行わなくちゃならないとい

うことは、何か背景があるんですか。人が足りないから時間外が増える

ということですか。 

 

舩林社会教育課長 今年度と来年度に関しましては、特に浜五挺唐樋の保存活

用計画を２か年計画で行っております。それの文献の解読であったり、

古文書の解読であったり、あと調査であったり、そういったことをかな

りお願いしておりまして、その部分が通常の歴史民俗資料館の業務より

も出ておりますので、その分を時間外として予算化しております。 

 

長谷川知司分科会長 正規職員の学芸員はいないということですね。ですから、

その人たちに頼らざるを得ないという解釈でいいですか。 

 

舩林社会教育課長 おっしゃるとおりでございます。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、この会計年度任用職員というのは、そういう識

見を持っておられる方を配属してやっておられるという理解でいいです
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ね。 

 

舩林社会教育課長 歴史民俗資料館の学芸員の一人が古文書に長けております

ので、依頼をしているところでございます。 

 

宮本政志副分科会長 ２７９ページの１０節需用費の修繕料が、昨年度の予算

よりもぐっと上がっているんですけど、どういった内容を反映してらっ

しゃるんでしょうか。 

 

若山歴史民俗資料館長 館内の通常の修繕料が１５万円。それから先ほどの展

示ケースのＬＥＤの改修が５７万７，０００円。それから自動ドアの修

繕が４１万４，０００円で、合計で１１４万１，０００円となっており

ます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、これで歴史民俗資料館を終わりたいと思います。ここで休憩を入れ

たいと思います。１０分ほど休憩して、３５分から始めます。 

 

午前１０時２４分 休憩 

 

午前１０時３５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

次に予算書２８０ページ、４目の津布田会館費と５目の青年の家費を一

緒にお聞きします。 

 

伊場勇委員 津布田会館費についてお聞きしますが、敷地内に古い遊具があり

ますよね。予算の中に遊具の撤去費が入ってないんですけど、あれはま

だまだ令和５年度もそのままなんですか。もう鉄棒とか相当さびていて、

子供が使っているのをたまに見るんですけど、まだ令和５年になっても



 31 

撤去しないんですか。 

 

船林社会教育課長 津布田会館の敷地内ですか。 

 

伊場勇委員 奥にあるじゃないですか。 

 

船林社会教育課長 現状で撤去することにはしておりません。 

 

伊場勇委員 現状は御存じですか。津布田会館の中の遊具じゃなくて、津田会

館の敷地内は社会教育課の敷地じゃないですか。津布田会館の運営協議

会にあそこの管理をお願いされていると思うんですけど、その中にある

遊具については社会教育課じゃないんですか。 

 

船林社会教育課長 すみません。現状では社会教育課の管理になるのか、都市

計画課の管理になるのかを確認が不足しておりますので、お答えがしづ

らいんですが、どういった状況であるかというのは、見た目で少し認識

はしておりますが、あまりそこまで危険という認識は持っておりません

でした。 

 

長谷川知司分科会長 確認されて危険であれば、すぐ対応されると思いますの

で、そこは再度、確認だけされたらいいと思います。 

 

舩林社会教育課長 すみません。もう一つ補足ですけれども、あそこの津布田

会館の前の土地に関しては、全てが社会教育課の土地ではなくて、いろ

んな方の土地が複雑に絡み合っているので、そこも確認をさせていただ

ければと思います。 

 

笹木慶之委員 津布田会館と青年の家は、いずれも人の配置のない施設ですよ

ね。いわゆる管理委託をしておりますよね。人が配置されておりません

ね。津布田も青年の家も管理委託業務ですね。 
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船林社会教育課長 津布田会館は地元の運営組織に委託をしておりますが、青

年の家は直営といいますか、会計年度任用職員を配置しております。 

 

笹木慶之委員 いや、会計年度任用職員の人件費を組んでないじゃないですか。

だから、聞いているわけ。管理委託料が１３２万５，０００円と書いて

あるんだけれども、両者でこの管理委託料が違うのはなぜですかって聞

こうと思ったわけ。 

 

船林社会教育課長 津布田会館の管理委託料は２４７万８，０００円、これは

津布田会館運営協議会のほうに委託をしております。青年の家の会計年

度任用職員の人件費に関しては確認が取れておりませんので、すぐに確

認をしたいと思います。 

 

藤山教育部長 青年の家の２名につきましては、予算書の２７１ページの一番

上の会計年度任用職員２名、これが当たります。 

 

長谷川知司分科会長 これが青年の家ですね。 

 

笹木慶之委員 なぜ青年の家で会計年度任用職員の人件費を組まないんですか

という疑問になってくるわけ。この予算書だけ見ると、いわゆる人の配

置されてない公共施設と見ざるを得ないわけですよ。そして、それは管

理委託をしておると、これはこれでいいと思います。ところが、管理委

託料が津布田会館と青年の家が倍半分ぐらい違うから、なぜですかとい

う疑問が生じたわけ。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 青年の家の委託料のほうが、シルバーに火

曜日と水曜日の休館日、それから夜間の管理のほうをお願いしておる金

額となります。 
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船林社会教育課長 先ほど人事課のほうからお知らせがありましたが、青年の

家の会計年度任用職員については、社会教育総務費のほうで計上してい

るということでございます。 

 

笹木慶之委員 予算編成の内容までは言いませんが、そのように理解していい

わけですね。そして、管理委託料というのはシルバーということですね。

シルバーとそれから土日ですね。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 土日ではなくて、火曜日、水曜日が休館日

となりますので、それと夜間の管理になります。失礼しました。火曜日、

水曜日ではなくて夜間です。夜間と祝日です。会計年度職員が帰った後

の夜間利用の方に対応していただいております。 

 

笹木慶之委員 そうするとシルバーということになれば、当然、その下の草刈

り等の委託料をまた別に組んでやるんだけど、これ一緒に管理というこ

とにならないんですか。通常なら管理者というのは、そういう管理をし

ますよね。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 こちらのほうが草刈等委託料で予算を組ん

でおりますのが、プールサイド等のかずらや雑草の除草処理ということ

で目立ってきたらといいますか、通常は会計年度の職員にきれいに清掃、

草刈りをしてもらうんですけれども、その辺が１人でできなかったとき

にということで時期を問わず、そのようにやっております。そのときに

シルバーにお願いするという手もあるんですけれども、最初からシルバ

ーにお願いをするわけではなくて、そのときにすぐやっていただける業

者のほうにお願いをするということで、このような予算を取っておりま

す。 

 

笹木慶之委員 それ以上は言いませんが、やはり効果効率的な管理運営をして

もらいたいということを申し上げておきたいと思います。 
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長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、次に６目青少年健全育成費ときらら交流館費まで行きましょう。 

 

伊場勇委員 青少年育成のために補導員を任命されていると思うんですけど、

令和５年度は何名の方を予定されているんでしょうか。それに係る予算

についても教えてください。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 令和４年度、１３１名任命されております。

今のところ、１班４名で動かれておりますので、１班若しくは２班ほど

減らす方向で予算を組みました。実情に合わせてといいますか、地域の

方の声とか補導員の方の声を聞きながら、負担にならないように少しず

つ減らしていくという方向にしております。 

 

伊場勇委員 補導員の方には報奨金ですか。手当について、どのような予算に

なっているのか。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 補導員の方は、１回につき１，０００円の

補助金をお支払しております。 

 

長谷川知司分科会長 それは報償金として払われているんですね。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 はい、そのとおりです。 

 

古豊和惠委員 報酬の青少年問題協議会委員２３名、この方たちはどういう活

動をされているんでしょうか。 

 

船林社会教育課長 青少年問題協議会につきましては、青少年問題協議会条例

に基づいて設置をするものですけれども、これは、青少年に関する大き

な問題が発生した場合に随時開催をするということで、会長が招集して
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開催するということで、ここ近年は開催していない状況です。 

 

宮本政志副分科会長 今の答弁は、昨年も同じ答弁があったんですけど、昨年

この青少年問題協議会のこの問題というネームが問題というようなこと

があって、検討していくべきとあったけど、この予算書ではそのまま同

じ言葉ですけど、この辺りはどうなんでしょうか。 

 

船林社会教育課長 これは、地方青少年問題協議会法という法律がございまし

て、その中に設置が決められていますので、それに基づいて名称も決ま

っているということでございます。 

 

宮本政志副分科会長 この２３名というのは、どういった方で構成されるんで

すか。 

 

船林社会教育課長 委員につきましては、条例の中では、市議会議員、行政機

関の職員、青少年関係団体の代表者、学識経験者ということでございま

す。 

 

宮本政志副分科会長 青少年問題協議会委員もよく分かったんですけど、２８

５ページの委託料に青少年健全育成業務とありますよね。それに１８節

に青少年育成協議会補助金というのがあって、先ほどの伊場委員の補導

員というのは、この青少年育成協議会と絡むと思うんですが、それぞれ

青少年健全育成業務というのは、どういった業務をされるんですか。 

 

三藤学校教育課主査 こちらは、小野田陽光園フリールームに対する業務委託

料になります。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 続きまして、育成センターの関係は先ほど

の報償費のほうになります。青少年育成協議会補助金の８万２，０００

円というのは、また別に青少年育成協議会という協議会がございますの
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で、そちらのほうに支出をしております。 

 

宮本政志副分科会長 この青少年育成協議会というのは、主にどういったこと

をされる団体ですか。 

 

船林社会教育課長 青少年育成協議会は、構成メンバーが各校区から１名ずつ

出てきていただいておりますが、各校区であったり、それから、主にき

らら交流館でもやっていたんですけども、子供たちとの触れ合いとか交

流の事業を通して青少年活動を広める。あるいは、家庭の日ということ

に関しての広報をするということを目的に設置をしているという任意的

な団体となります。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると先ほどの補導員もこれ入っているんですね。

まず、それをお聞きしましょう。 

 

舩林社会教育課長 補導員のほうは、全く別の青少年育成センターというとこ

ろに、この予算書上には挙がってきませんが、育成センターという組織

の中に配置される補導員となります。補導員の中から、青少年育成協議

会のメンバーになっていらっしゃる方もおられます。 

 

宮本政志副分科会長 そうするとちょっと分からなくなってきたんだけど、さ

っき補導員１３１名と言われたかな。１回１，０００円と言われたでし

ょう。先ほどの説明でいくと、２８３ページの７節報償費の報奨金の１

３６万２，０００円の中に含まれているということですか。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 こちらは、補導員の先ほど言いました１，

０００円の手当だけではなくて、班長会議、そのほかの会議のときの報

償金も含まれております。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、これ補導員１３１名の方、１回１，０００
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円で、年に１回なら１３万１，０００円で済みますよね。年に何回ぐら

い、予算としては回数を組まれているんですか。 

 

舩林社会教育課長 補導員は班によっても違いますけれども、大体、毎月１回、

４人の班で活動してくださっていますので、フルで言えば、４人掛ける

１２か月掛ける何班かということで、１３１人掛ける、とにかく毎月１

回はしていただいています。コロナで活動できなかったということもあ

りますが、予算上はそういうふうになっております。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、これ全員がもし１２回フルで行ったら、先

ほど聞いたのは、この報償金が全て補導員なのかな。それにしては、１

回１，０００円でかなりの回数行くよね。でも、課長の答弁ではマック

ス１２回で１３１人が全員やって１，０００円なら、ほかの予算も入っ

ているなら、この報償金では足りないでしょう。予算ですから、マック

スでやられた場合はこれぐらい要る、他の報奨金に含まれる予算もこれ

ぐらい要る、トータルでこれぐらいですという出し方じゃないんですか。 

 

船林社会教育課長 マックスは確かに１，０００円掛ける１３１人掛ける１２

回ということになりますけれども、実情を見ますと、マックスで出ては

いらっしゃいませんので、予算上は１，０００円掛ける９６人掛ける１

２か月で予算化をしております。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、課長、この補導員の整合性が取れませんよ。

だって、１３１人おってですよって、１３１人皆さんがお仕事をきっち

りされた場合は、これぐらいの予算が掛かりますよっていう予算で普通

出すべきよ。だけど、１３１人のうち９６人ぐらいしか仕事しないだろ

うと。回数も実際は１２回って言っているけど、半分しか多分出ないで

しょうと。そしたら、この補導員たちに対して何を期待されているのか

というところから考えたら、私は予算というのはマックスで出しておく

べきじゃないかという質疑をしたの。それでいいってことですか。補導
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員は予定よりも少ないだろうな。回数も少ないだろうな。だから、予算

この程度なんですと解釈してもいいですか。 

 

亀田社会教育課主幹兼青少年係長 すみません。言葉が足らずに申し訳ござい

ません。１３１名の中にはいろんな方がいらっしゃいまして、学校の先

生も多くおられます。それで、その方には補導の報償費１，０００円の

手当を出しておりませんので、その辺を含めまして、実情を加味してと

いうことで予算要求をいたしました。 

 

宮本政志副分科会長 今の説明でいくと、１３１人フルで云々じゃなくて、出

してない先生方の人数もかなりいらっしゃるでしょうから、１００人前

後という前提ね。そういった形で予算計上を考えていますよということ

ですね。それなら整合性とれるよ。 

 

船林社会教育課長 大変言葉が足らずに申し訳ございませんでした。そのよう

にお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）きら

ら交流館は全然ないですか。（「なし」と呼ぶ者あり）これで審査番号

⑧の審査を終わります。どうもお疲れ様でした。ここで暫時休憩という

ことで、１０分程度休憩して職員の入替えを行います。 

 

午前１０時５５分 休憩 

 

午前１１時５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

審査番号④、予算書ページ７２ページから始めたいと思います。最初に

７２ページの４目に行きたいと思います。 
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伊場勇委員 ７２ページの工事委託料のところで１，６１２万３，０００円と

ありますけど、説明をお願いします。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 それでは１２節委託料の工事委託料でござい

ますが、まず一つ目が、本庁舎環境改善事業に伴うＬＡＮ整備の委託で

ございます。それが９５９万７，０００円を予定いたしております。も

う一つは、小野田橋付近のガス管の新設工事に伴うイントラネットの今

度は戻しの工事でございます。これを６５２万７，０００円予定してお

ります。 

 

伊場勇委員 電算委託料についてなんですけども、令和４年の予算から大幅に

上がっているので、何か組替えがあったのか分かりませんから、その辺

お聞かせください。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 電算委託料でございますが、一つは大きなも

のといたしまして、標準化対応でございます。標準化に伴う標準仕様書

との機能分析と外字文字、人名漢字の外字というのがございまして、こ

れを標準化するための文字同定作業の支援でございます。それを合わせ

て６２７万円を予定しております。もう一つは、全国の地名ファイルの

データ提供として、１４万３，０００円を予定いたしております。 

 

笹木慶之委員 役務費の保険料１，０００円は何ですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 保険料につきましては、建物災害共済の保険

でございまして、厚狭地区複合施設に山陽地区のイントラネットの中継

所を設けておりまして、その機器の保険代ということになっております。 

 

笹木慶之委員 それは１，０００円でいいんですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 実際には３９５円ほど年間かかっております。
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端数調整で１，０００円という形になっております。 

 

岡山明委員 ７５ページの１８節にＬＧＷＡＮ利用負担金とあって、総合行政

ネットワークという名前だと思うんですけど、この費用がすごく少ない

んですよね。これは県とＬＡＮの接続というか、あくまでもこの庁舎内

のＬＡＮ体制のための利用負担金ということですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 委員が最初に申し上げられた、県に接続する

ための負担金でございます。 

 

岡山明委員 そうすると総合行政ネットワークで県との接続がしっかり整って

おり、県とのネットワークが本庁舎内の各職員にもＬＡＮがつながって

おるということで、利用負担金だけで、市から大がかりなものはなく、

県主催のシステムという状況でいいですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 ＬＧＷＡＮというネットワークは、総合行政

ネットワークといいまして、行政専用のネットワークでございます。そ

の中に、電子メールとか行政間のみで行えるメールのやりとり等がこの

中でサービスを提供されております。ですから、全体のネットワークと

いう意味合いでは、若干ちょっと捉え方が違うのかなと思います。行政

専用のネットワークで、その上位としましては、霞が関ＬＡＮにつなが

っている、国の機関につながっているネットワークでもございます。 

 

伊場勇委員 その上の山口県情報セキュリティクラウド運用負担金については、

大幅に下がっておりますけれども、それについて教えてください。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 これは総務省の事業で、情報セキュリティの

強靱化で、市のインターネット回線を県が集約して提供しております。

これの切替えに伴いまして、経費が大幅に下がったということでござい

ます。 
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伊場勇委員 情報システムの平準化と共通化の事業として、補正でも１回やる

つもりがなくなって、令和７年度までには移行しなきゃいけない標準の

システムとかメガクラウドがあるということですけども、この今ある地

方公共団体情報システム機構負担金というのは、今のところ変わってな

いじゃないですか。令和５年度は、そのまま取りあえず方針が出るまで

は行くんですか。その辺について補正でも聞きましたけど、説明してい

ただきたいと思うんですけども。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 国が今進めている標準化につきましては、２

０業務を提示されております。その中で、１８業務が山口自治体クラウ

ドという、県下の５市２町で共同利用している部分にございます。この

契約は、実は令和１２年までの１０年契約を当初しておりまして、令和

７年途中に標準化ということで移行しなければならないというところで

準備を進めているところでございます。そうしますと、使用料及び賃借

料の中でシステム利用料の一部になるんですけれども、山口自治体クラ

ウドサービスが、中身が５，９９６万１，０００円を予算計上しており

ますが、ここの部分が先ほど言いました１８業務が国のクラウドに変わ

る関係で変更契約いたしますものですから、減額になっていくと思いま

す。これは、令和７年度までに準備をしなさいということになっていま

すので、実際には予算として現れるのは、準備経費を除きまして運用経

費につきましては、令和８年からということになろうと思っております。 

 

岡山明委員 難しくてよく分からないものですから、今回の議案で山口県市町

村総合事務組合の財産処分の話が出ているんですけど、そういうクラウ

ド運用負担金のシステムの中に入っているということですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 そこはシステムの経費は含まれてないと思い

ます。情報管理課の経費の中でシステム分については、別に予算を計上

させていただいております。 
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岡山明委員 予算で負担金の中には入っているということですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 山口自治体クラウドは、５市２町で構成して

おりまして、５市の構成団体は、宇部市、防府市、美祢市、長門市、山

陽小野田市、２町につきましては、周防大島、和木町という構成になっ

ておりまして、もともと組織の構成自体が違うものでございます。 

 

笹木慶之委員 ７９ページの補償、補填及び賠償金のところの賠償金５０万円

というのは何でしょうか。 

 

磯山財政課管財係長 こちらの賠償金５０万円ですが、車の事故等があった場

合、相手に賠償する義務が生じますので、その枠として入れております。 

 

岡山明委員 ７９ページの２４節積立金の財政調整基金積立金ですけど、昨年

と比べて、もう桁が違うんですよね。積立金が増えた理由とどういうこ

とで１億円以上増えているのかお聞きしたいです。 

 

山本財政課長 今回、財政調整基金積立金として１億１，１９２万７，０００

円という金額で計上しておりますが、この内訳といたしましては、この

うち利子の積立てが１５万６，０００円で、残りの１億１，１７７万１，

０００円というのが過去に大学の校舎を整備した際に財政調整基金、基

本的には大学関連で財調を崩すことはしませんというお約束をしてはい

ますが、一時的に資金が不足するということで、財政調整基金から数億

ほど大学の事業に融通というか、資金を出したような形になっています

ので、これを毎年、建設事業費として普通交付税のうちの一定割合を建

設の事業費に充てるということを今やっていますので、その余剰が生じ

た場合には余剰分を財調の積み戻し、先ほど申し上げた一時的に補塡し

た部分への積み戻しに充てるという考え方を持っています。それがこの

当初予算においては、この約１億１，０００万円というのが今年度、財
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調への積み戻しに充てられるということで、当初予算から計上している

というものでございます。 

 

宮本政志副分科会長 １２節の委託料ですけど、一番下の測量調査委託料とい

うのが、昨年の２４４万円から大きく減っているんです。これは昨年は

南中川の公舎やったかな、あの件の調査設計で２５４万円幾らか出てい

て、令和５年度ないんだけど、その影響でこれだけ下がっているのか、

もしそうじゃなければ、この要因を教えてもらっていいですか。 

 

磯山財政課管財係長 先ほど言われました南中川公舎の解体設計委託料として

２５４万３，０００円ほど上がっておりますので、それがなくなったと

いうことで、今の数字となっております。それと港町の旧小野田消防用

地の測量調査委託料も合わせてなくなっておりますので、その額が減っ

ておるということとなります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）１

４節の工事請負費というのは何ですか。教えてください。 

 

磯山財政課管財係長 先ほど御説明しました南中川校舎の解体設計を今年度行

いましたので、それに伴い、解体工事を行う工事用の料金だということ

となっております。 

 

長谷川知司分科会長 ここは事前調査、後調査というのは必要ないところです

か。 

 

磯山財政課管財係長 家屋が木造ですので、隣に影響がないということで、こ

の度は家屋調査を行いません。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）こ

れで終わります。次に２９０ページ２９１ページ予備費です。１２款公
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債費と１３款予備費一緒に質疑を受けます。 

 

笹木慶之委員 一般論としてお尋ねしますが、予備費の額というのは、財政サ

イドはどんな感じで当初予算を組まれますか。 

 

山本財政課長 予備費の額というのが、ずっと５，０００万円ということで、

平成１８年度あたりからこの額を踏襲しております。これが適正かどう

かという話になりますけども、年によって、半分ぐらいしか執行がない

場合もあれば、かなり８割とか９割とか執行してしまうような年もあり

ます。近年、やはり災害の関係でお金が出ていくということが非常に多

いので、やはりこの５，０００万円というのは本市の財政規模からいっ

ても適正なんじゃないか。過去の実績も踏まえて、そのように判断して

おります。 

 

笹木慶之委員 今ので分かりました。私もそのように思っております。予備費

というのは、そんなに多く組むものじゃないわけで、やはり予算計上的

に３００億円ぐらいであれば、この程度だろうと思っておりますので、

了解しました。 

 

宮本政志副分科会長 地方債元金が、昨年よりは上がっているんですよね。一

方で地方債利子は下がっていますので、これは金利のことも踏まえた上

で、特に利息の算定の詳細をお聞きします。 

 

山本財政課長 基本的には過去の借入れでもう既に確定したものを踏まえて、

あとは今年度借り入れる新たな利子をある程度の金利をもって、シミュ

レーションした上でそれを足し合わせているというようなものにはなり

ますが、元金が増えるのに、なぜ利子が減るのかというようなお話です

かね。（発言する者あり）その点に関しては、過去１０年以上前という

ことになりますと、割と金利がまだ高かった時代、そういったものが今

徐々に終わりつつあります。一方で新たに借入れているものについては、
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いまだ金利はかなり低い設定になっていますので、同じだけ借りて同じ

だけ償還が終わっていっても利息分というのは減っていくというような

流れに今なっています。ただ、今後、金利がどういう推移になるか分か

りませんけども、やや今上昇基調にあるかなと思いますので、このまま

下がり続けていくかというのは、今後はちょっと分からないというとこ

ろであります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

ここで審査番号④の審査を終了しまして、暫時休憩ということで職員入

れ替えます。１０分程度休憩いたします。 

 

午前１１時２５分 休憩 

 

午前１１時３３分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。審

査番号⑤、審査事業３番について執行部からの説明をお願いいたします。 

 

工藤企画課長 それでは審査番号⑤の審査事業３、きらら交流館再整備事業に

係る令和５年度予算につきまして、予算書及び予算審査資料に基づき御

説明いたします。まず予算書１１０、１１１ページをお開きください。

２款総務費、１項総務管理費、３３目きらら交流館改修事業費、７節報

償費、報償金として１万８，０００円を、同じく１２節委託料、設計委

託料として１，８７０万円を当該事業に必要な予算としてそれぞれ計上

しています。事業の内容につきましては、予算審査資料を基に御説明い

たしますが、はじめに資料の訂正をお願いいたします。予算審査資料の

１５ページをお開きください。項目６の（２）、委託期間につきまして、

令和６年３月中旬までとしていますが、事業全体の委託期間は、令和７

年３月までとなります。また、（３）の予算内訳につきまして、２款総

務費、１項総務管理費の次、９目企画費については誤りですので削除を
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お願いします。申し訳ございません。予算審査資料１１ページ、１２ペ

ージを御覧ください。当該事業の事務事業調書となります。まず、事業

の概要について御説明いたします。きらら交流館につきましては、老朽

化への対応を含め、今後の施設の在り方を検討する時期にきており、令

和２年度から３年度にかけて行った基本計画の策定及びＰＰＰ／ＰＦＩ

導入可能性調査の結果を踏まえ、新しいコンセプトの下、施設の役割や

事業性を含む機能の見直しを図ってまいりました。そうした中、令和４

年度はアドバイザリー業務委託を締結し、指定管理者の先行公募に向け

て取り組んでいるところで、諸般の事情から事業完了が年度をまたぐこ

ととなったため、先日の補正予算に係る分科会におきまして、繰越の御

説明をさせていただきましたが、この繰越により、事業の全体スケジュ

ールへの影響が生じないよう進めてまいります。令和５年度の事業内容

といたしましては、１２ページの中ほどにございますとおり、令和６年

度までの２か年事業として基本設計及び実施設計に取り組むこととして

います。実施に当たっての財源としましては、地方債及びまちづくり魅

力基金の活用を考えています。資料１３ページをお開きください。令和

３年度における当該事業の事務事業評価についてです。指標といたしま

して、施設の在り方の検討・決定を掲げており、令和３年度に基本計画

の策定及び導入可能性調査を完了いたしましたので、達成率は１００％、

ページ下部の目標達成度をＡ評価とし、令和５年度に向けた方向性とい

たしましては、計画どおり事業を進める予定であることから、成果、コ

ストともに現状維持としています。次ページから、事業内容の詳しい説

明に入ります。１４ページを御覧ください。項目の１、事業の経緯につ

きましては、先ほど事務事業調書の中で御説明いたしましたので省略い

たします。項目の２、検討のポイントについてですが、施設の見直しを

検討するに当たっては、三つのポイントがございました。スマイルエイ

ジングにつながる機能、道の駅等の観光・交流拠点としての機能、周辺

の地域資源を活かした交流人口の増加やにぎわいの創出につながる機能

の３点です。以上を踏まえ、基本計画の中で、項目の３、リニューアル

コンセプトとして、焼野海岸・竜王山等のフィールド活動の魅力を最大
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化する「体験・活動拠点」、市民の心身ともに健康な暮らしをサポート

する「生活・交流拠点」を設定しています。項目の４、施設の整備方針

につきまして、基本計画段階の図面を基に整理しています。既存の施設

を有効活用し、大規模な改修により機能向上を図ることとしており、１

階につきましては、レストラン機能は維持し、現在、研修室、会議室と

して機能している部分について、広く物販コーナーの設置と情報発信コ

ーナーの設置を考えています。２階では、お風呂については維持し、現

在、宿泊室がある部分について、指定管理候補者からの提案による機能

の設置を考えています。１５ページをお開きください。項目の５、改修

に当たっての事業手法についてです。施設は公で設置することとし、そ

の管理、運営については、後の運営事業者のノウハウやアイデアを設計

段階から十分に発揮いただけるよう、先行公募型の指定管理方式を導入

いたします。充実したサービス提供による利用者満足度の向上、また、

効率的かつ効果的な運営による施設収益性の向上につながるよう取り組

んでまいります。令和５年度の取組につきまして、項目の６を御覧くだ

さい。令和５年度から６年度の２か年事業として、基本設計及び実施設

計を一括発注するよう予定しており、委託期間として令和５年１１月中

旬から令和７年３月中旬を予定しています。設計業者の選定と並行する

形で指定管理候補者も募集し、候補者の意見も参考にしながら、効果的

な運用につなげていくための設計を行ってまいります。設計事業者の選

定に当たっては、公募型のプロポーザルを考えており、予算といたしま

して、プロポーザルの審査委員会に係る報償費、２，０００円掛ける民

間の委員さん３人掛ける３回分、合計１万８，０００円を見込んでいま

す。また、設計に係る委託料といたしまして、基本設計及び実施設計の

業務委託全体で６，２６４万１，０００円を見込んでおり、令和５年度

は前払金分として、１，８７０万円の予算を計上しています。最後に項

目の７、今後の事業スケジュールについてです。令和５年度早々に新施

設の設置条例議案の上程を考えており、議決いただくことが前提となり

ますが、新施設の条例を根拠に指定管理候補者の募集を行うとともに、

並行する形で設計事業者の選定作業を実施します。全体のスケジュール
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としましては、設計につきまして、令和５年１１月頃の契約を予定して

おり、令和６年度にかけて実施設計までを完了、その設計に基づき、令

和７年度から８年度にかけての改修工事となる見込みで、令和９年１月

のリニューアルオープンを目指します。なお、設計に係る事業は２か年

の実施となることから、債務負担行為を設定しています。予算書の１０

ページをお開きください。第２表、債務負担行為として、上から２件目、

きらら交流館改修事業に係る債務負担限度額４，３９４万１，０００円

を計上しています。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいた

します。  

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

古豊和惠委員 １５ページの基本設計・実施設計、これはもう決まっているん

ですか。今からですか。 

 

工藤企画課長 こちらの予算のほう認めていただけましたら、令和５年度に入

りまして、選定作業に移ってまいります。今からの作業となります。 

 

伊場勇委員 スケジュールについてなんですけども、閉館期間がすごく長いな

と思うんですよ。前の質疑に戻るのかもしれませんけど、基本設計・実

施設計のときに開館できなかったのかなと思うんですけど、どういった

考えで、この３月１日から閉館しているのか確認させてください。 

 

工藤企画課長 昨年３月に説明させていただいたことと重複するかもしれない

んですが、まず１点、こちらトロン温泉という温泉を活用しておること

もありまして、そちらにつきまして、現在２年間ほどトロン温泉の使用

期限を延長していただいているという事情がありますが、その延長がも

う限界に来ていると。新しく契約をしますと、また更に５年、１０年と

いったスパンでの契約となることが１点。それから施設のほう老朽化設
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備についても多くございますので、毎年７けたの単位で修繕料等が掛か

っておりますので、その辺り総合的に勘案して、閉館のタイミングをこ

の度と考えたところでございます。 

 

笹木慶之委員 確認を含めてですが、２年３年というか、３年４年ですかね。

というのがＰＰＰかＰＦＩということを前提とした協議を進めてきたけ

れども、結果的には公設民営や公設と指定管理方式ということですよね。

それはそれでいいんだけど、今も伊場委員からもあったけど、私も少し

タイムスケジュールが長いんじゃないかなという気がするんですよね。

令和５年度と６年度で設計でしょ。そして建築になるので、その工程表

を見てみたら、一番最後に莫大アバウトに書いてある。一番最後の１５

ページね。もう少しやっぱり計画的にできるだけ前倒しできるような、

前倒しというか、スピーディーに対応できるような事業計画はできない

のかなという気がするんですよ。ほかの事業については、月ごとに分け

て書いてあって、何月にはこうするこうするという計画になっているん

ですが、非常にアバウトな計画に実はなっております。その辺について

何かあるんですか。 

 

工藤企画課長 すみません。こちら４か年と期間も長いものですから、この度、

お出しした資料上、非常に大枠の資料内容になっておると思いますが、

実際は委員おっしゃられたように、月単位、物によっては日単位、何日

これに必要だとか、そういった裏づけを持ってスケジュール等は組んで

おります。それをこの年数で月単位で出すと、スペースの問題もありま

して、大枠の示し方にさせていただいたところです。事業スケジュール

につきましては、私どもといたしましても少しでも早くならないかとい

うところで、建設部門ともしっかり話をしたりする中で、詰めれるとこ

ろはしっかり詰めようとしておるんですけれども、金額等から契約議決

であったり、そういった辺りを勘案する中では、今、机上においてはこ

れが一番早いスケジュールなんですが、設計を行った段階で、その後に

続く工事については、期間の短縮というものも望める可能性はあると思
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っておりますので、適宜縮められるところは縮めて、スピード感を持っ

てあたりたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 おおむねのことは分かるのは分かるんですけど、やはり行政の

事務事業の執行体制をすれば、やはりもっとタイトな、きちっとしたス

ケジュールを立てるべきだと思うんですよ。その計画というのは、いつ

頃示されるんですか。今はこれしかないじゃないですか。もう少しきち

っとしたものを委員会に示されないんですか。 

 

工藤企画課長 いつ頃というのが今はっきりと申し上げられませんけれども、

私どもとしましては、その詳細なといいますか、詰めた毎月ごとの計画

というのは持っておりますので、見ていただくことは今でも可能だと思

っております。 

 

長谷川知司分科会長 それは出せるんですか。 

 

工藤企画課長 あくまで案として、公式に外に出しておるものではございませ

んけれども、担当部署として、こういった考え方があるというものとし

ては見ていただくことは可能です。 

 

長谷川知司分科会長 もし見せていただけるのであれば、見せていただいて、

分科会へ出すということは、オープンになりますから。 

 

工藤企画課長 まだ、今からプロポーザルにいたしましても募集をかける時期

になってまいりますので、詳細をまだ外に広くというふうには考えてお

りませんので、私どもの考えということで、委員に見ていただくことに

とどめていただきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ですから、ここでは今あります１５ページのこの資料で

終わるということにしてください。 
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笹木慶之委員 できるだけ早く急ぐということを前提に、今回はこのスケジュ

ール表ということにとどめておきましょう。ただ、やはりできるだけ早

くきちっと計画を出さないといけないと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

岡山明委員 今回、基本設計で建物の増築をするということで、ＬＡＢＶじゃ

ないけど、地質調査まで行うようなことには今回は該当せんと。あくま

でも建屋内のリニューアルと。建物本体をどうこうというのは、今回の

実施設計に入ってないという解釈でいいですか。 

 

池田企画課主幹 この度の改修につきましては、既存の施設においての改修と

いうことになりますので、地質調査の費用は含んでおりません。 

 

古豊和惠委員 この交流館再整備事業に当たって、地元の方たちの意見もかな

りいろいろ聞かれたと思うんですけれども、どの辺りが地元の方の意見

を取り入れた事業になるんですか。 

 

池田企画課主幹 令和３年度に実施いたしました基本計画の中に、頂いた御意

見というのを取り入れさせていただいております。 

 

工藤企画課長 既存のお風呂などについての御意見というのも頂いております

し、周辺の施設との連携といった御意見も頂きました。また、物販コー

ナーにつきましても拡充といいますか、もう少し広くしていただきたい

というような御意見もございましたので、そういったことを踏まえて、

基本計画の策定に至ったという経緯がございます。 

 

宮本政志副分科会長 岡山委員とか古豊委員の質疑に関連すると思いますけど、

そもそもまず基本設計と実施設計というのを大まかに説明してもらって

いいですか。基本設計というのは大まかにどういったもので、実施設計
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というのは大まかにどういったものかというのを確認していいですか。 

 

池田企画課主幹 基本設計につきましてはどのような機能を入れるか、それか

らどのような運営をしていくかというようなものを設計いたします。そ

れを実際工事ができるように図面化するというものが実施設計になって

まいります。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど古豊委員の質疑にあったように、令和５年度は基

本設計と実施設計を業務委託していくんですが、令和３年度に地域の方

とか住民の方から聞いた意見を基に基本計画の策定というのができて、

それがこの基本設計・実施設計のほうに反映されていきますよという解

釈でいいんですか。 

 

池田企画課主幹 基本的に基本計画を基に基本設計を設計いたしまして、それ

から実施設計のほうへ移らさせていただくようになります。基本設計に

は基本計画の内容が反映されます。 

 

岡山明委員 基本設計と実施設計が出たんですけど、老朽化への対応を汲んだ

リニューアルということで、平成１３年に建ってからもう２０年ぐらい

経ちますよね。そういう状況で、耐震補強は入ってない、部屋のリニュ

ーアルだけで大丈夫ということですか。 

 

池田企画課主幹 ２０年前の建築でございますので、新耐震基準の建物になっ

ております。ですから、建物の耐震化というような工事は必要ございま

せん。 

 

和西企画部長 建って２０年ということでございますので、今回のこのリニュ

ーアルに際しましては、やはり傷んでいるところもございますので、そ

の部分についても手を加えていくということで、リニューアル工事とい

うふうに捉えていただければと思います。 
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長谷川知司分科会長 老朽化というのは、大体、設備関係だと思うんですね。

水道、電気、空調とかもあると思いますけど、そうじゃないですか。 

 

和西企画部長 今回の基本計画を策定する上で、施設のどこが傷んでいるかと

いうのを押しなべて全部見ていただきまして、やはり外壁等もあります

ので、その辺りも含めて、今回のリニューアルの中で行っていくことに

なるかと思います。 

 

伊場勇委員 令和９年１月まで閉館して、一帯のサービス機能が低下するじゃ

ないですか。少し足が遠のく方もいらっしゃるかもしれませんが、それ

に向けた対策とか、市ができる範囲があると思いますけれども、それに

ついてはどのようにお考えですか。 

 

工藤企画課長 きらら交流館の機能が一時閉じることについて、現在のところ

直接的な対策というのは考えてはおりませんけれども、リニューアル後

は、周辺施設との連携を、とは考えております。 

 

伊場勇委員 拠点にしたいということで、一帯でこの事業を進めているわけじ

ゃないですか。焼野ビーチにキッチンカーを置いて、たしか今年度スタ

ートして、それを増やすとかといった話はされてないんですか。 

 

池田企画課主幹 この度、キッチンカーに来ていただいたわけですけど、それ

はきらら交流館で開催したわけではなくて、こちらのビーチを管理して

いる土木課で手続をとられていらっしゃいます。 

 

伊場勇委員 なので、そちらはそちらでキッチンカーがありましたと。ただ、

きらら交流館が閉館することによって、一帯の機能が低下するじゃない

ですか。だから、今取り組まれているところを増やすとか、課をまたぐ

話になると思うんですけども、きらら交流館を今から新しくするまでに
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も何か対策するのであれば、そういうところの話合いをしているのかな

と思ったんですけど、そういう話はしてないということですね。 

 

工藤企画課長 こちらのリニューアルに向けては、そういった周辺の機能とも

どういう連携がとれるかなということは庁内で話しておりまして、令和

４年度の夏からキッチンカーが土木課で始まったことを受けて、土木課

のほうとも今後どういった広げ方ができるかねという話はしております

が、まだ具体案までには至っていないというのが現状でございます。 

 

岡山明委員 今回、本庁舎の改修については、ＬＣＣ、ＢＣＰ計画を立ててや

っていますよね。きらら交流館は、そういう計画、コンサルタントに当

たるんでしょうけど、コストダウンができるような体制を整えて、そう

いった計画みたいなものはありますか。 

 

工藤企画課長 長寿命化の計画とかライフサイクルコストについての計画とい

うのはあれなんですが、基本計画策定時にですね、老朽化の調査と一体

となって、そういった今後どういうふうに見ていこうかというものはい

ただいております。 

 

宮本政志副分科会長 １２ページで、先ほど基本設計と実施設計業務は一括発

注とおっしゃったですね。まず、これを確認しましょう。 

 

池田企画課主幹 はい。一括で発注したいと計画しております。 

 

宮本政志副分科会長 これ委託先の想定というのは、大体されていますか。 

 

池田企画課主幹 今現在、想定はまだしておりません。公募型プロポーザルで

行いたいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると１１ページに指定管理候補者の選定も絡んで



 55 

きますよね。指定管理者のほうは、市内業者を想定してらっしゃいます

か。 

 

池田企画課主幹 市内業者に限らず、広く公募をかけたいと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 そうするとこの基本設計とか実施設計で、例えば一括発

注先が県外で大手になったと、片や指定管理のほうは市内業者になった

とした場合に、１５ページの改修事業手法ですけどね。ここに指定管理

者先行公募の特徴というところに、設計段階から運営事業者のって書い

てあります。この運営事業者というのは、指定管理者を指すんですか。 

 

池田企画課主幹 はい、運営事業者は指定管理候補者となります。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、そのノウハウやアイデアを十分に発揮でき

る仕組みと書いていますけど、どのように仕組みを作っていくのかな。

つまり、もし指定業者のほうが市内業者とかでそんなに大きくないと。

でも、そもそも基本設計といったものはもう大手が入ってしまうと、こ

ういうノウハウとかアイデアを十分に発揮できる仕組みというのが非常

に希薄になるので、その辺りをどのようにこの仕組みづくりを考えてら

っしゃるのかなと思うんです。 

 

池田企画課主幹 基本設計・実施設計の選定に当たりましては、先に先行公募

させていただきます指定管理者候補者の企画書を基に基本計画も合わせ

まして、そちらの内容に沿ったプロポーザルを実施したいと考えており

ます。それから事業者のほうがこのように運営をしたいというような内

容も踏まえまして、あとは基本設計の実施設計を選定された業者とうま

く協議、連携を取りながら、よりよい施設へ設計していきたいと考えて

おります。 

 

宮本政志副分科会長 先ほどから出ています、この基本計画の作成に当たった
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内容も、それから指定管理者のほうも、それから基本設計・実施設計の

ほうの業者、きちっと情報共有ができて、どういった問題点とか、ある

いは意図というのもきっちり共有できる、そういう仕組みづくりはちゃ

んと確立していきますよということでいいですね。 

 

池田企画課主幹 はい、そのとおりでございます。 

 

宮本政志副分科会長 それと１３ページの令和５年度に向けた課題及び改善策

で、アドバイザーの支援を受けながらとある。このアドバイザーという

のはどなたというか、どこを指すんでしょうか。 

 

池田企画課主幹 アドバイザリー契約をさせていただいておりますパシフィッ

クコンサルタンツ株式会社、そちらのほうに今、指定管理候補者の選定

に向けたアドバイザリーを契約しておりますので、そちらの業者になり

ます。 

 

宮本政志副分科会長 それと１５ページの６の令和５年度についての（３）で、

先ほど報償費の説明がありましたよね。審査委員会から３名というのは、

どういった方ですか。 

 

池田企画課主幹 学識経験者の方を３名ほど選びたいと思っておりまして、こ

の予算を計上しております。 

 

宮本政志副分科会長 もう少し詳しく言えますか。学識経験者って、ものすご

い幅広いけど、例えば理科大とか、具体的にもし分かれば。 

 

池田企画課主幹 具体的な委員におきましては、今後、審査対象とかになりま

すので、具体的なところまでは差し控えさせていただきたいと思ってお

ります。 
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宮本政志副分科会長 せっかくこれだけの施設ができて、竜王山から焼野海岸

から、これ、すごくいいと思う。理科大も近いでしょう。その学識経験

者に理科大の関係者が合致するか分かんないけど、せっかく学識経験者

で、もし理科大の関係者にいらっしゃったら、ぜひと思ったので、お伝

えしたんですけど、それも検討は可能ですか。 

 

工藤企画課長 選定いただく委員につきましても、趣旨等をしっかり考えてい

ただける方にお願いしたいと思っておりますので、今頂いた御意見も参

考にさせていただきながら、今後の委員選定をしたいと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 いいですか。（「いいですよ」と呼ぶ者あり）では私か

ら。１４ページの事業の経緯の中で、宿泊研修施設として今まで使われ

ていたと。それが今度なくなるわけですね。それはどのように考えてら

っしゃいますか。例えば、この真ん中の図で、竜王山エリアの中で今ま

でまとまっていたものが、宿泊というものがなくなるんですね、オート

キャンプ場は別にして。一般の人はどうするんですか。滞在時間が短く

なるということですか。 

 

池田企画課主幹 この度、宿泊機能それから研修施設ということはなくなるわ

けですけれども、それ以外のこの周辺地域との連携、それからエリアで

の交流人口の増加をより図っていきたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 今までの準備段階で、いろいろパシフィックコンサルタ

ンツが考えられたと思いますが、その方たちはこの宿泊については、一

切考えられなかったんじゃないかなという気がしているわけなんです。

要するに、ソル・ポニエンテがありまして、その向かいにペンションあ

りますけど、そういうものを巻き込むとかという形は一切考えられてな

いと私は思うんですが、やはり宿泊施設を伴って滞在時間を延ばすとい

うことが一つ大事かなという気はしております。これについて、もし考

えられることがあれば考えてください。やり替えろとは言いません。そ
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れからもう一つ、先ほど宮本委員も言われましたけど、１５ページの審

査委員会委員報酬、学識経験者２，０００円。誠に失礼な金額じゃない

かと思います。それだけのプロポーザルを読み込んで、きちんと理解し

て判断するという重要な役をなされる方に２，０００円で、本当に失礼

な金額だと私は思います。これについてどう考えられますか。 

 

和西企画部長 まず前段のお話にございましては、基本計画の中で、やっぱり

宿泊研修機能をどうするかというお話がありました。入れることはいい

んですけれど、やはり全体を考えた中で何をしたいかというところがご

ざいまして、宿泊研修施設という今の枠組みを外す中で、周辺施設のに

ぎわい創出をしていかなきゃいけないということで、宿泊研修施設を外

した基本計画を令和３年度に策定させていただいたところでございます。

２番目につきましては、これは、指定管理のマニュアル等ありまして、

決まりの中でこの２，０００円というのもありますので、この金額は一

般的なプロポーザルの選定委員会の報酬ということで置いておるところ

でございます。 

 

長谷川知司分科会長 ですから誠に御無礼な金額ではないかと思うんです。学

識経験者の人がこれだけのものを読み込んで、そして判断すると、そう

いう重要な役を担っているのにこの金額でいいのかどうかというのは、

私から再考を求めます。それからもう一つ、先ほど和西部長が言われま

したように宿泊研修と私は言ってない。宿泊施設と言ったんですね。だ

から、そういう滞在時間を長くするということでの宿泊施設というのが

要るんじゃないかと、そういうことで言っておりますので、これについ

てあれば。 

 

和西企画部長 申し訳ございません。宿泊研修施設から宿泊施設にするとなり

ますと、閉館いたしましたきらら交流館というのは、部屋にお風呂もあ

りません。そういった中でホテル化するためには、今回の経費以上の考

え方で取り組んでいかなきゃいけなくなりますし、当初からそういう宿
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泊という考え方では、やはりこの基本計画の中では考えておりませんで

した。御理解いただければと思います。それから２，０００円、非常に

安価ということでございますが、例を出してはいけないんですが、昨年

の１月にＬＡＢＶの関係で、東洋大学の教授の先生をお招きいたしまし

た。その際もやはり市の基準としては２，０００円ですということを、

東洋大学の教授の先生にお話しさせていただき、御理解いただき、参加

していただいたという経緯がございます。この２，０００円が高いか安

いかという問題ではございませんが、一応２，０００円ということで、

市のほうでは統一単価ということで取り組んでいるところです。 

 

長谷川知司分科会長 あまり言い合いになってはいけませんので、私から一言

意見だけ申しておきます。要するに、私はこのきらら交流館の中で、そ

ういう宿泊施設をしなさいというんじゃないんです。近隣の中でそうい

う施設があれば、それが取り込めないかということの一言を言ったまで

です。難しければ、それはしょうがないです。大金を掛けてまでやる必

要はないと思いますが、ここで滞在時間を長くして、夕日を眺めてもら

うということは大事だと。それから先ほど報償費については、これは市

の姿勢を問われると思いますので、これについては２，０００円なら２，

０００円でいいですけれど、市の姿勢が安直な考えかなと思いました。

以上です。ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

和西企画部長 最後にちょっと補足説明をさせていただきます。先ほど、１５

ページの事業スケジュールというところで、皆様からスケジュールの短

縮という御意見を頂きました。本当、こちらも重々、それはもう何とか

しなきゃいけないということで考えておるところでございます。そうい

った中で、このスケジュールにつきましては、議会議決等を通常の議会

開催で想定しておるところがありまして、もし、例えば設計のほうが短

縮されて、そのままもう議会議決、臨時会等を開いていただき議決をい

ただければ、工期というのは前倒しで短くなる可能性があるかもしれま

せん。その際は、そのような形で執行部のほうから働きかけをさせてい
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ただいて、事業のスケジュールの短縮を御協力いただければということ

を考えておるところです。具体的にいつ短縮するというのは、まだ言え

る状況ではございませんが、これからの設計等のスケジュール次第でそ

のような形を進めていくことで、事業の短縮を図っていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

宮本政志副分科会長 部長がおっしゃること、よく分かるんですよね。ただ、

先ほどからスケジュールを短くしなさい、短くせいの一方的な話をして

しまうと、逆に当初から短くした、少し延びたら、また、なぜ伸びるの

かと議会からも意見が出る可能性もある。あまりスケジュールにこだわ

り過ぎて、そこで工事に無駄がいったり、事故が起こってはいけないの

で、その辺りというのは、当然スケジュールを最短で考えて計画を作っ

ているんでしょうから、極力できる範囲は努力していくという前提でい

ってほしいですね。あまり短くしなさいという方向に行ったら、何か出

てきたときにいけませんので、その辺りはしっかり議会対応もそうです

けど、スケジュールというのをあまりぐっと短縮するという前提は、あ

まりこだわらないほうがいいと思います。 

 

古川副市長 副分科会長が言われるとおり、私ども基本的に担当のほうが申し

たスケジュールでまいりたいと思います。しかしながら、やはり市民の

皆様方も長い間の休館というのは、どうにかして短くしてくれという声

もございます。そういった中で、委員さんの中からもそういうような声

もございました。当然、ちゃんとした過程を踏みながらいく中で、たま

たまタイミングで、定例会を挟む前に、臨時会において、２か月でも早

くなればということで企画部長が申したところでございます。その辺は

ちゃんと私ども段階を踏んでいきますが、そういうタイミングが来たら、

臨時会を開いてでも対応をお願いしたいということで、企画部長は申し

たので、御理解をいただきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で
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はこれで審査事業３を終わります。どうもお疲れ様でした。昼休みを過

ぎて、すみませんでした。次は１時１５分から再開いたします。 

 

午後０時１５分 休憩 

 

午後１時１５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。審

査番号⑤、審査事業４について、執行部からの説明を求めます。 

 

工藤企画課長 それでは審査番号⑤の審査事業４、協創によるまちづくり提案

事業に係る令和５年度予算につきまして、予算書及び予算審査資料に基

づき御説明をいたします。まず、予算書８０、８１ページをお開きくだ

さい。２款総務費、１項総務管理費、９目企画費、１０節需用費、消耗

品費として５万円を、同じく、１８節負担金、補助金及び交付金、協創

事業提案事業補助金として５００万円を、当該事業に必要な予算として

それぞれ計上しています。事業の内容につきましては、資料を基に御説

明いたします。予算審査資料１７ページ、１８ページをお開きください。

当該事業の事務事業調書となります。まず、事業の概要について御説明

いたします。協創によるまちづくり提案事業につきましては、市民活動

団体等が取り組む、地域課題の解決などを目的とした事業の実施に対し、

その事業に係る経費について、ふるさと納税制度を活用したクラウドフ

ァンディングにより補助を行う事業です。協創によるまちづくりの推進

を図るとともに、諸団体等の活動の活性化を支援することで、まちづく

りの担い手育成にもつなげていきたいと考えています。事業手法といた

しましては、市内で活動する団体等から、この制度を活用して実施した

い事業について、その趣旨や手法などを御提案いただき、庁内で組織す

る審査会において提案された事業を審査の上、支援する事業を決定する

流れを考えています。ここで選定された事業については、本市のふるさ

と納税ホームページを通じてクラウドファンディングを行うこととし、
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集まった寄附額を事業実施団体に補助金として交付いたします。資料１

７ページの中ほどですが、本事業における指標といたしましては、活動

指標として毎年５件のクラウドファンディング活用事業の実施を見込ん

でおり、成果指標としましては、この制度を活用して実施した事業のう

ち、自走していけるようになった事業の割合としています。支出項目と

いたしましては、資料の１８ページ、提案事業に係る補助金及び消耗品

となり、補助金に係る財源としましては、クラウドファンディング、消

耗品については一般財源による対応を考えています。資料１９ページ、

２０ページをお開きください。（１）事業の概要につきましては、先ほ

ど事務事業調書の中で御説明いたしましたので省略いたします。（２）

補助する額といたしましては、本事業全体で５００万円の予算としてい

ます。資料には記載していませんが、ここで、補助金の交付に関する考

え方を御説明いたします。例えば、事業計画上１００万円の経費が必要

な事業を補助対象とした場合、市のふるさと納税サイトに該当事業を掲

載し、１００万円を目標額とするクラウドファンディングを実施します。

ここで、期間内に集まった寄附額がそのまま補助額となります。従いま

して、１００万円の寄附が集まれば、補助金の額も１００万円となりま

すが、寄附額が５０万円であった場合には、補助金の額も５０万円とな

ります。続いて、（３）対象となる事業の要件についてです。本市の総

合計画の方向性に沿っており、協創によるまちづくりの趣旨に沿った公

益的な事業であることや、事業費等の見積りが適正であること、単発の

イベントではなく、目的をもった持続性のある事業であることなどを要

件として考えています。（４）は、対象となる団体の要件となり、１年

以上継続して活動している団体であることや、３人以上で構成している

団体であることなどを考えています。資料の２０ページ、（５）事業の

想定スケジュールについてです。４月中旬頃に広報やホームページ等を

通じた事業周知、その後、１か月程度事前相談の時間を設けるとともに、

並行して提案申請を受け付けます。受付を締め切った後、内部における

審査を経て、採択事業を決定します。ここまでを、６月末から７月上旬

までのスケジュール感で見込んでいるところです。事業の決定後は、市
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のクラウドファンディングサイト、ふるさと納税サイトになりますが、

採択した事業ごとに寄附金の受け入れページを作成し、年内いっぱい又

は目標金額の達成まで寄附を募ります。寄附の募集期間の到達を待つ必

要がありますので、補助金額の確定は、年明けの１月以降になることを

見込んでいます。なお、本制度の対象となる事業につきまして、市の審

査会で決定した後から取り組んでいただいて構わないと考えていますが、

市から団体への補助金の交付は、クラウドファンディングが終了し、補

助金額の確定後、事業実績報告のあった後となります。説明は以上です。

御審査のほどよろしくお願いいたします。  

 

長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりました。委員からの質疑を受

け付けます。 

 

笹木慶之委員 それではお尋ねいたします。まず１点目は、この補助をする額

が５００万円となっていますが、この根拠は何ですか。 

 

工藤企画課長 初めての事業となりますので、規模感をどの辺りにするかとい

うのを検討した結果、先ほど活動指標として、５件程度と挙げておりま

したが、市民の方３人以上の団体から取り組んでいただく事業を対象と

するということで、１事業当たり１００万円程度の想定を一応したとこ

ろでございます。 

 

笹木慶之委員 もちろんそういうことになるかどうか、まだ分からないことで

すけど、いろいろ我々が今検討しているものの中で、かなり金額がかさ

むものがあるんですよね。そういう状態になるから、やはりクラウドフ

ァンディングという形で、広く資金を集めようという発想が実は現在あ

るわけですね。それが今言われたような形のものなら、なかなか思いが

動かないということが実は出てくるわけで、意味分かりますよね。もっ

と多額の金額を言って、地域を動かそうという発想になったときに、そ

ういう人たちの希望は、今回かなえられないということになるんですか。 
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工藤企画課長 事業の詳細につきましては、現在、委員がおっしゃられた観点

も含めまして、どういった形で事業をスタートすることが、制度上、最

もより広く、よりよく使っていただけるかについては、検討しておりま

す。ものすごく増えたときには補正予算を計上しての対応ということも、

一つの手段だと思っておりますし、また、出てきた事業が、総体で予算

額を超えるようなときには事業費按分をして、それぞれの事業の上限額

を決めるとか、手法について、様々なパターンがあるなと思っておりま

して、最終的にどの手段を取るべきかということについてを今検討をし

ておるところとなっております。 

 

笹木慶之委員 もちろんそれはそうだと思うんですよね。まだ手探りの状態で

すからね。私が申し上げたいのは、やはりいろんな大きな構想を描いて

いる方もおられて、そうするとかなり高額な金額になってくる。そうい

ったときに企画のほうで、相談の窓口にはなってもらえるわけですね。 

 

工藤企画課長 相談につきまして、資料の２０ページの（５）事業の想定スケ

ジュールの上から二つ目に、相談期間という辺りを設けてございます。

事業、金額がすごく大きくなるということは、ふるさと納税制度を活用

しますので、市内の方からの寄附ということになりますと、通常色がつ

いてない税金が、事業の色がつくことにもつながってまいると思ってお

りますので、その辺り踏まえて、しっかり検討したいなと思っておると

ころです。 

 

笹木慶之委員 それ以上もう言いませんが、このクラウドファンディングとい

うのは、市内市外関係ないですからね、幅広くということですから。５

月に相談期間があるということですから、それはそれとして一応受け止

めておきましょう。はい、分かりました。 

 

伊場勇委員 このクラウドファンディングの事業が決定して、その後、ホーム
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ページで公表するということは、山陽小野田市のホームページで公表す

るのか。例えば、違うサイトで、クラウドファンディングをいろいろ活

用するところのサイトを使うのか。そうすると、違うサイトに掲載する

委託料等々が掛かってくると思うんですけど、その辺の仕組がまだよく

分かってなくて、その辺教えてもらっていいですか。 

 

工藤企画課長 委員おっしゃられたのが２０ページ、６月下旬、７月上旬のホ

ームページ公表、こちらについては、こういった事業が挙がってきて、

こういったものを今年度、決定をいたしましたというのが、市のホーム

ページに上げていくイメージのものがこのタイミングです。決定後から

９月下旬、それからクラウドファンディングが実際開始しているとき、

それは決定後から９月下旬のクラウドファンディングサイトの構築準備

期間とありますが、これは例えば、さとふるさんなら、さとふるさんの

ところに、その事業をふるさと納税で寄附を募る形で事業を掲載して、

広く寄附を募るという形をとろうと思っておるところです。 

 

伊場勇委員 そしたら、いろいろこう寄附を集める窓口というところは、数か

所作るというイメージですか。 

 

工藤企画課長 現在、本市が契約といいますか、登録しておるふるさと納税の

サイトが六つほどあるんですが、その中でこういった公共団体が行うガ

バメントクラウドファンディングに対応している事業者が２社ほどござ

います。ただ、それぞれ条件がありまして、金額が幾らからでも載せて

いいですよとか、幾ら以上じゃないと載せられませんよなどがあります

ので、実際、現実的には１社になろうかなと思っております。 

 

伊場勇委員 そこのサイト使用料は掛からないんですか。 

 

工藤企画課長 こちらの提案をいただいた団体には掛かりません。ただ、手数

料は掛かりますので、そちらについては、市のほうが負担をするという
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制度で考えております。 

 

伊場勇委員 予算上では出てないんですかね。出てから、補正で挙げていくと

いう考え方ですか。 

 

工藤企画課長 こちらの手数料につきましては、現在、シティセールス課でふ

るさと納税の手数料を持っておりまして、その中での対応ということで

今考えております。 

 

伊場勇委員 団体の要件ですが、もちろん市内で活動されているというところ

は大前提なんでしょうけれども、その団体によっては、市外でも市内で

もされている団体とかあると思うんですけど、その辺の線引きというの

はどういうふうに考えられていますか。 

 

工藤企画課長 今おっしゃられた点も最終的に今整理をしておるところで、市

外の団体なんですけれども、うちの市内で公益的な活動をしていただい

ているときに、それに対しての考え方の整理は、今させていただいてい

るところです。 

 

伊場勇委員 団体要件が３人以上というところがあると思うんですけど、その

点もどういうふうに考えられて、３人と決めたのかなと思いまして。 

 

工藤企画課長 こちらは県外等になるんですが、他市を参考にする中で、５人

であったり７人であったりというのも見受けられたんですが、まず、使

っていただきたい、使いやすい制度であることが、まず大事かなと思い

まして、できるだけハードルを低くというとあれですけれども、使って

いただきやすい制度であるように、団体の人数を３人以上と現在は考え

ておるところです。 

 

伊場勇委員 令和５年度にこの事業が始まって、いろんな団体が本市にもある
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かと思いますけども、まずどういうふうにお知らせするんですか。手紙

を送るとか、そういった形になるんでしょうか。 

 

工藤企画課長 こちらもまた細かくは今後にもなってくるんですけれども、ま

ず、広報とホームページでは周知いたします。そのあと、それぞれ担当

課、所管されているといいますか、関係のある担当課も複数ございます

ので、そういったところを通じたアナウンスができないかという辺りを

今考えておるところです。 

 

古豊和惠委員 それぞれ事業の受入れは、幾つぐらいと想定されていますか。 

 

工藤企画課長 資料の１７ページで令和５年度の寄附金活用事業数ということ

で、５件程度の想定ということを考えております。 

 

古豊和惠委員 大体５件を想定、それ以上増えた場合とか、それ以上少なかっ

た場合、どういうふうにされますか。 

 

工藤企画課長 件数につきましては、多い場合も少ない場合もあろうかと思っ

ております。件数が、例えば、５０万円の事業が７つ出てきたといたし

まして、その事業を全て審査をした上で、補助の対象になると判断した

としても、予算の５００万円に対しては３５０万円の補助総額となりま

すので、７つ採択が可能だと思っております。なので、件数もですけれ

ども、その事業が幾らで行われるものなのか、補助金の額が幾らを想定

しなければいけないのかという辺りとセットで考えるべき問題かなとは

思っております。 

 

古豊和惠委員 それは、誰が審査して誰が決めるものなんですか。市の職員が

全部決めるんですか。 

 

工藤企画課長 現在は、庁内での審査の組織を立ち上げてということで考えて
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おります。 

 

宮本政志副分科会長 幾つかあるんですけど、今の審査会のほうから入ってい

こう。今から審査会の市の職員の方々でというのは、どういう雰囲気か

案はあるんですか。例えば、どこかの一つの担当課で審査会を担当する

か、あるいは全庁でいくのかとか、そういう何か案はあるんですか。 

 

工藤企画課長 その辺につきましては、今からの検討とさせていただいており

ます。 

 

宮本政志副分科会長 当然、審査した審査内容は公表されるんですよね。どの

ように審査して、結果こうなったよというのは当然公表しないと、何で

審査に漏れたかどうか分かんなくなるので、当然、公表されますよね。 

 

工藤企画課長 事業決定等をホームページに出すときには、どういった事業が

あって、どういった審査の結果でしたということを公表するようになろ

うかと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 審査内容まで公表されるかどうかですね。 

 

工藤企画課長 審査の内容についても、公表のほうで検討したいと思います。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、少し難しくなってくるなと思うのは、一番

最初に協創の考え方を共有した市民活動団体等から提案を受けですから、

協創の考え方を共有しておかないといけないんでしょう。それ協創の考

え方を共有しているか、してないかというのは、この協創の考え方をま

ず提案をされる側が理解しておかないといけないし、いや、これは協創

の考え方を共有してないなって判断する場合もあり得るんで、その辺り

というのは、この審査の対象で条件になってくると思うんだけど、その

辺りは大丈夫ですか。 
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工藤企画課長 副会長がおっしゃられた審査項目、どう審査するのか基準の辺

りになってこようかと思いますので、その辺り、事業の概要、こちらの

思いとしては、こういう協創につながる事業としてスタートさせたいと

いう思いで書いております。ただ、審査上どうするかにつきましては、

今後しっかり検討させていただきたいと思います。 

 

和西企画部長 課長から、今からという話もあったんですが、やはり審査基準

としては、協創によるまちづくり推進指針の趣旨が反映されているかど

うかというところは、配点も多分高くなっていくのではないかと想定し

ております。ですから、提案者のほうが理解しているか理解してないか

は別として、頂いた資料に協創指針の考え方が反映されているかどうか

というのは、やはりしっかり庁内のほうで審査基準として見ていかなき

ゃいけないかなと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、例えば提案してきたと。なかなかいいんだ

けど、もう少しこの辺りは協創の考え方を共有するところにあまり抵触

してないなってときに、こういうふうな事業提案だったら、協創の考え

方に提案していい提案なんだけど、というアドバイスも審査結果を出す

前にはしていく可能性もありということですか。 

 

和西企画部長 そこは御提案を頂く前の相談期間のところで、やはりより良い

ものを作っていかなきゃいけないと思いますので、そこで、しっかりデ

ィスカッションしながら仕上げていかなきゃいけないのかなとは思って

おります。 

 

宮本政志副分科会長 そういう相談期間が過ぎたとしても、相談があれば当然

乗るんでしょ。これって協創の考え方を共有した提案になるかなと。も

しこの期間を過ぎたとして相談があったとした場合は、どうするんです

か。 
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和西企画部長 あくまでも相談期間というのは、申請の提出が前提なので、提

出までは相談をお受けしますが、やはり提案を頂いた以上はもうそこで

１回締め切ろうと思いますので、そこまではしっかり御相談には応じて

いかなきゃいけないと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 （４）団体要件って、これはイロハニの４つ全てに該当

ですよね。 

 

工藤企画課長 はい、おっしゃるとおりでございます。  

 

宮本政志副分科会長 そうすると、まず、イの原則として１年以上って、これ

原則がつくと１年未満でもいいってことになりますよね。これどういう

ふうなジャッジされていきますか。原則があると未満の場合は。 

 

工藤企画課長 こちらにつきましては、今原則とはつけておるんですけれども、

もう１年以上継続して活動されている団体を想定しております。ただ、

どういったケースかまで想定ができてないんですけれども、１年に満た

なかったとしても、受けるのが適当だと判断できる場合があろうかとい

うところでの原則とつけております。 

 

宮本政志副分科会長 その辺りは、トラブルのないようにしっかり根拠で示せ

るようにしていただきたいのと、それと先ほど伊場委員が少し触れてい

ますけど、団体要件は、別段、市外の団体でもこういった条件に合えば、

提案内容によっては採用するよっておっしゃいましたけど、仮に件数が

増えたときというのは、やっぱり提案内容、なるべく市外よりも市内の

ほうがと思うんだけど、その辺りというのはどういうふうに考えておら

れますか。 

 

工藤企画課長 今おっしゃられたのも一つの観点だと思っておりまして、先ほ
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どお答えさせていただいた中で、市外の団体だけど、うちの市内で公益

的な活動をされている団体についての取扱いは、今最終的にどうしよう

かというのを詰めているところですので、今おっしゃられた観点も加味

して検討させていただきます。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、ロの３人以上のこの３人は、全て市外の方

あるいは１人でも市民の方とかということは、もうそんなこだわりを持

たずに、団体要件の一つとして、団体の方が全て市外の方でも、今おっ

しゃったような答弁の内容で行くというような感じですよね。 

 

工藤企画課長 市外の団体がオーケーということにすれば、そこの構成の方は、

ってなりますね。 

 

長谷川知司分科会長 私さっき気づいたんですが、結果を公表と言われました

よね。その結果の公表については、どういう形でどこまで公表するかと

いうのはよく詰めておいてください。細部にわたって公表する、それに

準じた場合とかいろいろありますので、そこは今後検討課題だと思いま

す。これは意見として。 

 

古豊和惠委員 先ほど４月になったら事業を広報で流しますって言われました

けれど、何となくニュアンスで、もう幾つか候補があるのかなと感じた

んですけれども、既にあるんでしょうか。 

 

工藤企画課長 私どものほうで存じている限りはございません。まだ、予算も

通ってない事業でございますし。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は審査事業４をこれで終わります。次に審査事業５に行きましょう。 

 

九島デジタル推進室長 審査対象事業番号５、山口東京理科大学との協創・デ
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ータ活用によるスマートシティ推進事業について御説明します。予算審

査資料の２１ページを御覧ください。市のデジタル化については、デジ

タル技術を活用し、地域課題の解決や市民生活の質向上を図る「スマー

トシティ」と、市役所の業務にデジタル要素を取り込み、行政サービス

向上や業務効率化を図る「スマート自治体」の二つの柱がありますが、

当事業は、実施計画名にもあるとおり、「スマートシティ」を推進する

ための中核的事業となります。また、中期基本計画に掲げた三つの横断

的施策「デジタル化の推進」「山口東京理科大学との連携」「スマイル

エイジングの推進」のすべてに該当する事業です。２３ページを御覧く

ださい。目指す将来像は、「誰もが笑顔で年を重ねていくスマイルエイ

ジング」です。経緯としましては、令和４年度に実施したＤＸ協創プラ

ットフォームから提案された「データを活用した健康づくり」を、３年

かけて事業化するものです。事業概要ですが、まずは、生活習慣を改善

したいと思っている市民に、スマートウォッチを貸与し、日々の健康デ

ータや生活習慣を記録していただきます。そして、その健康データを収

集、蓄積、分析した上で健康状態を可視化し、公的な医療・健康情報と

組み合わせたパーソナルヘルスレコード（個人健康情報記録）を健康相

談・指導に活用することで、健康に対する意識向上、生活習慣の改善等

の行動変容を促します。この取組により、病気の重症化を抑制し、将来

的に医療費や薬剤費削減につなげることができ、スマイルエイジングの

推進に資するものと考えています。また、山口東京理科大学と連携し、

データの分析・分析データの活用に取り組みます。この事業は三つの取

組から構成されます。一つ目は、「健康データを収集、蓄積し、その分

析データを基に健康相談・指導を行う」です。来年度、実証を行い、２

年目に実装、３年目はサービスの拡充を予定しています。二つ目は「健

康データを山口東京理科大学と連携して分析する」です。デジタル化の

進展ともに激増するデータを収集、分析、活用することで、より質の高

いサービスを提供していくことが世界的な潮流となっています。本市と

しましても、データに基づいた効果的な施策をどう展開していくかが課

題であると感じており、４月に、データ分析が専門の数理情報科学科が
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山口東京理科大学工学部に開設されることを好機と捉え、大学と連携し

て取り組むことで、更なる市民生活の質向上や、行政サービスの高度化

につなげたいと考えています。来年度は分析を行うための体制を構築、

２年目までに分析に必要な条件等の詳細を詰めた後、３年目には、市と

大学が連携した健康データ分析を行う予定です。三つ目は、「データ連

携基盤を構築する」です。様々なデータを活用してサービスを提供する

ためには、それらのデータを蓄積し、各データと連携した上で活用する

ためのデータ連携基盤が必要になります。一つ目、二つ目の取組に合わ

せ、３年かけて構築する予定で、後ほど２７ページのご説明の際にお話

しします。２５ページを御覧ください。令和５年度は糖尿病予防教室参

加者を対象に実証を行います。具体的には市から貸与するスマートウォ

ッチを３か月から半年にわたり装着してもらい、消費カロリーや歩数、

運動時間、心拍数等日々の活動量を計測します。計測したデータは月に

一度、保健師・管理栄養士との面談時に収集しますが、スマートウォッ

チでは取得できない身長、体重、血圧の計測を行うほか、食事の内容、

主観的な健康状態のヒアリングとあわせて指導に役立てます。膨大な

日々の活動データを蓄積するデータ連携基盤と、分析結果をグラフや表

形式で一覧表示する「ダッシュボート」と呼ばれる管理画面機能を構築

することで、保健師は健康状態が把握しやすくなり、データに基づく的

確な指導に役立てられるようになります。またスマートウォッチを市か

ら貸与することで糖尿病予防教室への参加者を増やすことや、参加者自

身の健康意識が高まり、活動量・運動量の増加、生活習慣の改善につな

がるのではないかと考えています。実際、令和４年度ＤＸ協創プラット

フォーム参加者１７名が２か月間にわたりスマートウォッチを装着する

実証を行いました。実証後のアンケートで「歩数や消費カロリーを意識

するようになった」と回答した人が８８％となったことから、本事業に

おいてもその効果が期待できるものと考えています。２４ページへお戻

りください。実証から実装へ向けて、年度ごとに三つのステップにわけ

て記載しています。令和５年度は、先ほど御説明したとおり、糖尿病予

防教室参加者３０名を対象とする予定ですが、令和６年度は参加者を１
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００名程度に増やすと同時に、収集するデータの種類を健診データ、記

録された食事データに拡げていきます。また参加者につきましては、糖

尿病予防教室の参加者に加え、生活習慣の改善が必要な、より多くの人

への拡大を、健康増進課と一緒に検討していきたいと考えています。な

お、参加者が増えることによる指導者不足への対策として、スマイルエ

イジング薬局、保健事業に取り組む団体や企業とも連携を検討し、２年

目には、その仕組みづくりを行っていきます。３年目となる令和７年度

のイメージについては２６ページを御覧ください。本事業への参加者を

１５０名に増やすほか、レセプトデータの取り込みを検討する方針です。

また個人でスマートウォッチを保有する市民にも対象を広げ、参加者自

身のスマートフォン等から自身のデータを確認したり、オンラインで相

談できるアプリの開発を目指したいと考えています。しかしながら、こ

うした健康アプリは一般的に多く存在しています。本市独自のアプリを

つくるのか、現在すでにある健康アプリをもとに山陽小野田市仕様にカ

スタマイズして利用するのか、時世にあわせた判断をおこなって導入を

検討していきたいと思います。なお、収集した健康データの分析につい

ては、先ほど、２３ページの御説明の中でも触れた通り、山口東京理科

大学と連携して取り組みますが、そのためには、個人情報保護対応方針、

データ取得、利用、加工や管理の仕組みを整備する必要があります。健

康や医療分析は研究テーマとして比較的新しい領域であり、取り組んで

いる研究者が少ないことから、大学に新たに着任される先生方と相談し、

レセプトや医療費分析について知見のある会社の支援を受けつつ事業を

進めていく予定です。産官学で研究体制を構築し、３年目には山陽小野

田市独自の疾病特性の分析や、分析に基づく健康指標の策定を行いたい

と考えています。２７ページを御覧ください。データ連携基盤は、スマ

ートシティの推進に必要なシステム基盤です。具体的には、スマートウ

ォッチ等のデバイスのデータ、行政が持つデータ、他分野や他地域、民

間のデータなどを共有し、必要に応じて収集・加工・結合させ、活用す

るための「つなぎ」の役割を果たします。この基盤につながることで、

他市町のデータをつなげてサービスの質の向上や高度化が期待できるほ
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か、集めたデータを様々なサービスに活用し、さらにはデータをつなげ

て新たなサービスを生み出すこともできるようになるとされています。

システムを近隣市町等と共同利用できればコスト面でのメリットも見込

まれ、複合的な地域課題解決につながるスマートシティの実現が可能と

なります。本市においては、当面、健康づくりに特化してデータ連携基

盤を構築していく予定ですが、将来的には、先進地で取り組まれている

ように、公共交通や地域づくりの分野に範囲を広げていくことを想定し

ながら、進めていきます。また、国や県の動向を注視し、無駄な重複が

ないように進めていきたいと考えています。２１ページへお戻りくださ

い。本事業の成果については、糖尿病予防教室等の参加者データや参加

者に対してアンケートを行ない、健康状態が改善した人数を指標として

います。各年度とも参加者の８０％をＫＰＩとして設定しており、令和

５年度は参加者３０名のうちの２４名、６年度は１００名のうち８０名、

７年度は１５０名のうち１２０名としています。令和５年度の予算とし

ましては、予算書の７８ページ、７９ページをお開きください。２款総

務費、１項総務管理費、９目企画費、７節報償費のうち報償金として５

０万円。予算書の８０ページ、８１ページ、１１節役務費のうち、通信

運搬費として４６万２，０００円。１２節委託料のうち、システム開発

委託料として １，７６０万円、システム運用支援業務委託料として１，

２１０万５，０００円。アドバイザリー業務委託料として６６０万円。

１３節使用料及び賃借料のうち、システム利用料として５５万７，００

０円。１７節備品購入費のうち、機械器具費として９９万円を計上して

います。また、この事業を実施するに当たり、デジタル田園都市国家構

想推進交付金（地方創生推進タイプ）、これまでの地方創生推進交付金

に当たるものを、令和５年度から７年度まで、３年間の計画で申請して

います。補助率は２分の１で、地方負担分についても特別交付税措置が

あります。令和５年度の歳入ですが、予算書の３４ページ、３５ページ

を御覧ください。１５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫

補助金、１節総務管理費国庫補助金のうち、デジタル田園都市国家構想

推進交付金として１，９４０万７，０００円を計上しています。説明は



 76 

以上になります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりましたので、先に資料のほう

の質疑を受け付けます。 

 

伊場勇委員 ２１ページの活動指標成果指標のところで、健康状態が改善した

人数を掲げておりますが、これはどういうふうに改善したという判断を

されるのでしょうか。誰がそういう判断するのかも含めて教えてくださ

い。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 先ほどの説明にもありましたが、月に１回程度

健康状態を把握するために保健師と面談をして、そういった計測とかを

しようと思っています。その中で、例えば体重が改善したとか、あるい

は、歩数がどれだけ伸びているとか運動状況を改善したとかというよう

な、そういったデータで判断するところもありますし、面談による主観

的なそういった健康状態の把握というのも合わせる中で、健康状態を判

断していきたいと考えています。 

 

伊場勇委員 スマートウォッチでいろいろな数値を測られるということですが、

まずスマートウォッチは何台貸し出す予定でしょうか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 初年度は３０台です。ただ、実はもう２０台ほ

ど今回、ＤＸ協創プラットフォームで提案があった中で実証やってみよ

うということで２０台既に買っておりますので、来年度は１０台ほど追

加で買おうと思っています。３年かけて、２年目は１００台、３年目に

１５０台にしたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 １５０台にしたいというのは、トータルですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 トータルで最終的に１５０台となります。 
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宮本政志副分科会長 その２０台は日本製ですか。メーカーはどこですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 現在所有しているのは、何製かと言われるとち

ょっと分からないんですけど、アップルウォッチと言われるものです。

どこ製なのかちょっと分かりません。 

 

宮本政志副分科会長 それと先ほど伊場委員の質疑に関連して、これ健康状態

改善した人が２４人、８０人、１２０人って、３か年の人数が載ってい

ましたよね。２４ページの３０、１００、１５０で多分、全部８割で算

出しているのかなと思うんだけど、その８割の根拠は何ですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 正確な根拠ということもないんですけど、でき

れば８割の方には少なくとも運動状況がよくなったとか、あるいは、そ

ういった体重なり何か改善があったという願いも含めて、８割は確保し

ていきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 この令和４年度にＤＸ協創プラットフォームでいろんな案が出さ

れて、実際こうやって予算が付いて形になって、これからのこともある

中で、そのプラットフォームに入られて、いろんな案を出された方とい

うのも、この令和５年度、６年度、７年度もいろいろ関わっていくんで

すか。やっぱり考えたことが形になって成果として表れて、その人にと

ってはとても喜びにもなるでしょうし、いろんな糧になるかと思うんで

すけれども、その辺について、どういった関わり方を今からされていく

予定ですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 予算の中にもありますが、ＤＸ協創プラットフ

ォームは来年度も行う予定です。今回、三つの班に分かれて、提案を出

していただいて、そのうちの提案の一つが、今回実現して事業化してお

ります。来年度については、残りの二つの事業を深掘りしていくことが
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主になりますが、こちらの事業に関しても、更にどういうふうに３年間

かけて構築していく、実証を繰り返しながら自走していくという形にな

っておりますので、引き続き、この事業についても、ＤＸ協創プラット

フォームの中で一緒に取り組んでいきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 プラットフォームに入られている方がいろんな人に伝えるスピー

カーにもなるでしょうし、便利なものなので、多分広まるスピードとい

うのは、伝わってしまえば早いと思うんですよね、こういった取組って

いうのは。そういうところも、メンバーをあまり変えないほうがいいの

かなって思うんですけども、市は市で取り組まなきゃいけないけど、や

っぱり市民サイドのプラットフォームがどこまで充実するかで、この事

業が成功するか否か変わってくると思うんですね。その辺も、結構主体

的にこの事業にもプラットフォームが取り組むということですか。その

辺いかがですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回、メンバーとしては、市の若手職員と理科

大生、それと商工会議所の関係者の方がいらっしゃいます。基本的には、

市の職員と商工会議所の方はできれば引き続き関わっていただきたいな

と思っていますし、メンバーを厚くするというんですか、若手だけでは

なくて、中堅の方とか、少し上の方も入れていきたいと考えています。

ただ、理科大生については、今回３年生の方だったので、継続はちょっ

と難しいかなと考えております。 

 

岡山明委員 スマートウォッチをトータルで１５０台出しますと。これは、デ

ジタル推進室、理科大、スマイルエイジングとの三つの連携という事業

形態ですね。このスマートウォッチをどういうふうに支給するのか、た

だ台数だけ言われて、具体的な部分が全然見えないんですが、それはい

かがですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回の事業目的の資料の２３ページのところに
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もありますが、目指す将来像は、あくまでもスマイルエイジングの推進

で健康寿命の延伸ということを目指します。そのためには、どうしても

健康になるために日々の生活状況をきちんと運動するとか、ちゃんと食

事をしていくとかというところの蓄積があってこそ、健康寿命の延伸に

つながるのではないかと考えています。最初の年は、取りあえず糖尿病

予防教室の参加者を対象にしますが、別に年齢層を特定しているわけで

はありませんので、高齢者が参加することもあるし、できれば若い人に

もたくさん参加していただきたいと思っています。というのは、やはり

若いときからそういった生活習慣の改善というのをしていかないと、年

を取ったときにそういうのが後で出てきますので、若い方にも参加して

いただきたいと思っていますし、高齢者の参加も可能だと考えておりま

す。 

 

岡山明委員 これは民福の話なのかもしれないけど、糖尿病という話になると、

市立病院の矢賀先生は県内で専門の先生ですよね。山口県においては最

高峰の先生、そういう病院との関わり、連携も取られた状況の中で、そ

の辺はある程度トータルで進めていただいくことが、私は必要と思って

いるんですけど、それはいかがですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回は、あくまでも健康増進とか健康づくりの

中で取り組もうと思っています。糖尿病になった後のそういう患者の方

の対応というところまでは、まだそこまでは行けてないんですが、まず、

そこになる前の、例えば検診とかでちょっと状況が悪い方とか、そうい

った糖尿病になる前の方を何とかそういった生活状況を改善するところ

で、健康になっていただきたいという思いから、こういった事業を計画

しております。 

 

岡山明委員 一般の市民の方というのは、仕事をしていると産業医が必ずおら

れますよね。産業医から健康指導を受けているから、その辺のデータ採

取もこの中に入れていく必要があるんじゃないかと。意見の一つとして
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考えていただければと思います。 

 

長谷川知司分科会長 回答はいいですか。 

 

岡山明委員 回答はいいです。 

 

長谷川知司分科会長 では時間が相当過ぎましたので、ここで１０分程度休憩

を入れます。 

 

午後２時７分 休憩 

 

午後２時１５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

先ほど審査事業５の途中でしたので、その続きで行きます。 

 

笹木慶之委員 単純な質問をしますけど、笑わないでくださいね。まずお断り

します。それでね、なぜ糖尿なんですか。糖尿病３０名ということ、ま

ずこれから聞きます。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回、スマイルエイジングを山陽小野田市が推

進しているところで、そことデジタルを掛け合わせていきたいというと

ころで、そのアップルウォッチを使った健康づくりというところの提案

がＤＸ共創プラットフォームでありました。そこを健康増進課とどうい

うふうに取り組んでいこうかという話の中で、今、糖尿病予防教室とい

うのを健康増進課が実際にやっておられます。そこでまず実証やってみ

ようという話になりましたので、糖尿病予防教室の方に実証実験を来年

度やりたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 これはたまたまですね。 
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佐貫デジタル推進室室長補佐 はい。健康増進課と考えてです。 

 

笹木慶之委員 ２番目は、このスマートウォッチを貸与するということなんで

すよね。３０名に貸与しました。３か月間経過を見るんですよね。見て、

もし３か月経って、実効性ができなかったと。早く言えば、他の目的に

使って、全然効果がなかったとすれば、それはどうなるんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回、アップルウォッチって話が出ているんで

すけど、この特性の関係があって、１か月に１回、データを取らないと

いけない仕組みになっています。１か月に１回は面談をする中で、運動

状況を確認したりとか、あるいは体重とかを測ったりする中で、改善を

促すという面談をするというところが、今回の事業の一つの重要なとこ

ろと考えておりますので、そこで促していきたい。もともとやりたいと

手を挙げられて参加されているので、健康意識を改善したいという意欲

がある方だと思っておりますが、そこを保健師と一緒に健康になるよう

に促していきたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、１か月に１回、必ずチェックをかけて、方向性

を定めていくということですね。そうだと思います。その次に行きます。

それで僕は分からないけど、アップルウォッチというこの時計ですよね。

例えば、私が欲しいと言ったら、すぐ参加できますか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 糖尿病予防教室ですけど、今、健康増進課のほ

うで募集をされています。特定健診等である程度、状況が悪い方にも案

内されていますし、普通に一般の方の参加もできますので、もちろん委

員に参加いただくことも可能となります。 

 

笹木慶之委員 ということは、誰でも広く参加できるということですね。 
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佐貫デジタル推進室室長補佐 はい、そのようになります。 

 

笹木慶之委員 それともう一つは、スマートウォッチがいくらするか知りませ

んが、スマートウォッチぐらい自分で買ってもいいんじゃないかと思う

んだけど、その辺はどうですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 スマートウォッチも値段の安いものから、それ

なりの機能があって、それなりの値段をするものもあります。今回、実

証実験等を繰り返す中でというところで、まずは市で購入して貸与した

いというふうに考えています。ただ、もうそれだと台数も限られますし、

先ほどの説明の中でもちょっと触れたと思うんですが、いずれは自分が

持たれているスマートウォッチでも参加できるようなことも考えていけ

ればと考えております。 

 

笹木慶之委員 市が購入するのは、結構高い、いいものですよね。どのぐらい

のものですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 ちなみにアップルウオッチであれば、１台５、

６万円程度はすると考えております。 

 

笹木慶之委員 最終的にはですね、やっぱりドクターのところにかかってくる

わけですよね。それまでに行き着くところで、取りあえず保健指導があ

ると思うんですけど、保健指導からいきなりドクターのところになるん

ですか。その絡みはどうなるんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回の事業の目的自体が、２１ページの実施計

画の事務事業名を見ていただければ分かると思うんですけど、データ活

用によるスマートシティ推進事業ということになっております。必ずし

もスマイルエイジングに限らず、データを活用して、市民の生活の向上

を図っていきたいというふうな事業を将来的には考えているところで、
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その中でまずはその糖尿病とか、そういった生活習慣の改善を促すとい

うところを図っていきたいと思っています。まずは、そういった保健師

等の指導というところで活用するようにはなると思うんですが、将来的

にはやはり医者等の治療時のそういった治療を受けるときに、そういっ

た生活習慣の状況とかというのを提供できるようになればいいなと考え

ております。 

 

笹木慶之委員 もちろんそれは分かるんですよ。それは２３ページに書いてあ

るように、５年から３年間で実施を行いながら、そして、事業化に向け

て取り組むということですからね。だから、３年間は試行的なものとい

うことだけど、試行的なものもまだ入口がよく分からないから聞いたん

ですよね。だから、今回は糖尿病を前提としながら、３年間実施をして

いって、そしてデータをきちっと取って、それが予防、治療につながる

ような形に持っていくという、その仕組みを作りたいということでしょ

う。それは誰でも手を挙げれば、参加できると理解していいんですね。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 スマートウォッチですが、市が１５０台購入し

ようと思っていますが、３年目にはできれば、自分のスマートウォッチ

を持っている方にも参加していただこうと思っていますので、誰でも参

加できるようにしていければと考えております。 

 

笹木慶之委員 そこで、先ほどもほかのところで話をしたんですけど、自分の

ことしか言えませんが、今まで全く糖の心配をしたことがないんだけど、

あることがあって疑ってみるとやっぱりそういったこともないとも言え

ないような状態ね。もちろんそれより、いろんな仕事の関係で足が痛い

とか腰が痛いとかということがあるんですよね。やはりトータル的に皆

さんが健康にならないといけないということは、この方法だけで進んで

いったって、そのようにならないではないですか。そこが知りたかった

わけ。今回は、糖尿病を前提として実証してみて、今あなたが言われる

ように、それが今後いろんな形のものに、事業化に結びつけていきたい
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という、その根本にあると理解していいんですね。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 はい、委員おっしゃるとおりとなります。 

 

宮本政志副分科会長 今の笹木委員の質疑と答弁とで少しよく分からなくなっ

てきたけど、さっきの説明でいくと、令和７年度にトータル１５０台で、

この５年度は３０台、そのうち２０台は、既に青年部関係とか市の職員

の人たちに配っているという解釈だから、５年度は追加１０台というこ

とですか。もう少し詳しく教えてもらえますか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 委員おっしゃるとおりで、今年度２０台買って

います。令和５年度は１０台ほど追加して３０台になります。その後、

令和６年度は７０台です。貸与というのは、令和４年度ＤＸ協創プラッ

トフォームでやりましたが、それはもう回収して、その事業のときだけ

貸出している形になります。 

 

宮本政志副分科会長 今現在、３０台あるということですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 現在２０台購入していまして、２０台ほど保有

していますので、市のほうで２０台ほど持っております。 

 

宮本政志副分科会長 令和５年度にもう１０台購入して、全部で３０台なりま

すってことよね。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 はい、そのとおりです。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、先ほど笹木委員のほうから質疑があって、

もし自分がっていう話のときに、はいって簡単に言われたけど、これ３

０人超えたらどうするんですか。 
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佐貫デジタル推進室室長補佐 貸与期間を３か月にするか、６か月にするかと

いうところで、健康増進課と協議しているところがあるんですけど、例

えば、１回目は３０人の方をして、もう１回同じことをするというよう

な形も取れるのではないかと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 なるほど。なら少しずれるけど、３か月で返ってきたら、

また次に新しい人に貸与していけば、それは３０人とは限らないですね。

年間で言えば、それは複数になるね。それと２５ページで、右上に収集

した健康データを分析して、それを基に個別最適な健康相談、指導を実

施するというのは、これは保健師がされるということですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 令和５年度については、市の保健師で実施して

いきたいと思っています。ただ、台数が増えていくと、全て保健師です

るというのはなかなか難しいので、ＮＰＯ等でこういった保健事業をさ

れているような団体もありますし、できればスマイルエイジング薬局の

薬剤師にそういった役割を担っていただけないかと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 これ普及したら理科大と連携でしょう。そしたら、本市

の理科大の強みというのが物すごい相乗効果というか、いろんな面で波

及してすごいいいことだと思うんですよ。この推進事業による本市のこ

のスマートシティというのは、どういうイメージしたらいいですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 スマートシティが何かというのが、ちょっと難

しいところがあると思うんですが、例えば、市ではＬＩＮＥの公式アプ

リとか、子育て支援アプリとかという、いろんなサービスを提供してい

ます。ただ、それが今のところは、個別ばらばらに構築しているという

のが現状となっています。スマートシティと言われるのは、こういった

いろんなサービスのデータを共有というか、データ連携基盤を構築する

中でいろんなサービスを結びつけて、サービスの高度化とか、利用者の

利便性向上とか、いろいろ結びつけることで、よりサービスをよくしよ
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うというところが、そういった様々なサービスを結びつけていきたいと

いうのがスマートシティとなりますね。 

 

古豊和惠委員 今のお話を受けてお伺いしたいんですけれど、山口東京理科大

学との協創、その協創とは何か、協創についてお伺いできればと思いま

す。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回の事業は、まずはスマイルエイジングから

取り組みますけど、いろんなそういったデータを集めて、そういったデ

ータを分析することで、市の施策をよくしたり、あるいはそのデータを

活用することで、よりよい市民のサービスを提供していくというところ

があります。そこのデータの分析をするというところで、来年度、工学

部に数理情報化学科が設置されますので、そこの学科はそういったデー

タ分析の専門部署になりますので、そこと連携して一緒にデータ分析を

していきたいというところが事業の目的となっております。 

 

笹木慶之委員 もう一点教えてください。私はずっとスマートウォッチをして

いるかと思ったんですよ。３か月したらもう引き上げるわけですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 参加状況によって、もう１回続けて参加という

こともあると思うんですが、１回は引き上げるようになります。 

 

笹木慶之委員 そうすると生活習慣が身についたということで、そこで取りや

めですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 一般的に例えばこの糖尿病予防教室とか、ある

いは特定保健指導とかというのが３か月から６か月程度やっております

ので、そこに合わせて少なくともその期間をやりたいというところから

事業設計をしております。 

 



 87 

笹木慶之委員 自分で考えた健康管理ですけど、私は始めたらずっと継続する

んですよね。継続しないと不安になるじゃないですか。やっぱそういう

ようなことは将来的には必要と思うんですけど、でないと管理できない

じゃないですか。例えば血圧であるとか、いろんなことを含めて、船の

遭難と一緒であったらおしまいなんですよ。遭難しないように運行して

いくのが健康管理でしょう。外してデータを失ったら、そこでおしまい

になってしまったらですね。だから、私はやっぱり継続こそ力というこ

とで、健康管理そのものはやっぱり継続してやらないといけないし、そ

んな一時的なものでいいのかなという気がするんですけど、それはあく

まで試行と考えるべきですかね。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 委員おっしゃるとおりで、健康管理は本当に継

続しないとやめてしまったら終わりですので、もちろん最初の１５０台

購入のところは市のほうで購入しますが、３年目には自分の持っている

スマートウォッチとの連携もできるようにしたいと考えておりますので、

３年目には自分で購入していただくようになると思うんですが、継続的

に参加していただくということもできるようにしていきたいと考えてお

ります。 

 

笹木慶之委員 それであれば、一時的に貸与するのもいいけど、あなたはこう

いうことで健康管理しなさいよと、非常にいいですよということで、ど

うぞ自分で買ってお持ちください。そのためのサンプルですと、やっぱ

そのぐらいの指導をしたほうがいいと思う。終わったら、それでおしま

いじゃなしにね。そういうふうに思います。意見です。 

 

前田浩志委員 ２４ページに実証があって実装へのステップ、ステップ２のと

ころの健診データの上に、当然、実証のステップ１があるから、実装の

ほうに移っていくという話になりますと、必ずステップ１の対象者の方

の一部は健診データをもらわないといけないような流れという理解でよ

ろしいでしょうか。 
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佐貫デジタル推進室室長補佐 １年目のステップ１のときは、いわゆるスマー

トウォッチのデータとか、あるいは聞き取りのデータ、あるいは身長と

か体重の計測等になると思うんですが、それだけでは例えば血液の状況

とかというのが分からないんですね。それが分かるのは、どうしても健

診データになってきますので、２年目にはそこのデータも取れるように

していきたいというのがステップ２となっております。 

 

前田浩志委員 くどいようで申し訳ないですけれども、やはりステップ１があ

って初めて当然ステップ２があるので、当然１を受けられた方のデータ

の積み重ねがあって、初めてステップ２の健診データも精査していくと、

こうですよという対象者の方が何人かいらっしゃらないと、結局やった

意味がないんじゃないかなということで質問させていただいたんです。 

 

和西企画部長 前田委員のお話というのは、例えば、来年付けた人が、その翌

年も血液を取ってというようなことを言われたんですか。 

 

前田浩司委員 健診のデータは、本人が健康診断を受けて、ただし、その前に、

今回、スマートウォッチとか本人のデータを収集しておきますよと。次

にそのデータを活かすために、次のステップ２があると私が認識してお

りますので、そのときには健康診断の本人の情報が要りますというとこ

ろで、初めて１、２が活きてくると。最終的にはステップ３のところで

は、当然レセプトというか、要はそういうデータとひもづけしていくと、

Ａさんのデータが３年間で、全部、整理ができて、将来的にはこういう

見方ができますよという流れが、市民の皆さん方に情報提供できるのか

なと私が認識しておったので、誤解がありましたらお許しください。 

 

長谷川知司分科会長 今のは意見ですか。それとも回答を求めますか。 

 

前田浩志委員 できれば、今の私の話の内容については、一部こうですよとい
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う回答をいただればということで、よろしくお願いします。 

 

九島デジタル推進室長 前田委員おっしゃるとおりかなと思っています。現在

のところですけれども、大体、糖尿病の予防教室参加者の方が、令和３

年が４０名、令和４年で５１名というようなデータを健康増進課のほう

から頂いています。ですので、台数を増やしていくことで、あと回数を

３か月にするのか、６か月にするかというところも含めて、なるべく継

続してやっていただいて、継続したデータでどうだったかというところ

をデータチェックとしてためておくということが、やはり今後の分析に

は役立っていけるかなと思っておりますので、募集の仕方とか何人ぐら

いがいらっしゃるかというところも加味しながら、なるべく続けてデー

タが取れるようなことを検討していきたいなと思っております。 

 

伊場勇委員 予算のことを聞きたいんですけど、システム開発委託料について

は、結局３か年で５，８００万円かけて作る予定になっているじゃない

ですか。なかなかの投資ですよね。開発の初年度からの予定も一応書か

れていますけど、もう少し詳しく教えてほしいです。どういったシステ

ムにして、どういった人が使ってというところについて少し詳しく教え

てください。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 初年度は、基本的にはデータ連携基盤とかデー

タベースの部分を作ります。そこにスマートウォッチからのデータを集

めて、集めたデータをダッシュボードと言って、グラフとか表形式で見

る画面、そういったものを見られるようにするところが１年目になりま

す。１年目はスマートウォッチのデータとか、体重とかそういった基礎

データとかというところになりますが、そこの入力していくデータを増

やしていくように、２年目３年目で増やしていくようになります。更に

集めたデータも初年度はダッシュボードを作るだけですけど、３年目ま

でには自分のスマートフォンでも確認できるような形に持っていきたい

と思っております。その中で、スマートフォンで確認するためには、や
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はりいろんなところにデータが行きますので、セキュリティとか、そう

いった個人の認証の部分とか、あるいはそういったセキュリティ対策が

必要になってきますし、例えば、レセプトデータをよそから呼び込もう

と思ったら、そういった外部との連携というところも必要になってきま

すので、そういうのを３年かけて構築していきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 ３か月間の自分のデータを取るとして、それは自分で逐一は見れ

ないんですか。１か月に１回、そこに行かないと見れないんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 もちろんスマートウォッチ上では見れるんです

が、持っておられる方は、多分、自分でお持ちのスマートフォンと連携

させて見ておられると思うんですけど、そこが１か月に１回しかできな

いので、３年目にはある程度、自分のスマートフォンでも確認できるよ

うにしていきたいと考えております。 

 

伊場勇委員 分かりました。その下の運営支援も委託されるということですけ

ども、どういった支援をどういったところにお願いするんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 こちらは、そういったデータ連携基盤を作った

後の、例えばサポートとかセキュリティ対応とか、何かあったときの２

４時間対応の費用となります。 

 

伊場勇委員 ２４時間対応してくれるところに委託するんですか。そういった

民間企業にお願いするということですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 はい。民間企業に委託するようになります。 

 

伊場勇委員 システム利用料は作ったものの利用料だと思うので、その下の機

械器具費のところで、スマートウォッチが１台５、６万円ですね。アド

バイザリー業務というのが、どういった方にどの程度お願いするのか、
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もう少し詳しく教えてください。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回、理科大と連携してデータ分析をしていき

たいと考えています。それについては、３年目にそういったデータ分析

ができるように体制を構築していきたいと考えていますが、そういった

データ分析、特にそういった医療関係、健康関係の医療データ分析とい

うのが我々ではなかなか難しいところもありますので、そういったとこ

ろを、そういった医療、健康データのそういった分析のプロの民間事業

の事業者の方がいらっしゃいますので、そういったところから支援を受

けたいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 いらっしゃるって何か思い当たるところあるんですか。

伊場委員の質疑に関連して、一番上のシステム開発の委託先というのも

民間ですか。もうどこの企業かほぼ分かっているんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 九島室長に来ていただいている日本情報通信と

連携しておりますので、そことの連携というのをしていきたいと考えて

おります。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると下のシステム運用の支援業務も同じかな。シ

ステムの利用料というのはそこで発生するから、利用料は違うかな。運

用支援のほうも一緒ですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 このシステム開発委託料とか運用支援利用料と

いうのは、全部一連の作業になります。 

 

宮本政志副分科会長 では、アドバイザリーのほうはどうですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 これも、今回のそういったデータ連携基盤の構

築とそういったデータ分析というのを一緒にやっていきたいと考えてお
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りますので、連携していただける会社とやりたいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 それと、その上の機械器具、先ほど予算書のほう９９万

円でしたよね。そうすると、ここ見ると約５０万円弱ぐらいかな。これ

はどういったものか、あまり細かいのはいいですけど、大まかどういっ

たものが入るんですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 こちらですね、医療器械器具と通信料を枠の関

係で混ぜ合わせて書いております。通信料です。スマートウォッチから

データを取り込むときにやっぱり通信が必要になってくるので、その通

信料が入っております。 

 

宮本政志副分科会長 それと予算書のときでもよかったけど、この報償金５０

万円というのは何ですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 今回の事業の目的として、大学とデータ分析を

行っていきたいと考えております。山口東京理科大学に新しく学科がで

きますが、そこの先生がまだいつ頃来られるのかというところが分かり

ません。専門課程が始まるのが１年後になってきますので、例えば、先

生が遠くから来ていただくときの旅費等、あるいはそういった会議に出

ていただくときの報償費というのがこの分になります。 

 

古豊和惠委員 今ですね、こうやって実証実験みたいにやられるわけじゃない

ですか。市の職員でスマートウォッチを実際に持ってらっしゃる方とい

うのは大体どのぐらいいらっしゃるか把握されているんですかね。私が

見た感じ、かなりの人数の方が持ってらっしゃるような気がするんです

けれど、そうすると、まず市の職員にこういうのをお願いして始めると

いうことは難しいんでしょうか。そうすると、このスマートウォッチを

購入しなくても、すぐに始められるのではないかなと思ったんです。 
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佐貫デジタル推進室室長補佐 申し訳ありませんが、市の職員でどれだけの方

が持っているかという状況は分かりません。今回、ＤＸ協創プラットフ

ォームでやってみたというのも、実際やってみないと分からないなとい

うところもあったので、今回２０台ほど令和４年度に購入してやってみ

たというところはあります。そこで一定の効果が見込まれたので、事業

化に踏み切ったというところはあります。 

 

古豊和惠委員 先ほどこれから個人で持たれている方にお願いしようって言わ

れていましたけれども、例えば、議員の中でも持っている人がいれば対

象になるでしょうし、市の職員も持ってらっしゃる方がいらっしゃれば

対象になり得るということですか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 そうですね。初年度は難しいんですが、３年目

にはそういう形にできればと考えております。今回の事業の目的が、デ

ータ連携基盤の構築ということになります。ここにそういったスマート

ウォチのデータとかいろんなデータを集めて分析していく、あるいは市

民のサービスに活用していく、まずは健康づくりから取り組みますが、

将来的には３年目以降、４年目以降とかになりますけど、ほかの分野に

も広げていきたいと考えておって、そういったいろんな分野に広がって

いけばスマートシティというふうにつながっていきますので、そういっ

た事業をする中で、いろんなそういった個人の持っている方のスマート

ウォチとかも活用できればと考えております。 

 

岡山明委員 ちょっと確認ですけど、これは生活習慣のデータを収集しますよ

ね。それがメインの仕事になってくるんですけど、スマートウォッチ以

外にデータ収集の形は取られますかね。何かありますか。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 まずはスマートウォッチとかいろんな健康デー

タのデータを集めていこうと思っていますが、市は、いろんな行政デー

タとか、ほかに持っていますし、あるいは、例えばよその市町が持って
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いるようなデータとか国が持っているようなデータとか、そういったデ

ータの幅というのはだんだん広げることで、データ分析の幅を広げてい

きたいと思っていますし、そういったデータを活用したサービスの幅も

広げていきたいと考えております。 

 

岡山明委員 山陽小野田市以外のそういうデータ採取はされるという状況で、

一番、肝腎要の山陽小野田市の市民の方々のデータ採取に関しては、今

回の事業に当たって、糖尿病という病名をそういう調査していくという

段階に進むんでしょうけど、最初のスタートの時点で、今年はスマート

ウォッチ５０台ですよね。なおかつ３か月経ったら、交代するという話

もされていました。例えば、糖尿病の患者が新たにされて、３か月で返

してっていたときに血糖値が上がっていたと。データ採取がメインにな

るなら、ある程度、一発１００人ぐらいのデータ採取を１年間ぐらい継

続して、１年後に変えましょうかと、そういうデータ採取の形も必要と

思うんですけど、その辺の考えはどうですか。 

 

和西企画部長 今回のこの事業目的が資料の２７ページにありますが、データ

連携基盤を作るというのが最終的な目標でございます。よその市町、会

津若松市、近隣では下関市、山口市では、先にこのデータ連携基盤を導

入します。導入して、それから何をするかということを、どんな地域課

題に対してデータを収集して、市民の暮らしに役立てていこうかという

ような取組をしているところが大半の市町ですけれど、本市の場合、先

に、実際にデータ連携基盤のプロトタイプというか、試作品を作り上げ

ていこうと。それが糖尿病のデータであると、糖尿病のデータから積み

上げていって、山陽小野田市のデータ連携基盤というのはこういうもの

でいけるなということで作り上げていくということです。ですから、先

ほどから、岡山委員が言われている、その方の健康が改善するというの

は、それはそれですごくいいこととは思うんですけれど、目的はその方

がアップルウォッチを付けたとき、それから付けた間の３か月の間にど

ういう生活をされて、どういうことをされたから、数値がよくなってい
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ったかというところをいただいて、そのデータを積み上げていくことに

よって、データ連携基盤をやがて作り上げていきたいというのが目的で

あります。もちろんその付けた方には、その３か月の間の生活の動きで

全部データが可視化できるので、そのデータを見ながら、そうやって毎

日５，０００歩歩いたからやはり下がりましたねとかというアドバイス

はできますけれど、こちらの事業の目的としては、そういうふうなデー

タ連携基盤のスタートを切るというところを御理解いただきたいなと思

います。本人にフォーカスして、健康づくりをするというのはあるんで

すけれど、そちらの先にあるところを、この事業というのは御理解いた

だきたいなと思います。 

 

宮本政志副分科会長 部長がおっしゃったように、もう２１ページの事業概要

に書いてありますよね。まずは健康データの活用から取り組んでいきま

すよと。そこから、今いろんな委員から質疑が出たけど、将来、これが

どんどん進んでいったら、本当スマートシティで大学を活かした本市の

本当強みになっていくということを目指して、取りあえずここはこうや

って健康データの活用化から取り組んでいきますよって書いてあるので、

このことしっかりされていって、令和６年度、７年度も書いていますけ

ど、恐らくこれ今システム開発とかどんどん進歩拡充していきながらと

いう予算だと思うので、これぜひ、この令和５年度のこの事業というの

は、非常に本市の僕は強みだろうと思う。これ、いい事業だなと思いま

す。だから、しっかりこれ結果出たら、逆にね、令和６年度、７年度も

っと予算広げてでも、この強みを本市に広げていくという方向性でこの

５年度は頑張っていただきたい。この事業費、非常に期待できるなと思

っています。これ質疑じゃないので、私の意見として申し上げたので、

意見にとどめます。 

 

岡山明委員 私もそう思っているんですよ。この山陽小野田市として誇れる、

そういう宝物を作ってきているという状況がある。理科大との連携が取

れたら、これは全国でも有数のシステムになる可能性があるんですよね。
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そういう大事な事業だから、今言ったようにスマートウォッチを３か月

じゃなくて半年でもいいから、１００台を全部付けてもらって、今から

半年やったら結構データが出てくると思うんですよ。そういう形の推進

をしていただきたい。そうしないともったいないと思うんですよ。三つ

が連携できる事業がこれしかないんだから、スマートウォッチは６万円

するかもしれないけど、高い時計だけど、是非、事業を拡大をして、全

国に訴えるような事業にできるんじゃないかという意味で…… 

 

長谷川知司分科会長 岡山委員、意見でいいですか。 

 

和西企画部長 岡山委員のお話はデータのとり方の話になりますので、そこは

これから検討していくと思います。３か月でデータが有益なデータにな

るか、６か月のデータになるかというところについては、これから先の

やり方で事務局のほうでしっかり検討させていただきます。先ほど副委

員長言われましたが、現在スマイルエイジングに取り組んでおります。

そういった中で、なかなかスマイルエイジングの数値化、今回は糖尿病

ですけど、つまり本市がスマイルエイジングに取り組んでいるけれど、

そのスマイルエイジングという事業がどれだけうまくいっているのか、

あたりの数値化というところについて、今回この事業でチャレンジして

いきたいということでございます。それは、やはりデータを取るという

ことです。そのデータを取ることによって、この糖尿病予防ということ

に関して、大学と連携して、一定数のサンプルがあって、こういう行動

をすれば、糖尿が予防できるんじゃないのかというところを大学ととも

にデータ分析することによって、ほかの全国にはないような、山陽小野

田市って糖尿病の予防に本当にチャレンジしているんだなということが、

やはり言えるようになるかとは思うところでございます。ただ一つ、今

回、これすごくチャレンジな事業でございまして、先ほどプロトタイプ

とお話しましたけれど、やりながらいろいろ軌道修正していかなきゃい

けないと思いますので、今回、地方創生交付金で３か年ということで一

応の事業計画を出しておるんですけれど、やはりその辺りはやりながら、
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修正しながら、その最終目標データ連携基盤に向けて取組を進めていき

たいというところはお含みいただければと思います。 

 

長谷川知司分科会長 いいですか。（「ありません」と呼ぶ者あり）これで、

審査事業５番を終わります。次に審査事業６番に入りますが、職員の入

替えがあるわけですね。暫時休憩で、１０分程度休憩します。お疲れ様

です。 

 

午後２時５７分 休憩 

 

午後３時５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

審査番号⑤、審査事業６、執行部からの説明をお願いいたします。 

 

杉山シティセールス課長 審査事業６番、「スマイルシティ・ライフ体験事業」

について御説明します。事業の説明に入る前に、本市の移住者の増加に

向けた考え方を共有するため整理した表がありますので、３４ページを

御覧ください。上段の枠内は、移住者の増加に向けた事業を実施する前

提としての本市の課題と取組を記載しています。一つ目は、県外での本

市の認知度がまだまだ低いことであり、今後も引き続き本市の認知度の

向上が必要なことです。二つ目は、本市を認知している移住関心層を創

出することです。移住者を増やすためには、やみくもに事業を実施する

のではなく、移住の確度の高いターゲットを創出し、ターゲットに対し

てＰＲやお試し滞在などのアプローチを行うことが必要と考えています。

下の表は、本市への定住意向「なし」、「移住検討者」、「移住者」、

「定住者」の四つの段階に分けて、本市が取り組む移住定住施策を整理

しています。一番左の定住意向「なし」のグループに向けては、まず、

本市に関心を持ってもらうことがスタートであり、観光、ふるさと納税

を含めたシティセールス全般が該当します。そして、本市を認知してい
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ただいた中から、移住に関するアンケートの実施により、移住関心層及

び候補者の集団を抽出することが重要です。この母集団は、本市を移住

候補地としている人だけでなく、どこかに移住してみたいという移住自

体に興味がある人を含み、今後、本市へ移住の可能性がある全ての方々

を表しています。次に、「移住検討者」に向けては、まず、本市を具体

的な移住先候補に加えてもらうための誘導策として、ホームページやリ

ーフレットによる移住検討に役立つ情報の提供や、移住先として広く知

ってもらうためのＰＲ、例えばオンラインセミナーの開催や移住フェア

への参加を行います。次に、本市を移住先候補とする人への積極的誘致

活動として、移住相談体制づくり、お試し滞在、移住ツアーなどを実施

し、移住検討者から移住者となるように働きかけます。その次の段階は、

「移住者」で、移住者の受け入れ体制づくり、移住後のフォロー体制づ

くりが重要です。最終的に一番右の、移住後３年から５年を経過して「定

住者」となってもらうことがゴールと考えています。それでは事業の説

明に入ります。３１ページを御覧ください。当事業の概要は、１にあり

ますとおり、移住検討者に対し、丁寧に御相談に応じるとともに、短期

の滞在を通して、本市のまちの雰囲気や生活環境等を体験できる機会、

いわゆるスマイルシティ・ライフを提供することにより、本市への移住

促進を図り、移住者の増加を目的とするものです。２の委託契約期間は、

令和４年９月１日から令和７年１１月３０日までで、３年間の債務負担

行為を設定しています。このスマイルシティ・ライフ体験事業の令和４

年度の取組は３のとおりです。まず、受託業者を選定するため、令和４

年６月から、公募型プロポーザル方式による募集を開始し、令和４年９

月１日に契約を締結しました。続く９月から１１月までを準備期間とし

て、移住支援員の決定、教育を行いました。そして、１２月からスマイ

ルシティ・ライフ体験事業として、受託業者、移住支援員、市職員が一

体となって開始した取組内容は、（１）から（３）までの三つです。一

つ目は、移住支援員の河口温美さんを配置し、移住検討者からの御相談

に応じ、移住に向けた関係構築を図っています。また、移住定住情報ポ

ータルサイトやインスタグラムを活用して、公園や自然環境などの「本
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市の住みよさ」、移住相談に関する情報を発信しています。二つ目の取

組は、「お試し暮らし」の提供です。この「お試し暮らし」は、移住検

討者が市内の宿泊施設に滞在した場合の宿泊費用を、市が補助するもの

です。移住支援員の河口さんと市職員が移住検討者をアテンドする予定

で、令和４年度は、１２月１日から４か月の実施であることから、３組

の利用を想定していましたが、令和５年２月２０日時点で、すでに２組

３人の利用申請がありました。三つ目は、移住フェアへの参加です。本

市が参加する移住フェアに、市職員と一緒に移住支援員が参加し、本市

相談ブースへの誘客、移住相談対応等の業務に当たり、移住検討者を獲

得するものです。この実績としましては、今年１月に東京で開催された

移住フェアでは２２件２７人、翌月２月に大阪で開催された移住フェア

では６件９人の移住相談を受け付けました。これらの相談件数は、同日

に参加していた県内の自治体の中で最も多い相談件数となっています。

契約期間２年度目となる令和５年度の取組は、４のとおりです。３２ペ

ージを御覧ください。令和４年度の（１）移住支援員による移住相談対

応、（２）移住検討者への「お試し暮らし」の提供、（３）本市が参加

する移住フェアの協力等の取組を継続します。これらに加え、令和５年

度は新たに（４）オンラインセミナーを実施します。支出の内訳と合わ

せて御説明しますが、３３ページを御覧ください。①スマイルシティ・

ライフ体験事業委託料は、１２か月分として６７３万２，０００円を計

上しています。この業務委託の内容は、先ほど３１ページで御説明した

（１）から（３）について、受託業者と移住支援員が関わる費用で、令

和５年度は新たに、移住支援員が企画する移住オーダーメイドツアーの

実施を含み、年間１０組３０人を想定しています。②お試し滞在利用補

助金は、１０組の利用を想定し、４人家族の宿泊に対し１泊当たり７,

０００円を４泊分補助すると想定して、１１２万円を計上しています。

利用希望者のお試し滞在のアテンドは、移住支援員、市職員が行います

が、補助金は市から交付します。③移住フェア相談対応業務委託料は、

東京３回、大阪１回の移住フェアへの参加を予定し、２７万７，０００

円を計上しています。これは、市職員と一緒に移住支援員が参加し、本
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市相談ブースへの誘客、移住相談対応等の業務に当たり、移住検討者を

獲得するものです。④オンラインセミナー委託料は、年２回の開催を予

定し、２８２万３，０００円を計上しています。セミナー開催の目的は、

本市を認知している移住検討者、今後移住施策を実施していく上での対

象者となる移住検討者の形成、移住検討者との顔の見える関係性の構築

です。内容は、本市の紹介、先輩移住者や移住支援員によるパネルトー

ク、仕事などテーマを設けた座談会、グループに分かれたトークルーム

開設、質疑応答等となっています。委託料の内訳としては、セミナー集

客プロモーションが１７６万円、告知ページ及びバナー作成費用に３６

万３，０００円、セミナーの運営に７０万円で、セミナーの参加人数は

各回３０人、合計６０人の参加を想定しています。最後に５、令和６年

度以降の取組です。令和５年度までの取組に加え、移住検討者が、本市

に移住した後も円滑に定住できるよう、継続して相談に応じることによ

り、移住者の獲得につなげます。それでは、当事業の指標について、２

９ページを御覧ください。成果指標の一つ目である「移住相談件数」は、

移住フェアへの参加やオンラインセミナーの開催などで、移住検討者に

対して本市を移住先として広く知ってもらうためのＰＲにより、移住支

援員が丁寧に相談に応じ、移住相談件数の増加、移住者数の増加につな

げたいという考えから３５０件に設定しています。 成果指標の二つ目

である「お試し暮らし利用人数」は、予算計上した上限人数４０人で設

定しています。成果指標の三つ目である「移住者数」は、当事業の取組

の中で、移住支援員が移住検討者の相談から、お試し暮らしやオンライ

ンセミナーへの参加など、密にコミュニケーションを重ねた結果、本市

への移住に繋がった実人数として１０人を設定しています。事業の妥当

性、有効性、効率性については、地方創生の観点から、転入者の増加を

促進することは、人口減少の抑制に有効であり、必須の自治体業務であ

ること等から評価し、合計３７点となりました。これらの支出１,０９５

万２，０００円に対する財源としましては、全額、一般財源を充当しま

す。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。  

 



 101 

長谷川知司分科会長 委員からの質疑を受け付けます。 

 

伊場勇委員 令和４年度からこの事業を進めて、申請２組３名ということです

が、どういった方でございましたか。その結果を含んで、令和５年度こ

ういったことに活かしたいとか、そういったところについてお聞かせく

ださい。 

 

道元シティセールス課課長補佐 このお試し暮らしの令和５年２月２０日時点

の申請２組３人の内訳でございます。個人情報になりますので詳細には

お伝えできないところですが、１組は個人で来られました。もう１組は

御夫婦で来られましたので、２組３人となっております。居住地につき

ましては、いずれも大阪です。市内のビジネスホテルにそれぞれ２泊と

３泊宿泊していただき、期間中、不動産物件を回られました。交通のほ

うでは、バスとか自転車とかでどういった道があるのか確かめられたり、

あとはお買物の場所、スーパーマーケットに直接行かれて、どういった

ものが並んでいるのか、お魚とか野菜とかの物価も確認しておりました。

こういったところを移住支援員と市の職員が同行して、一緒になって、

お試し暮らしのアテンドをしたところです。次年度につきましても、お

試し暮らしをどんどんＰＲして、実際に現地を訪れていただき移住者の

獲得につなげていきたいと考えております。今年度の結果につきまして

は、このうちの１組が、現在山陽野田市内の居住を検討して、ほぼほぼ

決定していると移住支援員から聞いております。 

 

伊場勇委員 効果的なコマーシャルがされているのかというところも気になる

ところでございますが、２組の方はどういったものを見て来られたんで

しょうか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 一つは、まず移住のポータルサイトを新たに

市で作りましたスマイルライフというポータルサイト、そちらのお問合

せフォームからのお問合せがございました。もう一つは、直接、移住フ
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ェアに来られ、そこで情報を得られたところです。 

 

伊場勇委員 そのコマーシャルの移住フェアということを今おっしゃいました

が、県内で一番相談に来られましたとおっしゃっているんですけど、今

年度、新たにフェアを何回も開催されるところに出向かれるようでござ

いますが、少しポスターを変えたり、そういった仕様というのも来年度

また少し変えたりするんですか、今のままをそのまま続けるんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 移住フェアに飾るポスターは、これまで「笑

顔生まれる」というくぐり岩と花の海のひまわりを飾ったシティセール

スポスターを提出していましたが、今年新たに第２弾のポスターとして、

実際に住んでいる方の笑顔、青空の下で笑顔の３組の方のポスターを作

成しました。こちらを順次、移住フェアで掲出しまして、ＰＲをしてい

きたいなと考えております。実際に移住フェアに行ったときに、山陽小

野田市ってどういったところですかと尋ねられます。なかなか知名度が

ないのですが、いや、冬でも海沿いでこんな青空があるんですよ、瀬戸

内海に面した温暖な気候ですよということを話しますと、非常に話も弾

みますし、山陽小野田市というところをイメージしていただけるような

ポスターになっております。 

 

長谷川知司分科会長 関連でお聞きするんですけど、体験されたお１人の方と

夫婦の方、年代を教えてください。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 御夫婦で来られた方は、３０代前半の御

夫婦です。もう１組、個人で来られた方については、６０歳を過ぎられ

た、セカンドライフでというところで、こちらのほうに来られた方にな

っております。 

 

長谷川知司分科会長 それで、その御夫婦の方は、お仕事については何も言わ

れませんでしたか。 
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水野シティセールス課定住促進係長 お仕事のほうについては、こちらのほう

で決定はされていらっしゃったんですが、住まいについて、市内のどの

辺にしようかとか、若しくは宇部も検討に入っていらっしゃいましたの

で、その辺の下見をされに来られたというところです。 

 

伊場勇委員 令和５年度はオンラインセミナーをされるということでございま

すが、いろいろ３３ページの内訳を見る中で、集客プロモーションに結

構お金がかかるなと。広告ページ、バナーも分かるんですけども、セミ

ナーの運営についても結構な金額だなと思うんですけれども、どういっ

た運営をするのか、内容は書かれているとおりだと思うんですけど、そ

の辺について教えてください。 

 

道元シティセールス課課長補佐 オンラインセミナーの目的は、移住というキ

ーワードに興味のある方にまず参加していただき、山陽小野田市のこと

をまずは知ってもらうと。そして、移住検討者になってもらうというこ

とが一つ。そして、もう一つが、移住フェアやこれまで相談を重ねた方

に参加していただき、接触回数、コミュニケーションを増やすというこ

とが目的となっております。運営につきましては、スマイルシティ・ラ

イフ体験事業の受託事業者と連携をしまして、市と一緒に合同で開催し

たいと考えております。オンラインなので、場所は市役所かどこかの空

いたところで開催したいと考えております。 

 

笹木慶之委員 この事業を取り組むに当たって、関係する職員はしっかりいろ

んなことを情報といいますか、検討されて取り組んでおられるとは思う

んだけど、いろいろ問合せがあるということが分かりました。問い合わ

せがあったときのいわゆるデータというか、どういう年齢の人が、ある

いはどういうご家族の人がどういうことに興味を持って、どういったこ

とがあまりそぐわないというかということは、全部データを持っておら

れますよね。そういったものを基にして、この事業に新たに取り組むと
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いうことだと思うんですけど、心配な点はありませんか。今現在で、こ

の事業のこれが不安ということはありませんか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 この事業につきまして、現時点での不安とい

いますか、課題ですね。一つは先ほど申し上げましたが、市の認知度が

首都圏のほうでは少し低い。そして、もう一つが実際にこの山陽小野田

市の移住のターゲットを子育て世代と設定しているのですが、どうして

もその子育て世代にまだちょっと刺さってないのかなと感じているとこ

ろです。こういったところをクリアしたいと思いますので、次年度、こ

のオンラインセミナーの広告を子育て世代に向けて、ターゲットを絞っ

てＰＲするとか、ほかのＰＲ媒体を使って、子育て世代を呼び込むとい

うような手法を考えております。 

 

笹木慶之委員 それで、実は私もいろんなそういう関連するテレビを大分見て

いるんですけど、ＮＨＫの「いいいじゅー！！」とか見ていますが、や

はり皆さん方が大体そろって言われることは、健康にいいとか、あるい

は住んで気持ちがいいとか、それからやっぱり仕事のことを言われます

ね。そして、やっぱり子育てがしっかりできるかどうかというようなこ

とを言われるということで、私自身も個人的にはいろんな人に帰ってこ

いよという話をしていますけど、どうしても行き詰まるところ、子供の

教育のことなんです。教育もかなり変わってきているよという話をする

んだけど、いろんなところで、やっぱりそういったことを、それは本気

かどうか分かりませんけど、そういう辺りがあって、やはり子育ての問

題が大きなウエートを占めていると思います。だから、僕は市が進んで

いる方向性がいいと思うんだけど、もう少し何か足りないような気がす

るけど、それを私自身分からないんだけどね。何か少し足りないんです

よ。それが宇部にはあるっていうんですよ。それは分からない。質問で

あってないようなものですけど、その辺りのことをやっぱり本当にじっ

くり考えた手だてというか、だから、この支援相談員がおられますよね。

この人がしっかりそれをされると思うんだけど、市の職員もやっぱりそ
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の辺をしっかり見て、本当に真剣に取り組んでほしいと思っています。

意見になりますけどね。なかなか言いようがない。お願いします。 

 

宮本政志副分科会長 ２９ページの事業概要の下から２番目に、県外の移住フ

ェアでの相談対応も実施すると書いてあって、特記事項に東京、大阪と

あるんですけど、このフェアを実施する県外というのは、東京と大阪で

いいんですかね。 

 

道元シティセールス課課長補佐 東京が３回、大阪が１回という設定になって

います。 

 

宮本政志副分科会長 なぜ東京と大阪なんでしょうか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 移住のターゲットとしているのが、この首都

圏に住まれている子育て世代です。こちらに移住検討者が非常にたくさ

んいらっしゃいます。この移住検討者に山陽小野田市を移住検討の一つ

の候補に加えていただきたいというところで、まず、東京に３回ほどフ

ェアに行きたいと考えております。それからもう一つは、大阪も移住検

討者が非常に多いです。ですので、大阪にも１回以上は行きたいという

ところで、東京と大阪の２都市で移住フェアに出展したいと考えており

ます。 

 

宮本政志副分科会長 例えば、若者の転出先が福岡、広島よりも東京と大阪が

もう本当多いと。そういったデータとかいろんなデータを基に首都圏な

ら東京だけじゃなく、東京と大阪と言われたので、何かそういったデー

タというか、根拠を持って、東京と大阪を選ばれているんですか。 

 

杉山シティセールス課長 本市の転出先で、東京が一番多いというわけではな

いんですけれども、昨日、御審議いただいた地域おこし協力隊の募集も

兼ねてフェア出展しますので、今年は東京の回数を増やしているという
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状況です。 

 

宮本政志副分科会長 それと先ほど伊場委員から３３ページのオンラインセミ

ナー委託料の件で質疑があったと思うんですけど、セミナー集客プロモ

ーション、それから告知ページ、バナー作成とセミナー運営が具体的に

それぞれこういったことですよというのを教えてもらっていいですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 セミナー集客プロモーションにつきましては、

高い金額を設定しております。これはなぜかといいますと、山陽小野田

市ということを知らない方に向けて、これをＰＲしないといけない。広

告媒体を活用して、オンラインセミナーの開催をＰＲしたいというとこ

ろです。実際に活用する場所につきましては、ピーティックスというイ

ベント管理をする運営サービスのアプリがございます。こちらを活用し

て、どんどんＰＲをしていきたいと考えております。次に、告知ページ

とバナーの作成につきましては、受託業者にオンラインセミナーを開催

しますよという告知専用のページ、それからインスタグラムであるとか、

ＳＮＳでの広告媒体を活用するようなバナーを作成していただきます。

そして、クリックすると、直接申込みのサイトに飛ぶような仕掛けをし

ます。最後にセミナー運営につきましては、実際にこのセミナーにかか

る登壇者の旅費とか謝礼金とかを考えております。 

 

宮本政志副分科会長 それから②のお試し滞在利用補助金、５年度ですね。市

内の宿泊施設というので、１人当たり１泊７，０００円を上限とすると、

７，０００円って結構安いんだけど、あるんですか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 このお試し滞在利用補助金については、

食事は省いた素泊まりの料金というふうにしておりまして、今回、利用

された方も１泊は７，０００円以内に収まっている状況でございます。

ビジネスホテルです。 
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道元シティセールス課課長補佐 補足でございますが、把握する限りシングル

であれば７，０００円以上のところはないというところです。しかしな

がら、時期に応じてこの金額が変動するところもありますので、もしか

したらその時期に応じては７，０００円を超えることもあるのかなと考

えております。基本的な考えとしましては、このお試し滞在につきまし

ては、移住検討者の方に費用を負担させないというところが目的の一つ

でしたので、最大の幅を見て７，０００円という額を設定したところで

ございます。 

 

宮本政志副分科会長 例えば、４，０００円のところに泊まったら、上限７，

０００円の残りの３，０００円で食事してもいいんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 別料金の食事は除くのですが、食事付プラン

とか、食事無料プランとか、結構ありますので、そちらの場合は食事を

されて構いません。 

 

宮本政志副分科会長 それと１番、ノウハウを教育とか、２番目もインスタに

よって情報発信しますよとか、三つ目も四つ目も関係を構築していきま

すよ。その下はフォローしていきますよって書いてあるけど、これらの

確認はどうされるんですか。例えば、関係構築はきちっとできたかどう

かの確認とかね、ノウハウを教育した、その教育がちゃんと行き渡った

成果ですよね。そういう確認というのは、ヒアリングか何かどのように

されるんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 現在も契約を交わしてから、受託業者と毎週、

市のほうでオンラインミーティングを行っております。それから１１月

からは、移住支援員も加わりまして、毎週３者間でオンラインミーティ

ングを重ねております。１週間の出来事であるとか、移住検討者の動向、

この方が今度お試し暮らしに来ますよとか、そういったことを情報共有

するような形で、３者間で共有しながら事業を進めております。 
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伊場勇委員 移住なので引っ越しと違いますよね。引っ越しは住むところが変

わるんだろうけど、移住は生活スタイルが変わるということで、来られ

る人はその仕事のつくり方とか、例えば、都心であればあり得ない価格

で、こっちはいろんな家賃が安かったりとか、駐車場代が安かったりし

ます。不動産情報行かれたって言いますけど、やっぱり住むところって

結構重要だと思うんですよね。いろいろ他市町では空き家バンクとつな

げたりとか。多分、宇部市は空き家に実際に住んでもらったりしている

んじゃないですか。本市はそうではなくて、ビジネスホテルでね、それ

も新しい取組で、それは別に否定するわけじゃないんですけども、だか

ら、そういった、ただこういう空き家があって、こういうところに入れ

るとかそういったマッチングとかするのも、こういう移住対策の事業の

一環だと思うんですけど、そういった空き家バンクとかの情報とかもア

ナウンスするとか、そういったところもあるんですか。本市は少ないで

すけど。 

 

道元シティセールス課課長補佐 委員の御指摘のとおり、今も空き家バンクの

サイトをポータルサイトでリンクするなどして、情報を移住検討者に提

供するようにはしております。また、移住支援員が空き家バンク等の情

報の相談があったときには、生活安全課のほうに直接出向いて、情報を

移住支援員と移住検討者と共有して、状況によっては現地まで行くよう

なこともあろうかと思います。今のところ、まだないんですけども、そ

ういった連携も今後は考えていきたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あ

り）なければ審査事業６を終わりまして、次に審査事業９、５１ページ

からですね。説明をお願いします。 

 

杉山シティセールス課長 では続けて、審査事業９番、ゴルフ場ＰＲ事業の概

要から御説明しますので、５３ページを御覧ください。まず、「１事業
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目的」としましては、本市における観光資源の１つである「ゴルフ場」

にスポットを当て、本市を「ゴルフのまち」としてＰＲすることにより、

ゴルフ場の利用促進に加え、本市の認知度向上及び観光誘客を図ること

を目的としています。次に、「２事業概要」としましては、市内６か所

のゴルフ場の特色が分かるリーフレットを作成し、市内ゴルフ場のほか、

山陽小野田市観光振興プランで設定した県内、北部九州エリアのゴルフ

練習場での情報発信の強化を図ります。また、市外及び県外における観

光ＰＲイベントにおいても、リーフレットを活用し、積極的にゴルフ場

のＰＲを行います。リーフレットの内容としましては、３にありますと

おり、各場におけるコースの特色、レストランや入浴設備など、ゴルフ

場利用者の関心がある施設情報のほか、飲食店や宿泊施設、観光スポッ

トを周辺マップの中で紹介し、市内への周遊につなげたいと考えていま

す。具体的な仕様として、「(１) 規格」につきましては、Ａ５判カラー

刷りで最低８ページ、手に取りやすく持ち運びやすいものとし、「(２) 部

数」は１０,０００部を予定し、「(３) 事業費」はパンフレット制作委

託料として１００万円を計上しています。「(４) リーフレットの内容」

としましては、先ほど御説明したとおり、①から③までを掲載します。

「(５) 配布先」につきましては、①市内６か所のゴルフ場、②県内及び

③北部九州のゴルフ練習場、④花の海、ＪＲ小野田駅及び厚狭駅、山口

宇部空港などの市外からの集客が見込める施設等、⑤市外及び県外にお

ける観光ＰＲイベントでの配布を予定しています。「(６) 業者選定方法」

につきましては、公募型プロポーザル方式により選定し、事業スケジュ

ールは４のとおりです。プロポーザルの公募開始は、６月中旬とし、受

託事業者との契約締結は、８月下旬を予定しています。リーフレットの

納品につきましては、１２月下旬とし、翌年１月からリーフレットの配

布を開始します。それでは、５１ページを御覧ください。当事業の指標

につきましては、成果指標として「ゴルフ場利用者数」を掲げ、年間５,

０００部のリーフレットを配布し、配布数５,０００部の１割に当たる利

用者数５００人の増加を見込んでいます。令和５年度につきましては、

１月から３月までの３か月の配布となるため、配布数１,２５０部を想定
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し、その１割に当たる利用者数１２５人の増加を見込んでいます。事業

の妥当性、有効性、効率性については、重点プロジェクト「３-(１)観光

による交流人口の増加」に該当する事業であること等から評価し、合計

３７点としました。予算につきましては、５２ページを御覧ください。

支出として、パンフレット制作業務委託料１００万円を計上し、財源と

しましては、事業費１００万円の２分の１に当たる５０万円にデジタル

田園都市国家構想推進交付金を充当し、残額５０万円には一般財源を充

当しています。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 委員からの質疑を受け付けます。 

 

伊場勇委員 このゴルフのＰＲについては、やっと出てきたなという感覚なん

ですけども、７，０００万円のゴルフ場利用税交付金があってですね。

約７，０００万円ですけど、今回１００万円の予算を付けていただいて、

この１万部で１００万円ということですが、これはデザイン料込みで、

プロポーザルにかけるところなんですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらの１００万円の内訳としましては、

チラシの印刷製本費に加え、委員が言われたようにデザイン料、更に企

画料についても含まれております。 

 

伊場勇委員 リーフレットの内容、コースの特色、レストラン等々、情報プラ

スアルファ、周遊マップでゴルフに来ていただいて周遊につなげるとい

う、結構ここハードル高いんじゃないかなって思うんですよ。西側のゴ

ルフ場も、県外の方が半分以上来られているところとかもあるんですけ

ども、やはりゴルフに来てすぐ帰られますよね。どこで止めるんだろう、

パンフレットで止まるのかなって思うんですけれども、例えば、ゴルフ

場に地産の何か置いて、そこから何か引き込むやり方があるとか、紙媒

体だけじゃなかなか弱いんじゃないかなって思っていて、その辺はどう

いうふうに進めていくと考えていけばいいですか。周遊について。 
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渋谷シティセールス課観光振興係長 委員が御指摘されたとおり、ゴルフ場事

業者の方からも確かにゴルフを利用される方の観光周遊はかなり難しい

んじゃないかという御意見を頂いております。この度のリーフレットで

は、そういった御意見も加味して、マップのほうに掲載する内容として、

一番効果的と思われる飲食店情報と宿泊情報、こちらは必ず必須条件と

して盛り込みたいと思っています。さらには観光としてＰＲするパンフ

レットになりますので、観光スポットの情報も盛り込んで製作します。

御意見のあったお土産等の販売についても、事業者様のほうに御意見を

頂いておりまして、今後、検討の余地ありと聞いております。今回はリ

ーフレット製作のみになっておりますが、今後の展開として検討してま

いりたいと考えております。 

 

杉山シティセールス課長 補足いたします。ゴルフに来られた方が、そのまま

市内周遊にゴルフのメンバーで行かれるとはあまり思えないのですが、

ただ、せっかくゴルフをきっかけに本市に来られるので、今度は家族と

来る場所があるのかどうかといったようなことを目にとめていただきた

いと思っております。この中に山陽小野田観光協会のインスタグラムの

ＱＲコードとかホームページのＱＲコードを載せて、そういった情報の

誘導を図りたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 私もこの最近はあまりゴルフに行きませんが、随分ゴルフにあ

ちこち行きました。杉山課長が言われるように、他に遊んで帰ろうかと

思わないんですよ。ところが、家族とか友人にお土産は買って帰る。そ

れともう一つは、この最近はほかの旅行で行っても、今度ここにゴルフ

で来ようかという話が出るんですよ、仲間の中で。何かといったら、や

っぱり温泉があったりお土産を買ったり。両方の作用は私もあると思う。

だから、やっぱりここまでせっかくＰＲされるのであれば、次の段階と

して、そういったものをしっかり視野に入れて、それは、やっぱりゴル

フ場の皆さんが一番よく知っていると思われる。近い者はお土産をゴル
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フ場で買うんですよ。だけど、そうじゃなかったら帰りに他のところで

買いますけどね。やっぱりその辺をもう少し膨らませて、両方がうまく

合うようにされたらいいと思う。それに、せっかく本市はオートレース

をやっていますから、オートレースのこともやっぱり何がしかで触れな

がら、それから、海辺の独特のいろんな天ぷらありますからね。ああい

う産品を紹介しながら、上手にＰＲ努めてもらいたいなと思います。せ

っかくここまで来られて、やっぱりゴルフのまちを掲げた以上はしっか

り取り組んでほしい。それともう一つ、これも私の提案ですけど、ゴル

フのまち山陽小野田って、何か大きな看板を作ったらどうですか。見ら

れて、おおと思うな。そして、６つのゴルフ場を矢印するような、そう

いう交通要所でもあるんですよ。だから、やっぱり人が心ときめかせる

というか、人の心を動かせるようなものも、やっぱり考えながら、ひと

つ取り組んでほしいなと、今回のＰＲ事業につなげてほしいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

杉山シティセールス課長 最後の看板については、すぐになるか分かりません

けれども、前半のゴルフ場だけでない観光周遊というのが最終的な目標

でもありますので、その辺りについては、今回作るリーフレットもそう

ですし、ゴルフ場の経営者の方たち、運営者の方たちとよく話をしなが

ら進めていきたいと考えております。 

 

岡山明委員 確認しますけど、市内のゴルフ場６か所とありますよね。梶のゴ

ルフ場もあるんですが、どうもここが入ってないような気がするんです

けど、梶のゴルフ場は入っていますか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 はい、含まれております。 

 

伊場勇委員 ゴルフのまちとしてということですが、これっていつからゴルフ

のまちになったんですか。令和５年度からですか。 
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杉山シティセールス課長 切り口の一つとして、ゴルフのまちを、令和５年度

からこのＰＲ事業の、例えばパンフレットの中で使っていきたいと考え

ます。 

 

宮本政志副分科会長 利用者数が載っていますけど、このデータというのは、

どのように手に入れられたんですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらの利用者数は、毎年県のほうが観

光客動態調査という調査を行っております。そちらで報告している数字

を掲載しております。集計方法は、各ゴルフ場に調査を依頼して報告い

ただいた数字になります。 

 

宮本政志副分科会長 それと５３ページの３の（５）に配布先がありますよね。

⑤の市外及び県外における観光ＰＲイベントというのは、例えばどうい

うところを指すんでしょうか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 主には県央連携７市町です。７市町のＰ

Ｒで、直近でいうと来週になりますけど、新山口駅で観光ＰＲを行いま

す。そういった市外でのＰＲの場所でのリーフレットの配布を予定して

おります。さらには毎年、広島のマツダスタジアムのほうで観光ＰＲを

行っております。その際にも配布を行っていきたいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 気になったのが、この配布先が割と近隣だなと思ったの。

どの辺りから来られている方が多いか分からないけど、圧倒的に近隣の

方が多いと思うんですよ。もう少し広域に配布されるのかなと思ったら、

割と近いところに配布されるので、その辺りは何か理由はありますか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 観光イベントについては、例示させてい

ただいたような場所で配布をさせていただきますが、②③と県内のゴル

フ場の配布であったり、北部九州のゴルフ場の配布がございます。こち
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らにつきましては、県内は全域での配布を行っていきたいと思っていま

す。中心となるのは西部のほうにはなってくるかと思いますが、一応、

全域を想定しています。北部九州につきましては、北九州の全域のゴル

フ場でのリーフレットの配布をしていきたいと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 ５１ページね、これは令和５年、６年、７年で５００人

ずつ上がっていますよって、さっき説明があって、その下の５２ページ

の年度別事業内容は、令和５年度だけしか今のところないんですけど、

単発で終わらないですよね。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらの指標を令和７年度まで入れさせ

ていただいていますのは、１年間に今回１万部のリーフレットを作成し

ます。そちらを１年間に５，０００部配布するということで、年度また

ぎの成果になってきますので、指標を７年まで設定しております。Ｒ６

以降、事業費を計上しておりませんが、こちらにつきましては、ゴルフ

場の事業者と協議を行う中で、今後の取組について検討してまいりたい

と考えております。 

 

伊場勇委員 現状、海外の方も月２，０００人以上、ゴルフで市内に来られて

いると思うんですけども、海外向けというのは考えなかったんですか。

ツアー会社にいろいろ送ってみたりとかといったことも考えられるんじ

ゃないかなと思って。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 委員の御質問についてですが、今年度は

まず、観光振興プランで定める県内と北部九州をターゲットにやらせて

いただきたいと思っております。インバウンドにつきましても、今後、

各事業所と協議を行う中で検討してまいりたいと思っております。また、

インバウンドは、リーフレットの翻訳版を作るだけでは、現状なかなか

需要の取り込みが難しいと考えております。複合的に、例えば送迎バス

の運行を支援するなどの取組等も併せてやらないと効果が出ないものと
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考えておりますので、やはりここの点については、ゴルフ場の事業者の

方々と協議をして、しっかり詰めた上で事業化していきたいと考えてお

ります。 

 

前田浩司委員 リーフレットの中身の作りですけれども、例えば返信というか、

はがきで実際見て興味を示した内容とかがあって送られてくると、多少

意見を吸い上げることが可能になるのかなと思うんですけれども、リー

フレットの中身をそういった作りにできるものですか。 

 

杉山シティセールス課長 リーフレットに返信はがきをまず組み入れて、その

返信はがきの返信内容としては、山陽小野田市の何が好きですかとかそ

ういったことを聞くという意味ですか。 

 

前田浩司委員 市が何か求めていることとかをその中にうたわれて、それを今

のリーフレットの中に入れて、戻ってきました。地域的には、この辺か

ら戻ってきた件数が多いですよ。内容については、こういうことを希望

しますよとかということがもし分かれば、次へ事業展開も進んでいくの

ではないかなと思っているので、そういう作りになっているかどうかと

いうお尋ねです。 

 

杉山シティセールス課長 現時点では、そういった想定は考えておりません。

ゴルフ関係のリーフレットなので、何かを聞くとすれば、ゴルフ関係ま

たは観光になると思うんですが、返信率を上げていこうと思うと、やは

り何か抽選でプレゼントしますといったようなものを組合せないと難し

いかなと思っております。指標も挙げておりますが、これだけで本当に

どの効果とかいうことが分かりづらいのではないかということも考えて

いますので、これからすぐにはならないかもしれませんけど、今言われ

たようなことを含めて、リーフレットを配ったことの効果というか、そ

れを計れるやり方も併せて、今後検討したいと考えております。 
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笹木慶之委員 ＰＲの方法ですけど、この間も言いましたように、隣の美祢市

がゴルフ場がなくなったんですよね。それから長門もあまりよくない。

北浦のほうはゴルフ場がないんですよ。どっちに行くかというと、下関

のほうに行くか、こっちに降りてくるということですね。山口もあまり

大したゴルフ場はないんです。あまり言われないけど、宇部もいろいろ

とあるので、やっぱりしっかり手を挙げて、おいでおいでをしたほうが

いいと思う。だから、やっぱり作るのはいいけど、持って歩くところも

こまめに歩いて、できれば美祢線に乗って、電車でおいでと、ゴルフ迎

えに行くよというぐらいの、そういった手法を講じながら、何が足らな

いのかということもよく見て、やっぱりＰＲしてほしいと思います。せ

っかく作るものですから、有効に使っていきたいと思いますね。お願い

します。 

 

古豊和惠委員 こうしてリーフレットを作って、ゴルフ場の方たちが言うのを

信じるだけではなくて、レストランとか入浴設備の状況を実際に市の方

がゴルフ場にきちんと確認をして載せていかないと。やはりコロナで、

施設の設備なんかが大分、中止になったり、食事もできなくなったりと

かいうところもあると思うんですよね。ですから、その辺りもしっかり

と確認して載せてほしい。もちろんゴルフ場の方としっかり協議をした

上で載せると思いますが、市の方もしっかり確認して載せているのでし

ょうか。その辺りをお聞かせください。 

 

古川副市長 議員の皆さんと一緒にゴルフに回って確認いたしたいと思います。 

 

岡山明委員 ゴルフ場に１泊２日で、２回したいというメンバーが結構いるん

ですよ。２日間はゴルフ三昧ということで、ゴルフ場同士の連携をとっ

てもらって、ここはこういう特色があると書きますからね。二か所が連

携して、利用者にすごく便利になるとＰＲをしていただきたいと思って

おります。もしよろしければ進めていただきたいと思います。 
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長谷川知司分科会長 私から少し気付きを。パンフレットを作るに当たりまし

て、市内のゴルフ場の方との話合いというのはされますか。される予定

ですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらにつきましては、１１月に各ゴル

フ場６場に聞き取りに回らせていただいております。さらに市のゴルフ

協会のほうにも聞き取りに上がりまして、そちらの結果を踏まえて、事

業化したところになります。 

 

杉山シティセールス課長 その結果、各場のＰＲでないリーフレットが効果が

あると考えておりますが、先ほど古豊委員からも意見ありましたが、各

場が納得がいく、一番ＰＲできるものがきちんと載るように、作成をす

る上でも、各ゴルフ場の確認をとり、完成させたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 回っていくということが大事です。それから一堂に会し

て、みんなの意見を聞くことも大事だと思いますので、それで先ほどあ

りましたように、韓国からのインバウンドであれば、福岡空港まで迎え

に行きますよとか、東京からであれば宇部空港まで送迎がありますよと

か、そういうように来られる方のニーズは、やはり東京でラウンドする

よりも飛行機代を使ってでもこちらがいいですよと。それから黒川温泉

の温泉三昧と同じように、先ほど岡山委員も言われましたように、ゴル

フ場何か所は安くとか、そういうようなメリットを考えていかれたらど

うかなと思います。これは意見でいいです。ほかにございますか。（「な

し」と呼ぶ者あり） 

 

和西企画部長 先ほど、いつからゴルフのまちというようになったかというお

話につきましては、やはりここにいらっしゃる委員、お二人からも一般

質問等で御提言いただきまして、予算化するに当たりまして、早速、昨

年ですけれど、シティセールスの職員がゴルフ場を全部回り、ヒアリン

グをする中で、やはりこういう事業というのは有用だということをゴル
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フ場の方からも聞きまして、こうやって事業化になりました。中学生議

会の御意見もありましたけれど、そのような状況で予算化に至ったとい

うところです。先ほど来やりとりでもある中で、今回のパンフレットで

すけれど、これから成果とかをしっかり見極めながら、ゴルフのまちと

いうのをどう展開していくかというのは、我々、執行部側の責任になり

ますので、これからしっかりちょっとＰＤＣＡをしながら、この事業を

ブラッシュアップしていきたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

 

長谷川知司分科会長 いいですか。（「いいですよ」と呼ぶ者あり）審査事業

９番を終わりまして、暫時休憩ということで１０分ぐらい休憩して、予

算書のほうに入っていきます。お疲れ様でした。 

 

午後４時 休憩 

 

午後４時９分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。 

審査番号⑤、予算書の７４、７５ページ、広報広聴費です。質疑を受け

付けます。 

 

伊場勇委員 広報業務のみということで質問しますが、広報紙発行事業につい

て、令和５年５月から月１回という変更があるということですが、そこ

について理由等々教えてください。 

 

原野シティセールス課広報係長 広報紙につきましては、令和５年５月１日か

ら月１回の発行に変更を予定しております。紙面につきましては、令和

５年５月１日号からリニューアルを予定しておりまして、より分かりや

すく魅力の伝わるような紙面づくりを進めていきたいと考えております。

現在の広報紙は、市民の皆さんにお知らせすべき情報やまちづくりやシ
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ビックプライドを醸成することを目的としたコーナー、また、市民の皆

さんからの投稿による市民参加型のコーナーなど、いろいろな切り口か

ら情報を掲載しているところです。今後は、それらの内容は維持したま

ま、コーナーの掲載回数を減らしたりとか、回数を工夫することにより

必要な情報はきちんと載せながら、発行回数は減らして、必要な情報が

伝わるように紙面づくりをしていきたいと思っております。 

 

伊場勇委員 ページ数が増えるとかということも考えられるということですか。 

 

原野シティセールス課広報係長 ページ数は、現在は１部当たりの平均が１６.

７ページですが、１回になった場合は、大体２４ページから２８ページ

程度を想定しております。 

 

笹木慶之委員 広報誌は広告料収入を取っていますよね。これはどんな変動に

なるんですか。 

 

原野シティセールス課広報係長 広報紙の広告料収入については、令和４年度

と令和５年度も同額３０万円と想定しております。 

 

笹木慶之委員 ということは、これは変わらないと考えていいんですね。 

 

原野シティセールス課広報係長 はい、そのとおりです。 

 

宮本政志副分科会長 委託料の放送業務委託料は、昨年と同額ですけど、内容

はＦＭだと思いますけど。 

 

原野シティセールス課広報係長 放送業務委託料ですが、これはラジオによる

情報発信を行うもので、現在はコミュニティーＦＭスマイルウェーブを

活用して、市政情報を発信しているものになります。番組は二つありま

して、一つはピックアップ山陽小野田といって、パーソナリティとのか
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け合いでの番組になります。こちらは週１回の放送になります。もう一

つが、シティインフォメーションといいまして、パーソナリティがイベ

ントなどを読み上げるもので、１回につき１０分、週７日放送している

ものになります。 

 

前田浩司委員 ７５ページの１２節委託料のシステム改修委託料、これはどの

ようなものでしょうか。 

 

原野シティセールス課広報係長 システム改修委託料ですが、これは市のホー

ムページに関するものになります。市のホームページを管理するシステ

ムを搭載している仮想化サーバーというものがあるんですけれども、そ

の仮想化サーバーのサポート期限が令和６年に切れるということで、更

新の必要が出てまいりますので、それに伴って、ホームページについて

もバージョンアップを行う必要がありますので、システム改修委託料を

計上しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「はい」と呼ぶ者あり）５

目終わりまして、次は９目ですね。７８ページから８１ページまで。 

 

伊場勇委員 ８１ページのアドバイザリー業務委託料についてですが、６６０

万円は先ほど大学とのデータ連携について、いろいろ聞きました。その

ほかどのような使い方をされるのか教えてください。 

 

佐貫デジタル推進室室長補佐 一つが、ＤＸ協創プラットフォームを令和５年

度も実施しまして、それが４９５万円になります。もう一つが、ＲＰＡ

の関係でシナリオと言って、ＲＰＡを実施するのにそういうプログラム

を作るような作業があるんですが、それを市の職員で作るための作成の

支援が１０７万２，５００円になります。申し訳ありません。ＤＸ協創

プラットフォームの４９５万円と、先ほど委員がおっしゃった６６０万

円、さっき事業の説明した分の二つになります。 
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伊場勇委員 令和４年度から始まっているＬＩＮＥによる情報発信についてで

すけども、システム運用支援業務委託料に入ると思うんですが、令和５

年度については、いろいろ発信している内容について、何かコンテンツ

を増やすとかといったことはされる予定でございますか。予算が入って

いるところがどこか分からなかったので、その辺について教えてくださ

い。 

 

原野シティセールス課広報係長 ＬＩＮＥについてですが、７５ページの１３

節の使用料及び賃借料の中のシステム利用料の中に入ってまいります。

ＬＩＮＥですが、令和４年度の１２月から始めまして、令和５年度につ

きましても、今の画像と情報を一緒に合わせて、ホームページに効果的

に誘導しながら、情報発信をしていきたいと思っております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）９目

を終わりまして、次は１０目地域振興費です。 

 

笹木慶之委員 ８３ページの会計年度任用職員は、非常勤が４人だと思うんで

すが、これはどういうことでしょうか。 

 

杉山シティセールス課長 こちらの１０目地域振興費につきましては、地域活

性化室の予算も含まれておりまして、この会計年度任用職員報酬の３人

の半年分２５２万４，０００円は、シティセールス課の要求となってお

ります。 

 

笹木慶之委員 それは分かるんだけど、４人という内訳は、ほかはどうなって

いるんですか。 

 

杉山シティセールス課長 ほかというのは残り１人分のことかと思いますが、

そちらにつきましては、地域活性化室が現在二次面接を行っている、地
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域おこし協力隊の隊員が着任すると想定して、着任した場合の予算につ

いては、各担当課で要求するということでこちらに計上しております。 

 

伊場勇委員 ８１ページのデジタル専門人材派遣負担金についてなんですけれ

ども、こちらは来年度どういうふうに進められるのか教えてください。 

 

和西企画部長 この予算につきまして、この予算書を策定するまでに、来年度

の支援体制というのを日本情報通信との協議がなかなかまとまりません

で、令和４年度と同額の予算を計上させていただいておるところです。

引き続き日本情報通信からの支援というのは、お約束いただいていると

ころでございますので、今から来年度の支援体制等を詰めていくことに

なります。 

 

古豊和惠委員 ８３ページの１２節委託料、サポート寄附業務委託料６８６万

４，０００円は何でしょうか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 ふるさと納税の業務委託を外部の中間事

業者に行っておりまして、そちらに払う委託料になります。寄附の受発

注等の業務になります。 

 

古豊和惠委員 この委託料、節全体９９９万円の予算で、どれだけの効果を期

待しているのかお聞きします。 

 

長谷川知司分科会長 これは、全てがふるさと納税に関するわけじゃないです

から、ちょっと難しいかなと思います。 

 

古豊和惠委員 サポート寄附業務委託料６８６万円に対して、どれだけの効果

を期待しているんでしょうか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 令和５年度においては、１億３，０００
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万円の寄附を集めるという想定で予算を組んでおります。 

 

杉山シティセールス課長 補足します。こちらの委託料は、半ば実質的に手数

料なので、集めた寄附金額の５％に消費税を掛けた金額をお支払すると

いう設定になっております。 

 

伊場勇委員 下段にありますデジタル広告業務委託料というのは、何なのか教

えてください。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 これまでシティセールスＰＲ強化事業と

して、ロゴマークやポスターを活用して、ＪＲの厚狭駅での広告掲出や

小倉駅でのデジタルサイネージを活用したＰＲを実施してきましたが、

令和５年度においては、デジタル媒体を活用したアプリやＳＮＳを活用

したＰＲの実施を予定しておるところです。 

 

伊場勇委員 どういったアプリなのか、どういったＳＮＳをどういうふうに効

果的に使うのか。もう少し詳しく教えてもらえますか。 

 

水野シティセールス課定住促進係長 想定しておりますのは、月間１，８００

万人の働く独身女性や子育て世帯層が利用する国内最大級の買物情報サ

ービスアプリである、トクバイというアプリを用いたプロモーション広

告を予定しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

次に１１０ページから１１１ページの３３目きらら交流館改修事業費、

これはもういいですか。委員の皆さんいいですか。（「いいです」と呼

ぶ者あり）７款１項４目、２１８から２２１まで。ページ指定しません。 

 

伊場勇委員 １８節の負担金、補助及び交付金の観光協会補助金が令和４年か

ら少し下がっているんですけど、その理由について教えてください。 
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渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらの観光協会の補助金につきまして

は、幾つもの事業が混在しております。簡単に御説明させていただきま

すが、一つが観光協会運営支援事業、そのほかが山陽小野田名産品活用

推進事業、さらに観光プロモーション事業、観光誘客宣伝事業、観光ボ

ランティアガイド活動支援事業、ゆめ散歩プログラム持続的実施事業、

こちらを合わせて３８３万８，０００円となっております。その中で、

この度、減額となっているものにつきましては、観光や誘客宣伝事業の

中で観光パンフレット制作する事業費を減額しております。さらにノベ

ルティの製作費用も３０万円ほど減額しております。それが減額の理由

になります。 

 

伊場勇委員 同じく１８節の下から２番目ですが、山口ゆめ回廊観光誘客事業

負担金というものが出ております。その７８万円について内容を教えて

ください。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらは、山口県央連携都市圏域７市町

にお支払する負担金になります。 

 

伊場勇委員 これは今年度から始まったものですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらは、令和４年度から第２期ビジョ

ンとして始まった事業に対する負担金になります。 

 

古豊和惠委員 その下の山口ゆめ回廊圏域住民周遊促進事業負担金というのは、

住民の方にお支払する負担金でしょうか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 こちらは、今年度、実証事業として実施

しました、夏休み期間に子供料金の無料化イベントを先日補正予算のと

きに御説明させていただきましたが、そちらの事業になります。対象施
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設として選定している、きららガラス未来館にお支払する負担金になり

ます。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、これ

で審査番号⑤を終わります。お疲れ様でした。ここで職員入替えのため、

暫時休憩いたします。 

 

午後４時２８分 休憩 

 

午後４時３７分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

審査番号⑥を行います。最初に予算書７６、７７ページ、２款１項７目

からです。 

 

伊場勇委員 １１節の中で手数料が令和４年度より上がっていますが、その理

由について教えてください。 

 

岩佐会計管理者 ここに上がっております役務費の手数料でございますが、５

９３万１，０００円のうち、我々、出納室のほうで手数料として挙げさ

せていただいたのが４５１万８，０００円でございます。増えておりま

す１４３万１，０００円につきましては、昨日夕刻、税務課の審議の中

にあります７目でございまして、来年度から始めます口座振替の伝送に

係るものの予算だと思われます。詳しくは私どもで分かりませんけど、

その予算が増えている金額でございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では

次に９２から９３ページ、１８目管理費です。（「なし」と呼ぶ者あり）

次に１１８から１２３ページ、選挙費です。４項１目から３目ですね。

１２３までページ指定しません。随時、皆さん質疑があれば。 
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伊場勇委員 来月、県会議員選挙がありまして、投票場に少し変化があったよ

うなので、それについて教えてください。 

 

亀田選挙管理委員会局長 昨年の参議院選挙から、この度の県議会議員選挙で

すけれども、まず、下津保育園が閉園となりました関係で、厚狭南投票

区投票場を新たにねたろう保育園に設置させていただくこととなりまし

た。これに伴いまして、広瀬の自治会、それから一丁田、末益、そうい

った自治会が、ねたろう保育園のほうに非常に近くなりました。したが

いまして、それまで厚狭西投票区、また出合西投票区だった一部自治会

を厚狭南の投票区のほうに編入し、投票区の区割りを変えました。また、

併せてなんですが、今度は逆に石鞘、それから大谷の自治会が遠くなり

ましたので、こちらは厚陽の投票区のほうに変更とさせていただきまし

た。 

 

岡山明委員 期日前の立会人の報酬ですが、人数が減ったということですよね。

それともう一つありますけど、選挙立会人報酬は参議院から県議会とい

うことで、これは両方とも減っているほかは一緒という状況でいいです

ね。 

 

亀田選挙管理委員会局長 昨年の参議院議員選挙に比べまして、期日前投票の

期間が異なっております。したがいまして、期日前投票の立会人報酬の

総額が変わっております。それから併せて、昨年の参議院選挙は選挙区

と比例代表区という二つの投票がございました。それぞれにおいて開票

の立会人が必要でしたが、今回は県議会議員選挙だけでございますので、

選挙立会人という形で人数が減っております。 

 

岡山明委員 １２３ページの１２節委託料で、投票所施設管理委託料と投票所

施設警備委託料、これ両方ともサンパークの絡みですか。 
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亀田選挙管理委員会局長 投票所施設管理委託料と投票所施設警備委託料につ

きましては、申し訳ございません。少しお時間のほういただければと思

います。昨年の参議院選挙と比べてですよね。 

 

岡山明委員 私が聞きたいのが、今回、サンパークでの期日前投票が延びまし

たよね。その辺の影響で、そういう期日前で必要な人数と必要経費が出

たか、それだけ分かればいいと思ったんです。 

 

亀田選挙管理委員会局長 すみません。調べさせていただきます。 

 

笹木慶之委員 １１９ページの選管の委員長、委員は、投票当日の役割はどう

なるんですか。 

 

亀田選挙管理委員会局長 委員長につきましては、開票時に選挙管理者という

ことで開票の責任者となられます。それ以外の委員につきましては、当

日は特段の役はございません。 

 

笹木慶之委員 その次の１２１ページに選挙長というのがありますよね。選挙

長と選管の委員長の役割を教えてください。 

 

亀田選挙管理委員会局長 大変申し訳ございません。先ほど選挙管理者と申し

上げました。選挙長でございます。（「そうでしょう」と呼ぶ者あり）

申し訳ございません。 

 

笹木慶之委員 そこで少し矛盾を感じるんだけど、選管の委員長は日額１人１

万５，１００円なんですよ。書いてありますよね。ところが、選挙長は

１人１万１，０００円なんです。それはそういうことでいいんですかね。 

 

亀田選挙管理委員会局長 こちらのほうにつきましては、国で定められました

選挙に関係する執行経費の基準法というのがございまして、そちらのほ
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うで金額を定められております。それに準じて、条例で金額を定めてお

りますので、その金額となっております。 

 

笹木慶之委員 そうしますと深夜、いわゆる１２時を越して２日になったよう

なケースが出てきますよね。それでも１万１，０００円ということで変

わりないわけですね。 

 

亀田選挙管理委員会局長 回数が１回につきということになっておりますので、

日にちではございませんので、日にちが変わっても金額は同じという状

況でございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）先

ほどのは保留にして、次に行きましょう。次が１２６から１２７ページ

の監査委員費に行きます。 

 

伊場勇委員 令和４年度の予算には全国都市監査委員会というのがあって、負

担金が出ていたんですけど、令和５年度からなくなったのかどうかお願

いします。 

 

石田監査委員事務局長 全国都市監査委員会の負担金でございます。昨年は２

万３，０００円ございましたが、今年度ございませんのは、会費を毎年、

全国の加入団体７００ぐらいから集めておりますが、積立金がかなりた

まったということで、令和５年度は会費の徴収を停止するという状況で、

令和５年度は会費を予算計上しておりません。 

 

宮本政志副分科会長 １２７ページの一番上の委員報酬の識見者というのは、

どういった方を指すんですか。 

 

石田監査委員事務局長 識見者につきましては学識経験といいますか、そうい

った知識を持たれている方ということで、本市の識見の監査委員につき
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ましては、過去、本市の職員であった方を識見者ということで、議会の

議決を得て選任していただいております。 

 

宮本政志副分科会長 学識経験者の定義は何でしょうか。 

 

石田監査委員事務局長 地方自治法によりますと、人格が高潔で普通地方公共

団体の財務管理、事業の経営管理、その他、行政運営に関し、優れた識

見を有する方ということで定義がされております。 

 

宮本政志副分科会長 有識者とは違うんやね。 

 

石田監査委員事務局長 有識者の定義というのが、私も具体的にどのような定

義になっているか存じ上げませんが、宮本副会長が言われた識見者とい

うことであれば、このような定義ということでございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

亀田選挙管理委員会局長 先ほど大変申し訳ございませんでした。選挙関係、

県議会議員選挙の投票所施設管理委託料及び投票所施設警備委託料、こ

の２点についてなんですが、まず、投票場施設管理委託料は昨年度参議

院選、申し訳ございません。１２３ページです。まず、投票所施設管理

委託料については、昨年の参議院議員選挙のときも１１万６，０００円、

場所等一切変わっておりません。こちらのほうは３か所となっておりま

す。それから続きまして、投票所施設警備委託料につきましては、昨年

の参議院選挙では２１万円でしたが、今回、２３万３，０００円となっ

ております。これは単純に単価が上がったということになっております。

場所等については、一切の変更はございません。 

 

長谷川知司分科会長 その３か所というのはどこか分かりますか。 
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亀田選挙管理委員会局長 投票所施設警備委託料の３か所ですが、これは厚狭

北投票区投票場、要するに厚狭高等学校南校舎のほうでございます。そ

れから津布田会館、それから市民館となっております。 

 

長谷川知司分科会長 これは施設管理委託料も一緒ですね。 

 

亀田選挙管理委員会局長 施設管理委託料につきましては、これは小学校、中

学校を投票所として使用しているところでございますので、市内７校で

ございます。 

 

岡山明委員 そうすると期日前のサンパークの費用というのは、どこに入って

いますか。 

 

亀田選挙管理委員会局長 サンパークに係る費用につきましては、立会人の費

用及び事務従事者の時間外手当ということで、それともう一つあります

のが、使用料ということで会場借上料の中に入っております。 

 

岡山明委員 そうするとサンパークで開催するということで、ＬＡＮとか光ケ

ーブルじゃないけど、その辺の敷設という話があったと思うんです。そ

の費用はまだ費用として入ってないんですよね。 

 

亀田選挙管理委員会局長 サンパークのネットワークケーブル敷設の工事につ

きましては、昨年、終了しております。したがいまして、今回はもう昨

年使ったケーブルラインをそのまま使用するという形ですので、特段、

費用は掛かりません。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は審査番号⑥の審査を終わりまして、ここで職員入替えのため暫時休憩

いたします。お疲れ様でした。 
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午後４時５２分 休憩 

 

午後４時５９分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。な

お一言申し上げておきますが、５時を過ぎますが、この審査会を続行し

たいと思いますので御理解をお願いいたします。では審査番号⑦、２款

１款１０目から行いたいと思います。８０ページからです。８０ページ

から８５ページまでですが、ページ指定せず全体を聞きます。 

 

古豊和惠委員 ８０ページの寄附金１億３，０００万円の内訳を教えてくださ

い。 

 

篠原総合事務所長 ８０ページの財源内訳のその他寄附金１億３，０００万円

につきましては、これは恐らくふるさと納税の寄附金だろうと思います。

所管がシティセールス課になろうと思います。 

 

宮本政志副分科会長 ８３ページの一番上の会計年度任用職員が、昨年の２人

から令和５年度は４人、この辺りをお聞きしていいですか。 

 

篠原総合事務所長 １節報酬におきまして、会計年度任用職員報酬４人分とい

うことで、地域活性化室の地域おこし協力隊に係る報酬は、１名分を計

上いたしております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、１０８ページの３０目、厚狭地区複合施設費に行きましょう。 

 

前田浩司委員 １０９ページの需用費の修繕料の内訳を教えてください。 

 

河田地域活性化室主任 修繕料は、６０万円を毎年、施設の修繕として挙げさ
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せていただいているのにプラスして、令和５年度は保健センターのホー

ルの照明として１６３万１，０００円を挙げさせていただいております。 

 

前田浩司委員 先ほど６０万円は毎年挙げておられるという話ですけども、ど

んな内容なんでしょうか。 

 

河田地域活性化室主任 雨漏りとか、施設の緊急に修繕しないといけないとこ

ろなどを修繕させていただいています。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）次

に行きます。１１６ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費、１１６から

１１９ページまでページ指定しません。機械器具費のみです。これにつ

いて。 

 

伊場勇委員 この機械器具費について、セルフレジの設置をされているという

ことですが、１台ですか。その内容について教えてください。 

 

梶間市民窓口課長 今回、山陽総合事務所市民窓口課に設置するのは１台でご

ざいます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では次

１１６ページから１１９ページまで行きます。 

 

伊場勇委員 旅券発給業務についてですが、令和５年度はどの程度の数を見込

まれておるのでしょうか、教えてください。申請件数ということで、見

込みですね。 

 

河田地域活性化室主任 コロナ前の年間１，０００件を見込んでおります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）審
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査番号⑦番につきまして、追加の説明が必要と分かりましたので、ここ

で再度、審査番号⑦番について審査いたします。 

 

伊場勇委員 セルフレジの設置費用について、どの程度、どこにかかっている

のか、説明していただきたいと思います。お願いします。 

 

梶間市民窓口課長 それではまず、１１節役務費、通信運搬費にキャッシュレ

スのネット関係で、ルーター及び基本料金として７万円。キャッシュレ

スの手数料として１万６，０００円。１２節委託料の機械保守委託料、

セルフレジの保守料として９万６，０００円。１４節工事費にカウンタ

ーのセルフレジを置くためのカウンターの工事を若干行いますので、そ

の工事費として１３万２，０００円。あとは、備品購入費全額がセルフ

レジの購入費となっております。以上です。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか。ほかにはございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）これで審査番号⑦の審査を終了いたします。お疲れ様で

した。暫時休憩いたします。 

 

午後５時１１分 休憩 

 

午後５時１７分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会の審査を再開いた

します。最初に、５時過ぎておりますが、このまま審査を続けますこと

を御理解ください。 

 

船林社会教育課長 先ほどの補導員に関する答弁につきまして、訂正をさせて

いただきたいと思います。申し訳ございません。補導員の謝礼につきま

しては、先生にはお支払をしていないと申し上げましたが、正確には専

門補導員の誤りでございます。専門補導員は、小中学校の校長会から２
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名、市内高等学校の生徒指導担当の先生方のほか、家庭児童相談員など

合計１０名の方に依頼をしており、この方々には基本的に謝礼をお支払

しておりません。ただ、それを差引きましても、令和５年度は１１２名

の補導員を依頼する予定としておりますが、予算上は９６人分としてお

り、これはどうしても欠席される補導員などもおられますので、実績や

実情に応じて予算計上をしている状況でございます。誤解の生じる答弁

であったことをおわび申し上げます。以上でございます。 

 

長谷川知司分科会長 よろしいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり）では次

に行きます。審査番号⑨の審査事業１１番、執行部からの説明をお願い

いたします。 

 

長友学校教育課長 それでは、小学校社会科副読本デジタル化事業について御

説明いたします。資料６５ページから６７ページの小学校社会科副読本

デジタル化事業にお開きください。小学校３・４年生の社会科学習では、

地域を教材化した副読本を使用し授業を実施しております。その際に使

用する、市教育委員会が発行している社会科副読本「はっけん！山陽小

野田」は、本市の歴史や文化・産業、主要施設など、地域の情報を掲載

しています。令和５年度は新学習指導要領を踏まえて、本市の現状に合

うように副読本を改訂する必要があり、この機会に、これからの学習者

用デジタル教科書の導入の流れに向けて、１人１台端末による学習効果

を更に高め、ふるさとへの愛着心を育むことができるよう、副読本のデ

ジタル教科書化に取り組みます。また、一般の大人もＷｅｂで閲覧が可

能となるため、市内外の人に、本市の住みよさや歴史、文化を知っても

らい、住んでみたいと思ってもらえるよう、シティセールスのツールと

しても活用するものです。活動指数又は成果指数欄を御覧ください。活

動指数につきましては、「デジタル社会科副読本を使用して授業を行っ

た学校数」として、令和６年度は「１１校」としております。これは、

先ずは全ての小学校でデジタル副読本を活用して授業を行うことを目標

としているため、実際に授業を行った小学校数を目標値としております。

令和６年度の導入後は、成果指数として「デジタル副読本で楽しく学習
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に取り組むことができた児童の割合」や「デジタル副読本で授業効果が

高くなったと感じる教員の割合」等のアンケートを実施し、その割合を

成果指数とすることも検討しております。６６ページをお開きください。

予算書では、２５８、２５９ページになります。令和５年度の支出内訳

としましては、改訂委員会開催に係る普通旅費３万６，０００円、シス

テム開発委託料８９０万５，０００円、実際にサーバーを利用し制作・

改修を行う経費、システム保守委託料２７万４，０００円を合わせて総

事業費は９２１万５，０００円になります。財源内訳につきましては、

国庫支出金として「デジタル田園都市国家構想推進交付金」を活用して

実施予定としており、補助率２分の１、４５８万９，０００円を充当し、

残りの４６２万６，０００円が一般財源となっております。こちらの「デ

ジタル田園都市国家構想推進交付金」は、デジタルを活用した地域の課

題解決や魅力向上の実現に向けて、取組を行う地方公共団体に対し、そ

の事業の立ち上げに必要な経費を支援する国の事業になります。資料右

下に記載の「特記事項」を御覧ください。この度は、県内初となる副読

本のデジタル教科書化に取り組むため、令和４年度に、企画部デジタル

推進室のサポートにより、スタートアップ企業等と山口県の行政・県民

が協働して、デジタル技術を活用して地域・行政課題を解決するプロジ

ェクト「シビックテック チャレンジ ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ」に参加して、

社会科副読本のデジタル教科書化の実証授業を令和４年９月から行って

おります。実証内容としましては、「はっけん！山陽小野田」の一部１

０ページ程度をデジタル教科書化して検証するものです。今後の具体的

なスケジュールについてです。が、令和５年４月から５月頃に仕様書を

作成して、６月から７月頃にプロポーザルを実施し、業者選定を行う予

定です。その後、市民、地元事業者等の協力を得て、改訂委員による素

材の収集や、教材制作を行い、１０月頃からサーバーを利用し、コンテ

ンツデザイン等の制作を行いながらシステム構築し、３月末までに運用

テストを繰り返し令和６年４月から運用を開始する予定となっておりま

す。続きまして、資料６７ページをお開きください。こちらは、これま

での紙媒体の状況と、デジタル化することによる違いを比較することで、

デジタル化の効果を表したものです。デジタル化に当たっては、単にこ
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れまでの副読本をＰＤＦ化するだけではなく、児童がふるさとへの興味

感心を一層高めることができるように、紙媒体の副読本では難しかった、

動画や３６０度カメラによる写真等の視覚的なコンテンツやクイズ機能、

マッピング機能など、デジタル化の強みを生かした機能を加え、深く、

楽しく学べる工夫を凝らします。また、デジタル化することで、軽微な

修正はその都度行うことが可能となるとともに、１人１台端末ならでは

の、さまざまな機能を活用しながら、楽しく効果的に学べるようになり

ます。さらに、市のホームページに掲載することで、大人も含めたたく

さんの方が副読本を閲覧することが可能になり、学校教育以外への展開

も期待されます。それでは、最後に、いろいろ説明しましたが、デジタ

ル副読本がどのような形になるかということを後ろのモニターを見て、

少し操作をして、イメージを持っていただきたいと思います。この度、

シビックチャレンジテックやまぐちにおいて、「はっけん！山陽小野田」

の一部についてデジタル化しました。デジタル教科書の特徴としては、

鮮やかな写真や３６０度カメラ、動画、アニメーションなどに加え、付

箋を付けたり書き込んだりする機能がございます。それでは、具体的に

御説明します。（モニターに副読本を表示する）まずは、これが表紙に

なります。次に、目次があります。目次から目的のページへジャンプす

ることができます。続いて、郷土の歴史について学ぶページです。主な

機能として、ルビがすべてふってあります。また、ページを拡大できた

り、縮小できたりします。カメラのアイコンをクリックすると、動画を

見ることもできます。また、付箋機能もございます。ページの中に付箋

を貼って、気付き等を記入することができます。さらに、ここのワーク

シートには、自分の考えや友達と話し合ったことなどを書き込めたり、

「地図リンク」からは、学習したところを地図で検索したりすることも

できます。書き込んだことは、他の人から見ることはできないので、自

分の考えを気軽に書くことができます。こちらのページには、セメント

の原材料が大分県から移送されてきたことを、アニメーションで説明し

ます。小学校３・４年生ですので、このように直感的な理解のほうが分

かりやすいと考えて、このようなものを用意しています。続いて、３６

０度カメラを使ったコンテンツです。本市にある「山手倶楽部」は普段
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入場することができず、中の様子は分かりません。３６０度カメラを使

った画像を用意しておりますので、自分で進みながら中の様子が分かる

ようになっております。普段見ることができないものを疑似体験できる

強みがございます。続いて「住吉まつりの様子」です。紙媒体では、一

枚の写真だけとなりますが、デジタル教科書にすることによって、何枚

もの写真を見ることができます。最後に、デジタルならではのコンテン

ツとして、「まとめクイズ」があります。学習のまとめとして問題を読

み、答えを選び、〇×が表示されます。解説もありますので、分かりや

すいです。何度も挑戦することができ、遊び感覚で何度もできることで、

いろんなことが自然と身につくのではないかと考えております。簡単で

すが、以上で、デジタル教科書はっけん山陽小野田について御説明を終

わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部からの説明が終わりました。委員からの質疑を受

け付けます。 

 

古豊和惠委員 子供たちはそれぞれ自分のタブレットで見ることができると思

うんですけど、大型モニターというのは、どういう場面で使うんですか。 

 

長友学校教育課長 それぞれ手元で、個人個人で見ることもできますが、事業

の中で、全員で話し合ってもらいたい課題とか、そういうものがあると

きとか、新しく問いをたてるときに、一つの写真を見ながら、いろんな

感想を言って、その中で問いをたてる。そうした場合には、やはり個々

のものを見ているよりも、大きなもので映しだして、指で指しながら、

ここのところがとかいうような形で学ぶためには映し出すことが必要だ

と思います。 

 

古豊和惠委員 これは各学校に１台ということですか。 

 

長谷川知司分科会長 審査は、それじゃなくて副読本のほうです。 
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伊場勇委員 先進的な取組ということで、いろいろ注目されていると思います

が、このデジタル教科書のようなものというのは、今からどんどん進ん

でいくかと思いまして、今回はシステム開発委託料で８９０万５，００

０円ございますが、これはこの「はっけん！山陽小野田」だけですか。

そのほか何かいろいろ違う教材とかも入るようなシステム開発になって

いるのか、この「はっけん！山陽小野田」の開発委託料がこの金額にな

っているのか、その辺についてお知らせください。 

 

長友学校教育課長 「はっけん！山陽小野田」の開発のためのものでございま

す。 

 

笹木慶之委員 参考にお聞きしますが、副読本の発行の場合の、いわゆる教育

委員会の取扱いですけど、９９ページに書いてありますが、学校関係者

６人程度で作られたと書いてあるんですけど、どういう方々が携わって

おるんですか。 

 

長友学校教育課長 基本的には小学校の先生です。小学校の先生の中でも、市

の小学校教育研究会というのがございまして、その中に社会科部会とい

うのがございます。社会科を得意とする先生が集まって、こういったも

のを作る委員になっていただいております。 

 

笹木慶之委員 これは、一般的な社会じゃなく、この地域のことをよく知って

おられる方でないといけないんですが、その辺はもちろん大丈夫ですね。 

 

長友学校教育課長 今まで先輩の先生たちに長い間かけて、この「はっけん！

山陽小野田」を作っていただいております。基本的にはこれを基に作る

んですけども、新たにいろんな地域の方とかの声を聞きながら、いいも

のがあれば、どんどん取り入れていきたいと考えております。 
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笹木慶之委員 分かりました。もちろん今初めて作るわけではなく、歴史があ

って、それを基にしながら、今現在に置き換え、修正を加えてというこ

とですね。はい、分かりました。 

 

岡山明委員 この小学校３年生、４年生という年齢ですけど、何を基準に３年

生、４年生なのか、それが分かればお願いします。 

 

長友学校教育課長 学習指導要領がございます。小学校３年生から社会科の学

習が始まります。その社会科の３年生、４年生の学習の中に、地域の学

習を題材にするようにということが、学習指導要領に書かれております

ので、そうしたことから、３年生、４年生の学習材として使うことにな

っております。 

 

岡山明委員 指導要領にのっとって３，４年生と。どのぐらい副読本の学習時

間をとられているか分かりますか。 

 

長友学校教育課長 学習時間は、これだけで学習するわけではなくて、社会科

の教科書がございます。社会科の教科書で、学び方みたいなのを学習し

ながら、山陽小野田市のこういった教材を使って学ぶということになり

ます。時間にしましては、ですから３年生は主にこれと教科書を使って

学習するようになりますので、時間数が今はっきり分かりませんが、週

２時間とか３時間とか、そういった時間だったというふうに記憶してお

ります。また、はっきり分かりましたらお示ししたいと思います。 

 

岡山明委員 歴史の副読本ということで、山陽小野田市として、歴史検定の試

験みたいなものがあるかどうか。 

 

長谷川知司分科会長 岡山委員、ちょっと違います。 

 

長友学校教育課長 検定等というよりも、この学習で何を身につけなければな
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らないかというところが、やはり一番重要ですので、まずはそちらを参

考に指標として作っております。 

 

岡山明委員 そういうことで、今回の副読本がやっぱり子供たちにとって、山

陽小野田市に自信を持てる、シビックプライドが醸成されるための副読

本ということで理解していいですか。 

 

長友学校教育課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

 

宮本政志副分科会長 令和５年度の市内の３年生、４年生の対象人数をお聞き

していいですか。 

 

三藤学校教育課主査 こちらの予算を計上した際、昨年度の１０月時点の人数

で挙げております。小学校３年生５１１人、４年生４９２人の予定とい

うことになります。 

 

宮本政志副分科会長 続けて、６６ページの先ほど笹木委員の質疑のときに社

会科部会の先生方が委員とおっしゃったのは、この特記事項の改訂委員

の６人程度ということで合致していますか。 

 

長友学校教育課長 社会科部会の先生方６人程度でお願いしています。 

 

宮本政志副分科会長 ６７ページの５番には大人が読んでも分かりやすい、大

人への提供が可能と書いてあるんですけど、これは可能となってくると

３年生、４年生以外の子供たちも可能ですか。 

 

長友学校教育課長 もちろん可能です。今までですね、この「はっけん！山陽

小野田」、大変いい本なんですけども、紙媒体ですので、小学校３年生

にはずっと全員に配ってはおりました。ただ、大人の方がなかなか見る

機会がないということで、図書館のほうに２、３冊置いてはいるんです
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けども、なかなか目立たない部分もありました。内容はとてもいいもの

ですので、是非、大人それから中学生も地域学習を今いろんなところで

していますので、そのときにも役に立つんじゃないかなと思っておりま

す。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど見させてもらって、すごくいいと思いますよ。答

弁の中で、実証内容１０ページ程度というのは、「はっけん！山陽小野

田」の一部とおっしゃったんですけど、それを全部と言うと、かなりの

ページ数になるんですか。 

 

長友学校教育課長 全部で１２０ページぐらいだったと思います。 

 

宮本政志副分科会長 １０ページ程度では何かもったいないなと思って、もう

少しと思ったんだけど。先ほどの映像で、一、二点お聞きしたいことが

あったんですけど、映像を見ながらの質疑って可能ですか。 

 

長谷川知司分科会長 関連しておれば、どうぞ。 

 

宮本政志副分科会長 さっき自分の意見を書き込むことができますよというペ

ージがありましたよね。その地図の前です。（モニターにて該当ページ

を表示）それです。それって書き込んだ意見は、共有できるようになっ

ているんですか。 

 

長友学校教育課長 これだけでは共有できないです。ただ、事業支援ソフトと

いうのがありまして、デジタルですから、そちらのほうに切り貼りをす

れば、共有することができるようになります。 

 

宮本政志副分科会長 その子供たちの感想とか意見というのは、先生方には見

えるんですか。 
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長友学校教育課長 これは、先生方からは見えません。事業支援ソフトのほう

に子供が貼りつけた段階で見れるようになります。 

 

宮本政志副分科会長 その次の地図があったでしょう。例えば、クリックして

みたところの地図というのが、グーグルマップならピンみたいなのがぱ

っと付くけど、それがよく見えなかったんですけど、子供たちはどうや

ってその場所を探すんですか。 

 

長友学校教育課長 これは国土地理院の本地図になると思うんですけども、こ

れを拡大しながら、様子を見て、わいわい言いながら探すようになろう

かと思います。 

 

長谷川知司分科会長 事前にこれにピンとかは刺してないんですね。 

 

長友学校教育課長 はい。ピンとかはありません。 

 

宮本政志副分科会長 この前のページとかでクリックして、この場所というの

を見ますよね。この地図のどこにあるか探していきましょうということ

でしょう。何かないんですか。いきなり山陽小野田市の地図から、先ほ

どの写真のところはどこでしょうってなったら、大人でも分かりにくい

し、まして３年生、４年生だったら……（モニターで地図上をピンにて

表示）グーグルマップみたいに出るね。 

 

笹木慶之委員 もう１点お尋ねしますが、多分、ジャンルごとに分けてあると

思うんですよね。歴史の流れのような形のものはあるんですか。 

 

長友学校教育課長 歴史をたどっていくような教材にはなっておりません。社

会科のつくりがですね、小学校４年生ぐらいですので、今と昔を比べよ

うとか、そういった形ぐらいでの学習でしか、なかなか難しくなります

ので、それが学習できるような形のものを提供するようにしております。 
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長谷川知司分科会長 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）最後に私から。

これ今作ってらっしゃいますけれど、今度やるときはシステム開発委託

料とありますが、これはもう随意契約ですか。あるいは、どういう形で

委託をされるんですか。 

 

長友学校教育課長 仕様書を作って、プロポーザルで業者を選ぶ予定です。 

 

長谷川知司分科会長 これを作るときには、そういう業者は関わっているわけ

ですか。どうですか。 

 

長友学校教育課長 これは、シビックチャレンジテック山口で試しに作ったも

のになります。ですから、業者はこういったものを作ることが得意な業

者に加わって、これを作っていただいたという形になります。 

 

長谷川知司分科会長 実際は、今度はプロポーザルでやりますよということで

すね。 

 

長友学校教育課長 そのようになります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）審

査事業１１番終わります。では予算書のほうに移ります。予算書２４８

ページからです。１０款教育費、１項教育総務費、目ごとに行きましょ

う。１目教育委員会費と２目事務局費に行きましょう。２５３ページま

でいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では次に３目指導研究費です。 

 

伊場勇委員 ２５５ページの１節報酬の会計年度任用職員報酬４名と書いてい

るのは、これはＡＬＴが令和４年度５名だったと記憶しているんですけ

ども、変更があったなら、その理由と令和５年の取組について教えてく

ださい。 
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三藤学校教育課主査 令和５年度からは、同じ２５５ページの１３節、使用料

及び賃借料の中にシステム利用料の４４２万１，０００円があると思い

ますが、こちらが英会話アプリ、テラトークシステムの使用料になりま

す。こちらを導入することによって、先ほどのＡＬＴ５名から４名に削

減しているということになります。 

 

岡山明委員 ２５５ページの報酬で、いじめ問題調査委員会委員３名と教育支

援委員会委員３名とで合わせて６名分ということで、予算が９万６，０

００円ですね。この金額は、いじめ問題調査委員会の最低の金額をはじ

かれているんですか。もし、いじめ問題が出たときに、この９万６，０

００円で対応できるかなと。その辺の状況がこれでいいのかどうか、お

聞きしたいです。 

 

佐野学校教育課主幹 いじめ問題で重大事案が起こった場合においては、山陽

小野田市いじめ問題調査委員会規則にのっとって、調査委員会を立ち上

げます。この場合、委員会の委員は１５名以内となります。この委員の

構成ですけれども、重大事案が発生した学校の校長及び生徒指導主任等

の学校職員、教育委員会事務局職員並びに教育、法律、医療、心理、福

祉等について専門的な知識、または経験を有する者のうちから教育委員

会が委嘱し、または任命するとなっています。１５名のうち、学校の職

員等が多く含まれますし、この中に少年安全サポーターであったり、そ

れからスクールカウンセラーも含まれていますので、そのほかに、公正

な立場で判断、それからアドバイスができるものとして、３名程度は妥

当だと考えています。 

 

岡山明委員 もう１回確認です。このいじめ問題調査委員間の３名は、通常ど

ういう仕事をされているんですか。問題が発生したときに１５名で委員

会を設置されるということですが、その中には入らない、別グループと

いうことですか。 
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佐野学校教育課主幹 学校では、通常いじめの重大事案が起こっていなくても、

未然防止のために、いじめ対策委員会というのを持っています。そうい

った中で、例えば、いじめの重大事案が起こった場合には、その中で、

調査をした場合には身内だけで調査をしたのではないかという思いも、

やはり被害を感じている方々については思われるかもしれません。そう

いったときに、公正な立場で、更に専門的な知識を持たれている方を追

加で加えることによって、調査を公平公正に行うというところを目標と

している。これが３名の追加の部分になります。 

 

長谷川知司分科会長 １５名のうちの３名は外部からという理解でいいわけで

すか。 

 

佐野学校教育課主幹 ただ、１５名確実にではなくて、１５名以内ですので、

その状況に応じて、専門家もこちらで検討してお願いをしていくことに

なると思います。 

 

岡山明委員 通常のいじめ問題で選出するメンバーですか。これは重大事案に

入る場合、最初のスタートは、そのいじめ問題調査委員会から出して提

言するんですか。この３人の扱いというのは、どうなっていますか。 

 

佐野学校教育課主幹 重大事案として学校からの要請報告があった場合に、初

めてこの調査委員会が立ち上がりますので、そのときに３名を選出して、

手厚く調査を進めていくようになっていきます。 

 

宮本政志副分科会長 このいじめ問題調査委員会は、直近で開催されたことが

あるんですか。もしあれば、直近で何年に開催されましたか。 

 

長友学校教育課長 開催はされておりません。 
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長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は次に小学校費に行きましょうか。小学校費は、学校管理費から、２５

８、２５９ページまで行きましょう。 

 

笹木慶之委員 ２５７ページの役務費の保険料ですね。この内訳を教えてくだ

さい。 

 

三藤学校教育課主査 ２５５ページのでよろしかったでしょうか。 

 

長谷川知司分科会長 ２５７ページのほうです。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長 ２５７ページの役務費の保険料につきま

しては、学校の建物の保険、共済分担金、それから学校災害賠償補償保

険の加入金、それから松原分校のスクールバスの保険料、それから自賠

責保険、これが内訳になります。 

 

笹木慶之委員 子供たちが、みんなタブレットを持って帰りますよね。これの

保険は、教育委員会としては全然掛けてないというか、考えてないわけ

ですか。 

 

長友学校教育課長 はい、保険は掛けておりません。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、全て保護者負担ですか。 

 

長友学校教育課長 原則、破損した場合につきましては、市の教育委員会で負

担しております。ただし、使用している中で、子供とふざけていたりと

か、そうした重大な過失等がある場合につきましては、保護者と一度相

談をきちんとして、保護者の了解を得て保護者負担にしております。 

 

笹木慶之委員 それはそうでしょうね。ふざけてどうこうの問題まで質疑しま
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せんが、そうすると保険には入っていないが、いわゆるタブレットを破

損したと、一般的な破損したという形になれば、教育委員会がそれは面

倒を見るということですね。はい、分かりました。いろいろな意見を言

われる方がおられますからね。そこできちっとしておきたいと思います

から、分かりました。 

 

伊場勇委員 小学校も中学校も言えることですけど、使うものや消耗品等々で

すけれども、もちろん教育委員会が準備するものもあれば、各学校の校

長に委ねる部分もあるかと思いますけれども、是非とも市内業者を使っ

ていただきたいです。教育委員会だけに言うことではないですけれども、

市内業者をなるべく使うようにというのは、今までもされていたと思う

んですが、どういうふうにアナウンスされているのかなと思いまして。 

 

長友学校教育課長 ４月の校長会のときに、こういった消耗品、そのほか備品

を買うときには、まずは市内業者に当たるようにということは指示して

おります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）次、

２５８、２５９ページから２６０、２６１ページまで行きましょう。小

学校費の２目と３目です。 

 

笹木慶之委員 ２６１ページの委託料の家屋調査業務委託料の３９８万８，０

００円というのは、何でしょうか。 

 

熊野教育総務課主幹兼学校施設係長 家屋調査業務委託料につきましては、高

千帆小学校整備事業が終了いたしましたので、事後家屋調査ということ

で計上させていただいております。 

 

伊場勇委員 その下の工事請負費も大きな金額なので、内容を教えてください。 
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熊野教育総務課主幹兼学校施設係長 工事請負費５，４９４万７，０００円の

内訳につきましては、小学校の経常経費ということで、まず７４９万５，

０００円。それから、トイレ洋式化事業ということで３７０万円。それ

から、本山小学校の管理棟の屋根の補修工事ということで１２９万８，

０００円。それから、厚陽小中学校のエアコンの室外機の改修というこ

とで１４５万４，０００円。それから高千帆小学校の体育館の外壁改修

工事ということで、４，１００万円を計上させていただいております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）次、

２６０ページ、２６１ページから２６４、２６５ページまでお願いしま

す。ありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では次に行きましょう。

２８４ページ、教育費、保健体育費に行きましょう。ページ指定しませ

ん。２８９ページまでです。 

 

古豊和惠委員 ２８５ページの１節報酬の学校医等報酬は、各学校によって児

童数がかなり違うと思うんですけれども、その辺りの報酬が分かればお

願いします。 

 

三藤学校教育課主査 学校医の報酬につきましては、年間１９万５，０００円

ということになっております。 

 

長谷川知司分科会長 これは各学校同一ですか。 

 

三藤学校教育課主査 はい、全ての学校医、内科、耳鼻科、眼科、歯科、同一

でございます。 

 

前田浩司委員 ２８５ページの１２節委託料の小学校体育連盟委託料は、どう

いった内容になるんでしょうか。 

 

三藤学校教育課主査 こちらは、小学校で行われる陸上競技記録大会の運営業
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務委託料になります。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は２目に行きましょう。給食費です。 

 

伊場勇委員 給食費の２節給料についてですが、令和４年は３２名だったんで

すけど、２名減ですね。令和３年は３４名になって、２名ずつ減ってい

るんですけど、理由があると思いますので教えてください。 

 

和田学校給食センター所長 正規職員の退職によるものでございます。 

 

伊場勇委員 退職して、２年で４人減って大丈夫ですか。令和３年が３４名の

予算になっていて、令和４年が３２名になって、令和５年が３０名にな

っているんですけど。 

 

和田学校給食センター所長 令和３年から令和４年につきましては、退職した

記憶がないんですが、すみません。令和４年度につきましては、２名退

職ということで、会計年度任用職員を募集しておりますので、給食に支

障のないようにしたいと思っております。 

 

岡山明委員 この給食の予算の中でちょっと分からないんですけど、アレルギ

ー対応に関する費用というのは、どこに入っていますか。 

 

和田学校給食センター所長 アレルギーの対応は、食材費になるんですが、賄

材料費ぐらいかなと思っています。 

 

岡山明委員 当然、配膳を分けないといけないですよね。何人かいらっしゃる

と思うんですけど、人数でいうと何名ぐらいいらっしゃいますか。セン

ターとして、毎日、給食を出される生徒の中で、何名のアレルギー対応

の食事を作られているか。 
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和田学校給食センター所長 アレルギー対象者数につきましては、今年度７６

名。そのうち１日に対応させていただいているのが、今年度につきまし

ては、多い日で４２食でございました。 

 

岡山明委員 対象者は７６人いらっしゃると言われましたね。１日マックス４

２食ということは、食べてない人がいるということで、個人で弁当を持

ってこられる人がいらっしゃるということですか。 

 

和田学校給食センター所長 全ての給食にアレルギーが出るわけではございま

せん。例えば、エビ、カニアレルギーの方につきましては、エビ、カニ

が毎日出るわけではございませんので、そういった方については、対応

しなくていい日があるという形になっております。 

 

岡山明委員 アレルギー対応に関係ない方がいらっしゃるということで、３０

名いらっしゃると。下関市は給食センターではなく、個人で弁当を持っ

てこられる方がいらっしゃるんだけど、山陽小野田市の給食センターか

らの食事提供に関しては、全部対応しているということで、個人で弁当

を持参して食事をされている方はいらっしゃらないということでいいで

すね。 

 

木村学校給食センター栄養指導係長 市内には２名、弁当対応の方がいらっし

ゃいます。理由としては、多品目の除去が必要でどうしても給食では対

応ができない方ということで、そういう対応になっております。 

 

岡山明委員 その２名の方の学校が一緒かどうか分からないんですけど、弁当

を出すときに、給食については温かいという状況ですよね。そういう状

況になると、冷たい弁当を食べないといけないということになるから、

下関市は弁当を温めるためにわざわざパートの方を雇われているんです

よ。今のところは、普通の冷たい弁当という状況で、温かい給食のよう
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な食事がとれないということでいいですか。 

 

木村学校給食センター栄養指導係長 弁当の取扱いというか、保護者とその学

校で、どのように保管、特に夏場とかは、衛生管理上やっぱり温めたま

までというのが難しかったり、時間もありますので、その辺は学校と保

護者でやりとりをしていますが、特に保温とか、そういう形はこちらで

は把握はしておりません。 

 

岡山明委員 そういうことで、個人で弁当を持参される方に関しては、ノータ

ッチと。下関市は冷蔵庫に入れて、食事時間に温めるという対応をして

いると。山陽小野田市は、個人の弁当に関して、今のところはノータッ

チという状況ですね。現状はそういうことですね。 

 

和田学校給食センター所長 左様でございます。 

 

笹木慶之委員 ２８９ページの扶助費の給食措置費５，６０１万５，０００円

は、どんな見方をしておられますか。 

 

三藤学校教育課主査 内訳を申し上げます。就学援助に係る小学校が、単価２

５０円で１８０食、７２０名分。中学校就学援助費２９０円の１８０食、

４００名分。そして、特別支援教育の就学奨励費１２５円掛ける１８０

食、掛ける６７名分。中学校の特別支援就学奨励費１４５円掛ける１８

０食の４７名分としております。 

 

笹木慶之委員 ３月補正のときも私申し上げましたが、この扶助費の措置費に

ついては、えいやーで幾らというような組み方をすると非常にまずいわ

けですよね。だから、かなりシビアに計算をした上でしないと、やはり

財政を圧迫するのは扶助費ということになるわけですから、その辺は大

丈夫ですね。 
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三藤学校教育課主査 実績を見て、そして申請率も加味して考えております。 

 

伊場勇委員 笹木委員が言われたところでございますが、補正のときにも長い

時間質疑があったように、就学援助で支給されている方の給食費の未納

があるというところについてですが、これについては、令和５年度その

ままですか。やはり取り組まれることについては、制度等々について、

７月一括支払が何か時間的にって、いろいろお考えがあったようですが、

その辺については変わってないですか。 

 

和田学校給食センター所長 なるべく早く就学援助費を直接、学校給食費のほ

うに入れるように検討してまいりたいと思います。現在、まだ今から確

認事項等もありますので、令和５年度すぐできるかとちょっとお答えは

できないんですが、なるべく早く実施をしてまいりたいと思っておりま

す。 

 

宮本政志副分科会長 この間から、これ何回も聞いた。令和５年度はちょっと

難しいかもしれませんが、なるべく早くじゃなくて、じゃあ令和６年度

できるんですね。確認しますよ。 

 

和田学校給食センター所長 はい、やりたいとは思っております。ちょっとシ

ステム改修といったものが必要になる可能性がありますので、ちょっと

すぐにはお答えできないんですが、なるべく早く実施のほうしてまいり

…… 

 

宮本政志副分科会長 質疑の答弁になってないでしょう。令和６年度からでき

ますねって聞いているんです。できるかできないかでお答えしないと。 

 

和田学校給食センター所長 はい、実施のほうしてまいりたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）な
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いようでしたら、これで審査番号⑨を終了いたします。ここで暫時休憩

します。 

 

午後６時 休憩 

 

午後６時１９分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。審

査番号⑩、歳入について審査を行います。予算書２０ページから行いま

す。最初に２０ページから２３ページまで、委員から質疑を受け付けま

す。 

 

伊場勇委員 まず、法人の法人税のところの金額については、今年度、大分上

がる見込みで予算を取っておりますが、その理由について教えてくださ

い。 

 

矢野税務課長 法人税割について、特に大きく上昇しておるところではござい

ますが、これにつきましては、市内の２０社程度の法人に照会文書、あ

るいは訪問して聞き取り調査をしております。その回答を反映したもの

が主なものでございます。その他の法人につきましては、中国財務局等々

が公表しております統計資料などから推計したもので、積み上げたもの

が、こちらの７億２６４万９，０００円というところが法人税割という

ことで見積りをしております。 

 

笹木慶之委員 固定資産税の中の償却資産が落ちていると説明がありましたが、

その実態について、できるだけ説明してみてください。 

 

矢野税務課長 こちら償却資産につきましても、市内の大きな償却資産を持っ

ている事業所に対して照会をかけております。その回答を基に作成をし

ておりますが、これも２０社程度に照会をかけて、数件は訪問して聞き
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取り調査をしておるところでございます。その中の回答で、大きな償却

資産を持っているところから減額回答があったというところと、残りに

つきましては、先ほど申しました中国財務局等々が公表しております統

計資料から推計をしたもので積み上げた結果がこちらの数字となってお

るところでございます。 

 

伊場勇委員 続きまして、市たばこ税についてですが、１割増ということで、

実績をどのように踏まえて、この金額になったのか教えてください。 

 

矢野税務課長 市たばこ税につきましては、令和４年度当初の予算から１２月

に補正予算を組ませていただいて、今年度末の見込みを今現在で４億８，

０００万円程度と見込んでおります。そこから比べますと、たばこの税

率の改正等々を踏まえて、決算見込みから１.６％の増というところで考

えておりまして、当初予算と比べると大きな伸びということになるんで

すが、令和４年度の見込み決算見込みからすると微増というところで試

算をしております。実際の消費本数自体は若干の減少ですが、本数換算

の見直しがあって、税額としては若干伸びているというような状況とな

っております。 

 

宮本政志副分科会長 ２０ページに入湯税がありますよね。対象の施設という

のは何施設ありますか。 

 

矢野税務課長 入湯税、日帰りと宿泊というのがございますが、日帰りとして

は２施設、それから宿泊の施設として１施設でございます。 

 

宮本政志副分科会長 これは、１人当たりの入湯税というのは２種類あったか

な。宿泊と日帰りで違いますよね。それぞれお聞きしていいですか。 

 

山根税務課市民税係長 入湯税につきまして、日帰りの場合は１人５０円。宿

泊の場合は１人１５０円となっております。 
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宮本政志副分科会長 それを踏まえて、何人ぐらいの見込みで予算を組んでい

らっしゃいますか。 

 

矢野税務課長 算出としては、宿泊１５０円の区分が３，５０５人、それから

日帰りの区分が単価５０円ですが、こちらが１０万６，３８４人という

ことで計算して端数調整をして、現在の額ということで見込んでおると

ころでございます。 

 

宮本政志副分科会長 ２１ページに小型特殊自動車とありますよね。農業関係

と思うけど、どういった車種というか、トラクターですか。 

 

山根税務課市民税係長 小型特殊につきましては、主にトラクターが多いです。 

 

宮本政志副分科会長 これは昨年と予算ほとんど同額だけど、農業従事者はか

なり減ってきて、トラクターとか減っているとは思うんだけど、そうい

うことがない前提の予算なんでしょうね。 

 

矢野税務課長 実績を加味して算定をしております。農業を廃止されても、廃

車の届出がないと減らないので、今現在の数字を基に来年度の見込みを

立てておるところでございます。それだけではなくて、新規でされる方

もいらっしゃいますしというところではあるんですが。 

 

古豊和惠委員 この滞納繰越分というのは、どの原動機付なのか、軽自動車な

のか、それぞれどこから出ているか分かりますか。 

 

矢野税務課長 現在ここに持ち合わせている資料では出ないのと、あと過去か

らずっとの積み上げになるので、かなり算定するのに時間を要するとい

うか、内訳としては持ってはおります。 
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古豊和惠委員 それではずーっと過去からのということは、ゼロになることは

ないということですか。 

 

矢野税務課長 どの税目も理想はゼロではあるんですが、なかなか厳しいとこ

ろがございます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は次のページに行きましょう。２２から２５ページまで行きましょう。

最初に２２、２３ページいいですか。 

 

笹木慶之委員 ２３ページの自動車重量譲与税についてお尋ねしますが、金額

的には大したことはありませんが、この把握の仕方というか、どういう

考え方で数値を求めていますか。 

 

山本財政課長 譲与税ということなので、基本的には国税になります。国税の

算定、その譲与税の算定というのは、なかなかこちらで根拠を持って細

かくやるというのは難しいところがありまして、近年の決算の状況であ

りますとか、あるいは国が示す地方財政計画の伸び率、この辺りを参考

にして出しているというところであります。 

 

笹木慶之委員 本当に難しいんですよ。難しい中を５００万円落としているか

ら、なぜかと思ったわけ。根拠あるのかなと思ったんですが、分かりま

した。 

 

山本財政課長 御指摘のように５００万円落としておりますのは、これちょっ

とタイムラグがありますけども、令和３年度の決算でありますとか、そ

の辺りを参考にして、少し減額をさせていただいております。 

 

笹木慶之委員 実績を見てということでしょうから、分かりました。 

 



 157 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は２４、２５ページいいですか。２６、２７ページまで行きましょう。 

 

伊場勇委員 ゴルフ場利用税交付金については、もう各年上がってきているよ

うな感じでございますが、実績をどのように踏まえて、この予算を立て

たのか教えてください。 

 

山本財政課長 この県税の交付金になりますけども、こちらも基本的には国税

の譲与税と似たような状況はありますが、まず、近年の実績、直近でい

うと令和３年度の決算額が６，９５２万２，０００円ということで、お

おむねこの７，０００万円に近い水準であったということと、この辺り

を踏まえるとともに、あと先ほど申し上げた国の考えるゴルフ場利用税

の伸び率というのが、５年度は約６％ということもありましたので、前

年６，５００万円でありますが、今回は５００万円ほど伸ばして７，０

００万円とさせていただいております。 

 

古豊和惠委員 その下の環境性能割交付金というのは、８００万円ほど少なく

なっていますけれども、性能割交付金というのはどういうもので、なぜ

８００万円少なくなったのか、教えてください。 

 

山本財政課長 環境性能割交付金は、かつては自動車取得税というものが、形

を変えて、名称を変えて、今こういった形になってきました。これも県

税になります。なぜ８００万円減ったかという御質問ですけども、これ

も国の示す伸び率というのが、今年度は対前年度比で７割と、７０％と

いうことで、３割ほど落ちるという見込みも出されていますし、恐らく

これは推測になりますけども、新車の納品とかですね、その辺りがかな

り遅れているということもあって、なかなかこの交付金の額が伸びると

いうことが想定しづらいのかなということでこういった形にしておりま

す。 
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伊場勇委員 地方交付税の普通交付税についてですが、全体で上がってはいる

と思うんですけど、もちろん理科大の学生が増えたりとかすると上がる

ものなんでしょうけど、減っている部分については、臨時財政対策債の

振替額とかの減があるかと思います。そのほか何か主なものでいいんで

すけど、減っていっているものというのがあるんですか。 

 

山本財政課長 普通交付税の算定に当たっての減少要因ということでよろしい

ですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）５年度については、まず基準財政

収入額といって、市税等の見込額、交付税上の見込額というのが当然う

ちの当初予算でも市税伸びていますけども、これも伸びています。これ

が伸びるということは、交付税がそれほど差し引かれて入ってくるので、

それがまず一つ、大きな減少要因かなと思っております。ただ、そうは

言っても、先ほど委員のほうも触れられていましたように、理科大の学

生数が非常に伸びているという状況と、あと臨時財政対策債への振替額

が昨年より約４億、４億ジャストだったかと思いますが、減っていると

いうことで、その減った分は普通交付税として交付されるという考え方

になれば、この辺り増えてくるので、前年の当初予算と比較すればちょ

っと増えているということにはなっています。ただ、これを踏まえても

市税等の一般財源の総額でいうと、理科大の影響を除けば、ほぼ昨年度

と同水準と考えております。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど伊場委員からゴルフ利用税の交付金の件で質疑が

あったんですけど、今日、審査事業でゴルフのまちというのもあったん

ですけどね。まず、ゴルフの交付金というのは、県が一旦徴収したうち

の１０分の７が各市町村にというのは変わってないですか。 

 

山本財政課長 はい、変更はございません。 

 

宮本政志副分科会長 この税金が掛からないのが、高齢者と子供だったと思う

んですが、その辺りはどうですか。変わってないですか。 
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山本財政課長 すみません。ちょっと詳細を把握しておりませんが、大きく変

わったという話は聞いておりません。 

 

宮本政志副分科会長 そして、先ほど実績によってこの予算を増額で出された

とおっしゃったんですけど、利用者数、つまり高齢者がかなり多いと思

うんですよ。そうすると税金は払われないわけですから、利用者数を前

提とした見込み、そういったものというのはこの金額には把握はしてな

いんですか。 

 

山本財政課長 先ほどもちょっと申し上げましたように、詳細な根拠というも

のは県を通じて示されることは基本的にはありません。ですから、総額

ベースでの実績見込み、交付金の実績見込みでありますとか、国が示す

全国的なゴルフ場利用税の伸び率の予測でありますとか、その辺りを参

考に当初予算を編成していると考えていただけたらと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）２

７ページまで終わりましたので、次に４４、４５ページに行きましょう。

１７款２項１目、２目ですね。 

 

伊場勇委員 土地売払収入とありますが、これはどこを指すのか教えてくださ

い。 

 

磯山財政課管財係長 こちらは、あくまで予算の予定、枠でございますけども、

下村市有地と浜崎市有地が売れたとしての金額を挙げさせていただきま

した。というのは、この二つの市有地は、問合せが何件かございました

ので、この度挙げさせていただいております。 

 

長谷川知司分科会長 物品売払いというのは何ですか。 
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磯山財政課管財係長 廃車になった車の売払いとなります。 

 

長谷川知司分科会長 公用車の売払いですか。 

 

磯山財政課管財係長 そのとおりでございます。これも枠配分として１万５，

０００円ほど挙げさせていただいております。 

 

長谷川知司分科会長 では、次のページに行きましょうか。１９款１項１目、

財政調整基金繰入金。いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）２０款１

項１目繰越金。いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）これで審査番号

⑩、見落としはないですよね。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

では審査番号⑩の審査を終わります。では、本日の総務文教分科会の審

査を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

午後６時４１分 散会 

 

令和５年（2023 年）３月１４日 

  

     一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 長谷川 知司 


